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   議事日程第１号       第３回定例会 

   令和３年８月３１日（火）  午前９時３０分開議 

 

   開  会 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

 〃  ２ 会期決定 

 〃  ３ 諸般の報告 

      （１）定例監査結果等報告について 

 〃  ４ 行政報告 

      （１）市政の概況について 

 〃  ５ 質疑 

 〃  ６ 人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて 

 〃  ７ 議第４２号 表彰について 

 〃  ８ 議案説明 

 〃  ９ 委員会付託 

 〃 １０ 質疑・討論・採決 

 〃 １１ 報告第７号 損害賠償の額の決定についての専決処分の報告について 

 〃 １２ 報告第８号 令和２年度寒河江市財政の健全化判断比率の報告について 

 〃 １３ 報告第９号 令和２年度寒河江市公営企業の資金不足比率の報告について 

 〃 １４ 質疑 

 〃 １５ 認第 １号 令和２年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 〃 １６ 認第 ２号 令和２年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃 １７ 認第 ３号 令和２年度寒河江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃 １８ 認第 ４号 令和２年度寒河江市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃 １９ 認第 ５号 令和２年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に 

            ついて 

 〃 ２０ 認第 ６号 令和２年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認 

            定について 

 〃 ２１ 認第 ７号 令和２年度寒河江市立病院事業会計決算の認定について 

 〃 ２２ 議第４３号 令和２年度寒河江市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃 ２３ 議第４４号 令和２年度寒河江市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃 ２４ 議第４５号 令和３年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃 ２５ 議第４６号 令和３年度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃 ２６ 議第４７号 寒河江市個人情報保護条例の一部改正について 

 〃 ２７ 議第４８号 寒河江市手数料条例の一部改正について 

 〃 ２８ 議第４９号 寒河江市チェリーランドに関する条例の一部改正について 

 〃 ２９ 議第５０号 西村山広域行政事務組合規約の一部変更について 

 〃 ３０ 議第５１号 市道路線の認定について 
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日程第３１ 請願第４号 米の需給調整に関する請願 

 〃 ３２ 議案説明 

 〃 ３３ 監査委員報告 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会    午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから令和３年第３回寒河江市議会定

例会を開会いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  なお、報道機関より本定例会における写真撮

影及び録音の申出があり、議長においてこれを

許可しております。 

  本日の会議は議事日程第１号によって進めて

まいります。 

 

会議録署名議員指名 

 

○國井輝明議長 日程第１、会議録署名議員指名

を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定に

より議長において、３番鈴木みゆき議員、15番

木村寿太郎議員を指名いたします。 

 

会 期 決 定 

 

○國井輝明議長 日程第２、会期決定を議題とい

たします。 

  本定例会の会期など議事日程につきましては、

議会運営委員会で協議を願っておりますので、

その結果について委員長の報告を求めます。古

沢議会運営委員長。 

   〔古沢清志議会運営委員長 登壇〕 

○古沢清志議会運営委員長 おはようございます。 

  議会運営委員会における協議の結果について

御報告申しあげます。 

  本日招集になりました令和３年第３回寒河江

市議会定例会の運営につきましては、去る８月

26日、委員６名全員出席並びに関係者出席の下、

議会運営委員会を開催し、協議いたしました。 

  会期につきましては、提案されます議案数や

一般質問通告数などを勘案し、本日から９月22

日までの23日間と決定いたしました。その間の

会議等につきましては、お示ししております第

３回定例会日程表のとおり決定いたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、報告といたします。 

○國井輝明議長 お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、議会運営委員長報告のと

おり決定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から９月22日までの23日

間と決定いたしました。 
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第３回定例会日程                       令和３年８月３１日（火）開会 

月  日 時  間 会      議 場  所 

８月３１日(火) 午前９時３０分 本  会  議 

開会、会議録署名議員指

名、会期決定、諸般の報

告、行政報告、質疑、人権

擁護委員候補者推薦、表彰

議案上程、同説明、委員会

付託、質疑・討論・採決、

報告、質疑、議案・請願上

程、同説明、監査委員報告 

議   場 

９月 １日(水) 休   会 （ 議 案 調 査 ） 

９月 ２日(木) 休   会 （ 議 案 調 査 ） 

９月 ３日(金) 午前９時３０分 本  会  議 一  般  質  問 議   場 

９月 ４日(土) 休               会 

９月 ５日(日) 休               会 

９月 ６日(月) 休   会 （ 議 案 調 査 ） 

９月 ７日(火) 休   会 （ 議 案 調 査 ） 

９月 ８日(水) 午前９時３０分 本  会  議 一  般  質  問 議   場 

９月 ９日(木) 

午前９時３０分 本  会  議 

質疑、決算特別委員会設

置、予算特別委員会設置、

委員会付託 

議   場 

本会議 休憩 中 決算特別委員会 

開会、正副委員長の互選、

議案説明、質疑、分科会分

担付託 

議   場 

決算特別委員会 

終  了  後 
本  会  議 

決算特別委員会正副委員長

の互選結果報告 
議   場 

本会議終了 後 予算特別委員会 
開会、議案説明、質疑、分

科会分担付託 
議   場 

９月１０日(金) 午前９時３０分 
総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 議   場 

９月１１日(土) 休               会 

９月１２日(日) 休               会 

９月１３日(月) 午前９時３０分 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 議   場 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議会第 2･3 

会 議 室 

９月１４日(火) 午前９時３０分 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 議   場 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議会第 2･3 

会 議 室 
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９月１５日(水) 午前９時３０分 
厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議会第 2･3 

会 議 室 

９月１６日(木) 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

９月１７日(金) 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

９月１８日(土) 休               会 

９月１９日(日) 休               会 

９月２０日(月) 休               会 

９月２１日(火) 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

９月２２日(水) 

午前９時３０分 決算特別委員会 
分科会委員長報告、質疑・

討論・採決、閉会 
議   場 

決算特別委員会 

終  了  後 
予算特別委員会 

分科会委員長報告、質疑・

討論・採決、閉会 
議   場 

予算特別委員会 

終  了  後 
本  会  議 

議案・請願上程、委員長報

告、質疑・討論・採決、閉

会 

議   場 

 

 

諸 般 の 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第３、諸般の報告でありま

す。 

  （１）定例監査結果等報告については、お示

ししております文書によって御了承願います。 

 

行 政 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第４、行政報告であります。 

  （１）市政の概況について市長から報告を求

めます。佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 皆さん、おはようございます。 

  令和３年第３回定例会の開会に当たり、６月

定例会以降、今定例会までの主な市政の概況に

ついて御報告を申しあげます。 

  初めに、新型コロナウイルス感染症に対する

市の対応について申しあげます。 

  新型コロナウイルスの感染状況につきまして

は、先月から拡大した第５波により、現在、新

型コロナウイルス特別措置法に基づく新型コロ

ナウイルス感染症緊急事態宣言が21都道府県に

発令され、また、まん延防止等重点措置が12県

に適用されております。 

  こうした状況の中、県内での感染者数は８月

30日現在3,144名、本市での感染者数は167名と

なっております。新型コロナウイルスに罹患さ

れました皆様には心からお見舞いを申しあげま

すとともに、一日も早い回復を願っているとこ

ろでございます。 

  県においては、８月20日から９月12日までの

24日間を感染拡大防止特別集中期間として、県

民、事業者などに対して感染防止の取組につい

て改めて協力要請を行っております。本市にお

きましても、この特別集中期間に公共施設の利

用制限などを行い、第５波の収束に向け取組を

進めているところであります。 

  一方、市内小中学校においては、８月26日ま

でに全ての小中学校が２学期をスタートさせて

おり、新型コロナウイルスに対する基本的対策

を徹底し、教育活動を継続しているところであ

ります。今後、９月から11月にかけて多くの小
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中学校で修学旅行や運動会、学芸会などが予定

されているところでありますが、修学旅行につ

いては、行き先を県内に、行程を日帰りに変更

するなど、また、運動会、学芸会などについて

は、人数の制限や内容の見直しなどを行い、安

全性を十分考慮して実施するよう計画されてい

るところであります。 

  また、市内保育施設や放課後児童クラブにお

いては、原則開所する施設ではありますが、感

染拡大のおそれがある場合には休園や登園自粛

をお願いするなど、子供たちの命と安全を最優

先に考えて関係機関と連携を図りながら対応し

てまいります。そのため、各施設の運動会や行

事などについては、人数制限や年齢ごとに分散

して開催するなど、感染対策を徹底し実施する

ようお願いしているところであります。 

  新型コロナウイルス感染症対策については、

今後も関係機関と連携を図りながら、市民の皆

さん、事業者の方々の協力を賜り、万全を期す

よう一層努めてまいります。 

  次に、新型コロナウイルスワクチン接種の状

況について申しあげます。 

  65歳以上の高齢者の接種率につきましては、

１回目、２回目とも接種率90％を超えており、

希望する高齢者の接種は７月末で完了したもの

と考えております。 

  また、優先接種の医療従事者、高齢者施設等

従事者、基礎疾患の方及び60歳から64歳までの

方も接種が完了しており、市独自優先接種者と

した警察、学校、保育所等従事者の方について

も、８月末で２回目の接種を完了する見込みで

あります。 

  市民全人口に対する接種率については、８月

27日現在で１回目接種者が52.4％、２回目は

43.7％となっており、現在は30歳の方まで予約

案内を送付しております。そのほか、接種を希

望する小中高生に対しても予約案内を送付して

おり、集団接種においては小児科医師が在席す

るときに接種を行うこととしております。また、

妊婦への優先接種を実施することとしておりま

して、同居家族、里帰り出産も対象とすること

にしております。 

  今後も市医師会と十分連携を図りながら、希

望する方がスムーズに接種できるよう実施して

まいります。 

  次に、今年度これまで実施しております新型

コロナウイルス感染症に係る市の経済対策につ

いて申しあげます。 

  まず、会食や旅行の自粛の影響を受けた店舗

等を対象に今年の３月から６月まで実施いたし

ました緊急事業継続給付金交付事業については、

223件、7,205万円を交付しております。 

  また、緊急事態宣言による営業時間短縮要請

に協力をいただいた飲食店等に対する新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止協力金は185件に１

億2,025万円、続く新型コロナウイルス感染症

拡大防止継続協力金は同じく185件に2,590万円

を交付いたしました。 

  さらに、緊急事態宣言の影響を受けた店舗等

に交付する緊急事態宣言等影響緩和一時支援金

については、８月27日現在で154件に5,430万

3,000円を交付しているところであります。 

  そして、地域経済の活性化とキャッシュレス

決済による新しい生活様式の推進を目的とする

スマートフォンのアプリを利用したキャッシュ

レスさがえさくらんぼプレミアム商品券事業に

ついては、商品券を利用できる店舗としては８

月27日現在223店舗から申込みをいただき、商

品券購入の申込みは９月11日までとなっており

ます。そして、９月13日から23日までの販売期

間を経て、９月25日から11月30日までが利用期

間となっているところであります。 

  今後も感染拡大防止に留意しながら関係機関

と連携を図り、地域経済の回復に向けた施策を

鋭意推進してまいりたいと考えております。 

  次に、寒河江市の国・県に対する重要事業要
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望について申しあげます。 

  去る７月９日、國井市議会議長と共に、山形

県知事に対し、令和４年度寒河江市重要事業要

望書を提出いたしました。 

  要望項目は全47項目となっておりますが、当

日は知事より次の３項目について回答をいただ

いたところであります。 

  １つ目は、「施設整備強化及び人員確保対策

と併せた保育料負担軽減施策の推進について」

であります。県による保育料負担軽減施策の推

進は子育て環境のさらなる充実には有意義であ

るというふうに考えておりますが、保育利用を

希望する児童の増加が想定されるため、施設整

備の充実強化や保育士人材の確保対策と併せた

一体的な施策の推進について提案したところで

あります。 

  知事からは、施設整備や保育士人材の確保な

ど必要となる対応については、市町村の意見を

聞きながら検討を行っていきたいとの回答をい

ただいております。 

  ２つ目の「市民が安心して暮らせる医療体制

の確保について」は、コロナ禍の中、診療控え

等による外来患者数の減少により自治体の病院

経営は厳しい状況にあり、今後も人口減少や少

子高齢化の進展が見込まれる中、将来にわたっ

て医療サービスを持続的に提供していくために

は、西村山地域全体の医療提供体制の在り方に

ついて、県立河北病院と寒河江市立病院の統合

を軸として、西村山管内の１市４町による協議

や地域医療構想調整会議等における検討を、県

主導の下、進めていただきたいと提案したとこ

ろであります。 

  知事からは、西村山地域の医療提供体制の在

り方については、地域医療構想調整会議に加え

て新たなステージの協議の場を設置するなどし

て、県も積極的に参画しながら関係者の議論を

進めてまいりたいとの回答をいただきました。 

  ３つ目は、「紅秀峰及びやまがた紅王のブラ

ンド化推進」についてであります。今年度は、

紅秀峰の品種登録から30周年を迎える一方、春

先の降霜害発生を受けて不作になるなど大変厳

しい節目の年となり、このような気象災害への

対応を含めて、労働力確保対策、首都圏消費者

へのＰＲなど市町村単位では十分な取組が困難

な施策については県が主導しながら展開し、紅

秀峰及びやまがた紅王のさらなるブランド化の

推進について提案をしたところであります。 

  知事からは、今年は平成８年以来の低い収量

水準であり、県としてもさくらんぼ王国の維持、

再生に向けて追加支援を含めて検討していく、

紅秀峰をはじめとするブランド化については、

オール山形の体制で取り組んでまいりたいとの

回答をいただいたところであります。 

  今後とも各要望項目の実現に向けて積極的に

取組を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、景気・雇用情勢について申しあげます。 

  ７月29日に発表された日本銀行山形事務所の

山形県金融経済概況では、「山形県の景気は、

サービス消費を中心に引き続き厳しい状態にあ

るが、全体としては持ち直しの動きが続いてい

る」となっております。 

  山形労働局発表の６月の県内有効求人倍率は、

原数値で1.20倍、ハローワークさがえ管内では

0.94倍、寒河江市内に限りますと1.16倍であり

ます。また、正社員に係る有効求人倍率は全国

平均が0.85倍、県平均が1.01倍、寒河江市は

1.21倍であります。 

  今後とも関係機関と連携を図りながら、社会

経済情勢の変化に的確に対応した効果的な雇用

対策を推進してまいる考えであります。 

  次に、今年のさくらんぼの出荷状況等につい

て申しあげます。 

  県が８月24日に開催した山形さくらんぼブラ

ンド力強化推進協議会の発表によると、佐藤錦

の収穫盛期は、園芸農業研究所で平年より５日、

前年より６日早い６月17日となり、紅秀峰の収
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穫盛期は、園芸農業研究所で前年より２日、平

年より１日早い６月28日となっております。 

  一方、４月に発生した降霜被害等により、Ｊ

Ａ全農山形における販売状況によると、佐藤錦

は前年比59％、紅秀峰は前年比30％の販売数量

となり、また、市場流通が前年の６割程度、贈

答需要は前年の８割程度であったとのことであ

ります。県全体の収穫量については平年比68％

となる9,500トン程度と見込まれており、販売

価格については、品薄傾向で引き合いが強かっ

たことから堅調に推移し、前年を上回り過去最

高値を更新すると見込まれております。 

  なお、さがえ西村山農協の販売実績につきま

しては、９月９日に開催されるさくらんぼ生産

販売検討会にて詳細が報告される予定でござい

ます。 

  次に、米の生育状況について申しあげます。 

  県の調査によりますと、はえぬきの出穂日は

８月１日で平年より１日早く、出穂後の気温が

高めに推移していることから登熟も平年より早

まっております。一方、つや姫の出穂日は８月

８日で平年並みですが、出穂後の天候不良、低

温降雨により初期登熟が緩慢な傾向であります。

それでも１平米当たり総もみ数は、はえぬきが

前年比107％、つや姫が106％と良好で、収量確

保が見通せる状況であります。 

  今後の収穫に向け、農家の皆様の適切な栽培

管理と併せて、台風による風水害など天候の推

移を注視してまいりたいと考えております。 

  最後に、東京2020パラリンピック関連事業に

ついて申しあげます。 

  現在、熱戦が繰り広げられている東京2020パ

ラリンピックでありますが、去る８月12日にパ

ラリンピックの聖火となる寒河江の採火が本山

慈恩寺にて行われました。厳かな雰囲気の中、

慈恩寺の灯明から採火された火を本市在住のパ

ラアスリートが引き継ぎ、やまがた未来の火と

して県内各地の火とともに東京へと送られまし

た。山形県出身選手、そして日本代表の選手の

大いなる活躍とスポーツを通じて市民に夢と希

望を与えていただくことを期待しているところ

でございます。 

  以上、６月定例会以降の主な市政の概況を申

しあげましたが、今後とも議員各位の御理解と

御協力を賜りながら市政運営に努めてまいりま

すので、よろしくお願いを申しあげる次第であ

ります。 

  以上であります。 

 

質     疑 

 

○國井輝明議長 日程第５、行政報告についての

質疑でありますが、後日行われます一般質問の

通告内容等と重複しないよう、議員において配

慮されますようお願いいたします。 

  ただいまの行政報告について質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

人権擁護委員の候補者の推薦に 

関し意見を求めることについて 

 

○國井輝明議長 日程第６、人権擁護委員の候補

者の推薦に関し意見を求めることについてを議

題といたします。 

  本件については、お示ししております文書の

とおり、委員候補者１名の推薦について、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により、市長よ

り意見を求められております。 

  お諮りいたします。 

  これに同意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、人権擁護委員の候補者の推薦につい

ては、市長の諮問のとおり同意することに決し
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ました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第７、議第42号表彰

についてを議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第８、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 議第42号表彰について御説明を

申しあげます。 

  本市の交流、発展に寄与し、市政に功労のあ

る方について表彰を行うため、本市表彰条例に

基づき議会の同意を得ようとするものでござい

ます。 

  お一人目は安藤博章氏でございます。安藤氏

は平成11年に寒河江市商工会監事に選任され、

以来、平成24年から同副会長、さらに平成27年

から令和３年５月までの６年間は同会長として、

組織の拡充強化、経営改善普及事業などに尽力

され、本市の産業、経済の振興発展に多大な貢

献をされました。また、市土地開発公社副理事

長や西村山雇用対策協議会長、寒河江ブラン

ド・魅力発信協議会長などを歴任されるなど、

地域経済の振興にとどまらず、行政運営の進展

にも貢献され、市勢発展に尽くされた功績は誠

に大きなものがございます。 

  お二人目は故鬼海弘雄氏でございます。鬼海

氏は本市出身の写真家で、主に人物を被写体と

した作品を撮り続けてこられました。平成16年

に国内でも有数の権威ある写真賞である土門拳

賞を受賞され、国内はもとより、アメリカやヨ

ーロッパなどで写真展を開催するなど、作品は

海外においても高く評価されております。令和

２年10月に御逝去され、郷土の誇りである氏を

しのび、感謝と追悼の意を込めて、今月、市美

術館にて写真展「ＩＮＤＩＡ」を開催している

ところでございます。これまでの輝かしい実績

は夢を描く若者たちへの模範となり、写真家と

して郷土の名声を高められた功績は誠に大きな

ものがございます。 

  お二人の功績、経歴等の詳細については別紙

資料のとおりでございます。 

  なお、故鬼海弘雄氏につきましては、追彰し

ようとするものでございます。 

  また、この件につきましては、去る８月19日

開催の市表彰審査委員会において審査の結果、

全会一致をもって表彰することが適当である旨、

御報告をいただきましたので、今回御提案申し

あげるものでございます。御同意くださいます

ようよろしくお願いを申しあげます。 

 

委 員 会 付 託 

 

○國井輝明議長 日程第９、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第42号につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第10、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議第42号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第42号表彰についてを採決いたし

ます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第42号につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第42号についてはこれに同意する

ことに決しました。 

 

報     告 

 

○國井輝明議長 日程第11、報告第７号損害賠償

の額の決定についての専決処分の報告について

から、日程第13、報告第９号令和２年度寒河江

市公営企業の資金不足比率の報告についてまで

の３案件を一括議題といたします。 

  市長から報告を求めます。佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 初めに、報告第７号損害賠償の

額の決定についての専決処分の報告についてを

御説明申しあげます。 

  南部小学校内において運動会の練習中に児童

の投石により軽自動車の一部を破損させた事故

について示談を取り交わすに当たり、地方自治

法第180条第１項の規定により専決処分を行い

ましたので、御報告申しあげます。 

  なお、賠償金については総額10万7,030円で

ありましたが、加害児童保護者と市の双方とも

に５割を負担することで合意しておりますので、

市負担分である５万3,515円を全国市長会学校

災害賠償補償保険から支出するものでございま

す。 

  次に、報告第８号令和２年度寒河江市財政の

健全化判断比率の報告についてを御説明申しあ

げます。 

  財政の健全化判断比率を各会計及び関係団体

の決算等に基づき算定した結果、実質赤字比率

及び連結実質赤字比率は発生せず、実質公債費

比率は7.5％、将来負担比率は8.3％となったも

のでございます。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

３条第１項の規定により御報告申しあげるもの

でございます。 

  次に、報告第９号令和２年度寒河江市公営企

業の資金不足比率の報告についてを御説明申し

あげます。 

  資金不足比率を３つの事業会計の決算等に基

づき算定した結果、いずれの事業会計も資金不

足比率は発生しないものでございます。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

22条第１項の規定により御報告申しあげるもの

でございます。 

  以上であります。 

 

質     疑 

 

○國井輝明議長 日程第14、これより質疑に入り

ます。 

  初めに、報告第７号損害賠償の額の決定につ

いての専決処分の報告についてに対する質疑は

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、報告第８号令和２年度寒河江市財政の

健全化判断比率の報告についてに対する質疑は

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、報告第９号令和２年度寒河江市公営企

業の資金不足比率の報告についてに対する質疑

はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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  これにて質疑を終結いたします。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第15、認第１号令和２年度

寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について

から、日程第31、請願第４号米の需給調整に関

する請願までの17案件を一括議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第32、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 まず、決算の認定について御説

明を申しあげます。 

  令和２年度寒河江市一般会計歳入歳出決算及

び５件の特別会計歳入歳出決算について、地方

自治法の定めるところにより、監査委員の意見

をつけて議会の認定に付するものでございます。 

  初めに、認第１号令和２年度寒河江市一般会

計歳入歳出決算の認定についてを御説明申しあ

げます。 

  歳入決算額は319億969万2,286円、歳出決算

額は309億2,363万3,073円でございます。形式

収支は９億8,605万9,213円で、繰越明許費に係

る繰り越すべき一般財源が２億716万8,746円で

すので、実質収支が７億7,889万467円の黒字決

算であります。 

  剰余金の処分につきましては、地方自治法及

び財政調整基金条例の規定に基づき、財政調整

基金に４億円を積み立て、残る３億7,889万467

円は翌年度に繰越しをしたところでございます。 

  次に、認第２号令和２年度寒河江市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを御

説明申しあげます。 

  歳入決算額は37億9,919万402円、歳出決算額

は36億8,026万7,019円で、歳入歳出差引き残額

１億1,892万3,383円は翌年度に繰越しをいたし

ました。 

  次に、認第３号令和２年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを

御説明申しあげます。 

  歳入決算額は５億4,015万356円、歳出決算額

は５億3,020万1,116円で、歳入歳出差引き残額

994万9,240円は翌年度に繰越しをいたしました。 

  次に、認第４号令和２年度寒河江市介護保険

特別会計歳入歳出決算の認定についてを御説明

申しあげます。 

  歳入決算額は44億7,095万9,679円、歳出決算

額は43億7,343万9,303円で、歳入歳出差引き残

額9,752万376円は翌年度に繰越しをいたしまし

た。 

  次に、認第５号令和２年度寒河江市介護認定

審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを御説明申しあげます。 

  歳入決算額は2,947万9,185円、歳出決算額は

1,542万2,992円で、歳入歳出差引き残額1,405

万6,193円は翌年度に繰越しをいたしました。 

  次に、認第６号令和２年度寒河江市財産区特

別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認

定についてを御説明申しあげます。 

  歳入決算額は68万8,729円、歳出決算額は43

万274円で、歳入歳出差引き残額25万8,455円は

翌年度に繰越しをいたしました。 

  次に、認第７号令和２年度寒河江市立病院事

業会計決算の認定についてを御説明申しあげま

す。 

  地方公営企業法の定めるところにより、議会

の認定に付するものでございます。 

  初めに、収益的収入及び支出について申しあ

げます。 

  収入は19億8,543万5,039円、支出は19億

3,911万7,201円でございます。その結果、純利

益は3,026万9,473円となりました。 
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  次に、資本的収入及び支出について申しあげ

ます。 

  収入は１億995万2,500円で、支出は１億

5,978万4,248円でございます。資本的収入額が

資本的支出額に対して不足する額は4,983万

1,748円となりますが、これについては損益勘

定留保資金等で補塡いたしました。 

  欠損金については、剰余金計算書及び欠損金

処理計算書に記載のとおり、当年度の未処理欠

損金2,677万189円を翌年度に繰越しをしようと

するものでございます。 

  その他の詳細については、別冊資料のとおり

でございます。 

  次に、議第43号令和２年度寒河江市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定についてを御説

明申しあげます。 

  地方公営企業法の定めるところにより、議会

の議決を求めるとともに議会の認定に付するも

のでございます。 

  初めに、利益の処分について御説明申しあげ

ます。 

  令和２年度寒河江市水道事業会計において生

じました未処分利益剰余金１億2,726万2,544円

のうち、7,000万円を建設改良積立金に積立て

しようとするものでございます。 

  続きまして、決算について申しあげます。 

  初めに、収益的収入及び支出から申しあげま

す。 

  収入は11億814万8,366円、支出は10億650万

3,391円でございます。その結果、純利益は

7,059万968円となりました。 

  次に、資本的収入及び支出について申しあげ

ます。 

  収入は8,808万1,052円、支出は４億5,230万

5,415円でございます。この結果、資本的収入

額が資本的支出額に対して不足する額３億

6,422万4,363円については、損益勘定留保資金

等で補塡いたしました。 

  利益処分後の剰余金につきましては、剰余金

処分計算書案に記載のとおり5,726万2,544円を

翌年度に繰越しをしようとするものでございま

す。 

  その他詳細につきましては、別冊資料のとお

りでございます。 

  次に、議第44号令和２年度寒河江市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定についてを御

説明申しあげます。 

  地方公営企業法の定めるところにより、議会

の議決を求めるとともに議会の認定に付するも

のでございます。 

  初めに、利益の処分について御説明申しあげ

ます。 

  令和２年度寒河江市下水道事業会計において

生じました未処分利益剰余金1,409万1,059円の

うち、1,400万円を減債積立金に積立てしよう

とするものでございます。 

  続きまして、決算について申しあげます。 

  初めに、収益的収入及び支出から申しあげま

す。 

  収入は15億652万9,644円、支出は14億6,638

万9,177円でございます。その結果、純利益は

1,409万1,059円となりました。 

  次に、資本的収入及び支出について申しあげ

ます。 

  収入は６億2,308万9,740円、支出は11億

5,947万5,299円でございます。この結果、資本

的収入額が資本的支出額に対して不足する額５

億3,638万5,559円については、特別会計からの

引継金、損益勘定留保資金等で補塡いたしまし

た。 

  利益処分後の剰余金につきましては、剰余金

処分計算書案に記載のとおり９万1,059円を翌

年度に繰越しをしようとするものでございます。 

  その他詳細につきましては、別冊資料のとお

りでございます。 

  次に、議第45号令和３年度寒河江市一般会計
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補正予算（第５号）について御説明を申しあげ

ます。 

  このたびの補正予算は、ふるさと納税に係る

寄附金の増加により、基金管理事業の追加など

を行うものでございます。 

  その結果、12億8,684万7,000円の追加となり、

予算総額を歳入歳出それぞれ247億6,291万

7,000円とするものでございます。 

  次に、議第46号令和３年度寒河江市介護保険

特別会計補正予算（第１号）について御説明を

申しあげます。 

  このたびの補正予算は、前年度決算等に伴う

介護保険給付費準備基金積立金及び償還金を追

加するものでございます。 

  その結果、9,752万円の追加となり、予算総

額を歳入歳出それぞれ46億4,829万8,000円とす

るものでございます。 

  次に、議第47号寒河江市個人情報保護条例の

一部改正についてを御説明申しあげます。 

  行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律の一部改正等に伴

い、所要の改正をしようとするものでございま

す。 

  次に、議第48号寒河江市手数料条例の一部改

正についてを御説明申しあげます。 

  行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、

個人番号カードの再発行手数料について所要の

改正をしようとするものでございます。 

  次に、議第49号寒河江市チェリーランドに関

する条例の一部改正についてを御説明申しあげ

ます。 

  寒河江市チェリーランド再整備計画に基づく

施設の解体に伴い、所要の改正をしようとする

ものでございます。 

  次に、議第50号西村山広域行政事務組合規約

の一部変更についてを御説明申しあげます。 

  交通災害共済事業を廃止することに伴い、規

約の一部を変更する必要があるため、地方自治

法第290条の規定により提案するものでござい

ます。 

  次に、議第51号市道路線の認定についてを御

説明申しあげます。 

  円滑な道路交通の確保と住民生活の向上に資

するため、２路線を認定しようとするものでご

ざいます。 

  以上16案件について御提案申しあげましたが、

よろしく御審議の上、御可決くださいますよう

お願い申しあげる次第であります。 

 

監 査 委 員 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第33、監査委員報告であり

ます。 

  監査委員から審査結果の報告を求めます。船

田代表監査委員。 

   〔船田孝夫監査委員 登壇〕 

○船田孝夫監査委員 おはようございます。 

  監査委員を代表いたしまして私から、令和２

年度寒河江市一般会計及び各特別会計並びに公

営企業会計、合わせて９会計の歳入歳出決算審

査結果の概要につきまして御報告を申しあげま

す。 

  初めに、一般会計及び各特別会計歳入歳出に

係る決算審査について申しあげます。 

  お手元の一般会計特別会計歳入歳出決算審査

意見書の１ページを御覧ください。 

  第１、審査の概要でありますが、１の審査の

対象は、令和２年度寒河江市一般会計歳入歳出

決算、特別会計につきましては寒河江市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算から寒河江市財産

区特別会計歳入歳出決算までの５特別会計で、

審査の期間、審査の方法は記載のとおりでござ

います。 

  なお、令和元年度まで特別会計でありました

寒河江市公共下水道事業特別会計及び寒河江市
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浄化槽整備事業特別会計につきましては、令和

２年度から公営企業会計に移行しております。 

  次に、第２、審査の結果でありますが、審査

に付されました各会計の決算及び附属書類は関

係法令に従って作成されており、また、計数的

に正確であり、予算の執行についてもおおむね

適正であると認められました。 

  なお、審査結果の概要につきましては、時間

の関係もございますので、むすびの決算額、財

政分析、市税等の収納状況などを中心に御説明

を申しあげます。 

  46ページを御覧ください。 

  初めに、（１）①の一般会計及び特別会計歳

入歳出決算の全般的事項につきまして御説明申

しあげます。 

  令和２年度の一般会計及び各特別会計の純計

決算の総額は、歳入396億6,287万2,000円、歳

出384億3,610万5,000円で、差引き12億2,676万

7,000円の黒字決算となっております。 

  この中から翌年度に繰り越すべき財源を差し

引いた実質収支額は10億1,959万8,000円となり、

さらに前年度の実質収支額を差し引いた単年度

収支額は４億2,266万6,000円と増加しておりま

す。 

  このうち、一般会計の決算総額は、歳入319

億969万2,000円、歳出309億2,363万3,000円で、

差引き９億8,605万9,000円の黒字決算となって

おります。 

  この中から翌年度に繰り越すべき財源を差し

引いた７億7,889万円が実質収支額となり、地

方自治法の規定により、財政調整基金に４億円

を編入し、残り３億7,889万円が翌年度に繰り

越されております。 

  一方、特別会計の決算総額は、歳入88億

4,046万8,000円、歳出85億9,976万1,000円で、

差引き２億4,070万8,000円の黒字決算となって

おります。 

  次に、47ページ、②一般会計に係る財源につ

きましては、自主財源が歳入全体の49.2％を占

めており、金額ベースでは前年度に比べ17.3％

の増加となっております。このうち、市税は財

源全体の16.1％、寄附金は同17.9％を占めてお

り、寄附金につきましては、ふるさと納税の増

加などにより、前年度に比べ29.0％と大幅な増

加となっております。 

  一方、依存財源につきましては、歳入の

50.8％を占め、金額ベースでは前年度に比べ

64.2％の大幅な増加となっております。依存財

源のうち最も額が大きいものは国庫支出金で、

財源全体の24.1％を占めており、金額ベースで

は前年度に比べ264.9％の大幅な増加となって

おります。 

  次に、49ページ、（２）の財政指標等に基づ

く財政分析でありますが、財政力指数は0.549、

経常収支比率は90.5％で、前年度に比べそれぞ

れ0.003、0.4ポイント低くなっております。 

  また、実質公債費比率は7.5％で、前年度に

比べ0.2ポイント低くなっており、この５年間

で2.0ポイント下がっているなど、市の財政力

が強化されているものと認められます。 

  市債残高一般会計分は161億4,267万5,000円

で、前年度に比べ8,434万円増加しております。 

  次に、（３）市税等の収納状況でありますが、

市税は95.2％で、前年度とほぼ同水準を維持し

ております。これは、納税相談窓口の時間延長、

夜間及び休日を含めた特別納税相談の実施、税

務部門における高額滞納者への個別対応強化並

びにコンビニエンスストアやクレジット納付の

実施などの多様な取組が功を奏していると考え

られます。 

  また、市税以外の主な収納状況でありますが、

国民健康保険税は73.0％で前年度に比べ0.4ポ

イント、介護保険料は98.8％で0.2ポイント、

それぞれアップしております。 

  （４）の未収金収納対策につきましては、税

務部門による高額滞納者への個別対応の強化や



 - 15 - 

保育料未納者への対応強化など各種対策が講じ

られておりますが、公金の収入未済額解消は公

費負担の公平、公正の観点や一般財源確保の上

でも重要であり、さらなる収納率の向上に向け

工夫と努力を講じられることを期待するもので

す。 

  次に、50ページ、（５）今後の財政運営等で

ありますが、地域経済は長引く新型コロナウイ

ルスの影響等により引き続き厳しい状況が見込

まれるところです。一方、超高齢社会の進展や

核家族化、急激な人口減少社会の到来など、社

会構造は大きな変革のときを迎えており、行政

を取り巻く環境は大きく変化しようとしており

ます。 

  こうした状況に行政として迅速かつ的確な対

応が求められていることから、市行財政改革ア

クションプランに掲げる将来を見据えた健全財

政及び持続可能な財政運営に係る取組などによ

り財政の健全化を図るとともに、新第６次寒河

江市振興計画に掲げる新たな将来都市像であり

ます「さくらんぼと笑顔かがやく 安全・安心

なまち 寒河江」を実現するため、地域課題に

積極的に取り組み、市勢発展と市民福祉の一層

の向上が図られるよう要望いたします。 

  次に、公営企業会計決算審査結果について申

しあげます。お手元の寒河江市公営企業会計決

算審査意見書の１ページを御覧ください。 

  第１、審査の概要でありますが、１の審査の

対象は令和２年度寒河江市立病院事業会計決算、

令和２年度寒河江市水道事業会計決算及び令和

２年度寒河江市下水道事業会計決算であります。

審査の期間、審査の方法は記載のとおりでござ

います。 

  第２、審査の結果でありますが、審査に付さ

れました決算報告書及び財務諸表は、地方公営

企業関係法令及び各事業の会計規程等に準拠し

て作成され、経営成績及び財務状態を適正に表

示しており、決算計数も誤りがなく適正である

と認められました。 

  なお、各事業の業務状況、予算の執行状況と

経営成績及び財務状態を分析いたしました結果

は意見書に記載のとおりでありますが、その概

要について御説明申しあげます。 

  初めに、市立病院事業会計について御説明申

しあげます。 

  13ページ、４、むすびを御覧ください。 

  （１）概況につきましては、入院診療体制は

全体98床で運営をスタートしましたが、病床の

効率的利用等を図るため、６月、10月に療養病

床５床を地域包括ケア病床に転換しております。 

  （２）患者数の状況につきましては、外来患

者の年間延べ人数は５万386人で、前年度に比

べ2,128人、4.1％減少しております。入院患者

は年間延べ３万1,102人で、前年度に比べ287人、

0.9％増加少しております。 

  （３）の経営状況につきましては、①病院事

業収益のうち、医業収益は前年度に比べ6,112

万4,000円、4.2％の増加となっております。特

に入院収益が入院患者数の増などにより6,696

万5,000円、7.2％の増加となっております。 

  14ページ、②の病院事業費用のうち、医業費

用は前年度に比べ1,512万4,000円、0.8％の微

増となっております。 

  この結果、令和２年度の病院事業損益は、経

常収益19億7,266万4,000円に対し、経常費用19

億4,239万5,000円で、差引き3,026万9,000円の

経常利益となりました。 

  また、当年度は特別利益及び特別損失ともに

1,030万円であり、純利益は経常利益と同額の

3,026万9,000円となっております。 

  当年度未処理欠損金は、前年度からの繰越欠

損金5,704万円から純利益額3,026万9,000円を

除き2,677万円となっております。 

  次に、（４）の経営指標等につきましては、

医業収支比率は80.6％、病床利用率は86.9％で、

前年度に比べそれぞれ2.6ポイント、1.0ポイン
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ト上昇しております。病床利用率のアップは、

地域医療構想や市立病院新改革プラン等を踏ま

え、療養病床の転換など病床の適正化を図ると

ともに回復期機能の充実を図り、効率的な病床

管理を行ったことなどによるものであります。

このほか、市立病院新改革プラン目標値と令和

２年度実績との比較は15ページ中段の表のとお

りです。この中で特に紹介率が大きくアップし

ており、また、ここにはありませんが、逆紹介

率もアップしていることから、開業医をはじめ

関係医療機関等との連携強化が着実に図られて

いるものと認められます。 

  （６）一般会計からの繰入金につきましては、

収益的収入及び資本的収入合わせて５億6,000

万円であり、そのうち繰入基準外の繰入れが１

億7,050万円であります。いずれも前年度に比

べ3,000万円、4,150万円とそれぞれ減となって

おりますが、今年度中に策定される次期病院改

革プランの策定プロセスにおいて、市立病院の

役割や医療機能、今後の経営収支の見通し等を

踏まえ、基準外繰入れの在り方について引き続

き十分な検討、協議がなされることを期待する

ものです。 

  次に、16ページ、（７）の今後の病院運営等

につきましては、令和２年度の経営状況や一般

会計からの繰入れ状況等から、引き続き経営健

全化に積極的に取り組んでいく必要があると考

えております。そのためには、開業医など地域

の医療機関との連携強化により紹介、逆紹介を

推進し、患者確保に努めるとともに、引き続き

医療ニーズに対応する適切な病床管理及び運営

をはじめ、地域医療構想や新改革プランなどを

踏まえた病院機能の充実強化等を図っていくこ

とが求められます。 

  寒河江市立病院につきましては、病院事業管

理者の下、部門ごとに組織目標を掲げ、職員が

一丸となって目標達成に取り組んでいるなど、

新体制を生かした業務運営が行われてきており

ます。これらの成果を生かし、今後さらに市民

のニーズに応え、市民及び地域から信頼される

地域医療の拠点病院としてその役割を持続的に

果たしていくことを期待いたします。 

  次に、水道事業会計について申しあげます。 

  35ページの４、むすびを御覧ください。 

  （１）概況につきましては、年間総配水量は

給水人口の減により前年度に比べ18万8,047立

方メートル、有収水量は14万909立方メートル、

それぞれ減少しております。 

  一方、有収率につきましては、老朽管の更新

や漏水調査による修繕工事などにより前年度に

比べ0.5ポイント上昇し、89.1％となっており

ます。 

  （２）経営状況につきましては、①水道事業

収益は10億1,475万5,000円で、前年度に比べ

2,368万7,000円、2.3％減少しており、②水道

事業費用は９億4,416万4,000円で、前年度に比

べ305万円、0.3％の微減となっております。 

  36ページ、４行目の水道事業損益につきまし

ては、経常収益10億1,475万5,000円、経常費用

９億4,293万2,000円で、差引き7,182万2,000円

の経常利益となりますが、特別損失123万1,000

円が生じておりますので、当年度純利益は

7,059万1,000円で、前年度に比べ2,063万7,000

円、22.6％の減となっております。 

  （３）経営指標等に基づく経営分析につきま

しては、42ページ及び43ページの別表３にお示

ししておりますが、支払い能力を示す流動比率

や営業活動の能率を示す営業収支比率をはじめ、

おおむね良好な数値となっております。 

  37ページをお願いいたします。 

  寒河江市水道ビジョン計画値と令和２年度実

績を比較しますと、表のとおり純利益や耐震化

率など計画値を上回っており、同ビジョンに沿

った水道事業運営が行われているものと認めら

れます。 

  （５）今後の水道事業運営等につきましては、
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今後の水需要の見通しは、市内における住宅着

工やアパート新設等により給水戸数は増加して

おりますが、給水人口の減少や節水意識の高ま

りなどにより、水需要量は減少傾向にあります

ことから、水道料金収入の伸びは期待できない

と考えられます。 

  一方、水道水の安定的な供給のためには、基

幹施設の更新整備や耐震管による老朽管の布設

替えなどを計画的に進める必要があり、今後そ

のための改修費用が見込まれることから、これ

らの財源を確保していくためには、安定的、持

続的な財政基盤及び財政運営が求められます。 

  寒河江市水道ビジョンで示された水需要の見

通しや施設整備等の課題などに的確かつ計画的

に対応し、より一層効率的な経営に努め、市民

生活や社会経済活動の重要な基盤である安心安

全な水道水の安定供給に努められるよう要望い

たします。 

  最後に、下水道事業会計について申しあげま

す。 

  公共下水道事業及び浄化槽整備事業は、令和

２年度から地方公営企業法を適用し公営企業会

計に移行いたしました。 

  56ページの４、むすびを御覧ください。 

  （１）概況につきましては、年間総流入水量

は前年度に比べ10万5,237立方メートル、有収

水量は２万4,743立方メートル、それぞれ増加

しております。 

  一方、有収率につきましては、前年度に比べ

2.0ポイント減少しておりますが、これは豪雨

等により年間総流入水量が増えたことが影響し

ているものです。 

  （２）経営状況につきましては、①下水道事

業収益は14億5,145万5,000円で、うち営業収益

は６億2,798万7,000円、営業外収益は８億

2,346万8,000円となっております。 

  ②下水道事業費用は14億3,736万4,000円で、

うち営業費用は12億6,167万8,000円、営業外費

用は１億6,583万6,000円となっております。 

  以上により、下水道事業損益につきましては、

経常収益14億5,145万5,000円、経常費用14億

2,751万4,000円で、差引き2,394万1,000円の経

常利益となりますが、特別損失985万円が生じ

ておりますので、当年度純利益は1,409万1,000

円となっております。 

  次に、57ページ、（３）の経営指標等に基づ

く経営分析につきましては、62ページ及び63ペ

ージの別表３にお示ししているとおりですが、

寒河江市下水道事業経営戦略の計画値と令和２

年度実績を比較しますと、57ページ中段の表の

とおり純利益や普及率、水洗化率は計画値を上

回っており、公営企業会計への移行初年度につ

いては、下水道事業経営戦略に沿った下水道事

業運営が行われているものと認められます。 

  （５）今後の下水道事業運営等につきまして

は、水洗化戸数及び対象人口は未普及地域の整

備促進により増加傾向にあり、特に公共下水道

の普及により下水道使用料の増加が見込まれま

す。新規利用者拡大に向けた優先整備などの柔

軟な対応や普及促進活動、水道事業と一体とな

った納入指導などの展開が効果を上げておりま

すが、今後さらなる普及活動の推進が望まれま

す。 

  今年度中に見直しを図ることとしております

寒河江市下水道事業経営戦略における経営の健

全化及び効率化などへの積極的な取組を通じ、

市民への持続的かつ安定的な下水道サービスの

提供を期待いたします。 

  報告は以上でございます。 

 

   散    会    午前１０時３８分 

 

○國井輝明議長 本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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令和３年９月３日（金曜日）第３回定例会 

 

○出席議員（１６名） 

   １番  國  井  輝  明  議員     ２番  太  田  陽  子  議員 

   ３番  鈴  木  み ゆ き  議員     ４番  安 孫 子  義  徳  議員 

   ５番  月  光  裕  晶  議員     ６番  後  藤  健 一 郎  議員 

   ７番  渡  邉  賢  一  議員     ８番  古  沢  清  志  議員 

   ９番  佐  藤  耕  治  議員    １０番  太  田  芳  彦  議員 

  １１番  阿  部     清  議員    １２番  沖  津  一  博  議員 

  １３番  荒  木  春  吉  議員    １４番  柏  倉  信  一  議員 

  １５番  木  村  寿 太 郎  議員    １６番  伊  藤  正  彦  議員 

○欠席議員（なし） 

○遅刻議員（なし） 

○早退議員（１名） 

  １１番  阿  部     清  議員 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 原 隆 平  副 市 長 

軽 部   賢  教 育 長  設 楽 伸 子  
総務課長 (併 ) 
選挙管理委員会
事 務 局 長 

武 田 伸 一  企画創成課長  大 沼 利 子  財 政 課 長 

高 林 清 美  市民生活課長  東海林   恒  
防災危機管理 
課 長 

猪 倉 秀 行  
農林課長（併） 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

 小 林 博 之  商工推進課長 

山 田 良 一  
さくらんぼ観光 
課 長  鈴 木   隆  健康福祉課長 

佐 藤   肇  学校教育課長     

○事務局職員出席者 

高 林 雅 彦  事 務 局 長  東海林 茂 美  総 務 主 幹 

兼 子 拓 也  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 
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   議事日程第２号      第３回定例会 

   令和３年９月３日（金）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○國井輝明議長 日程第１、これより一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。質問時間は、１議

員につき答弁時間も含め60分以内となっており

ますので、要領よくかつ有効に進行されますよ

うお願いいたします。 

  この際、執行部におきましても、質問者の意

をよく捉えられ、簡潔にして適切に答弁される

よう要望いたします。 

 

 一般質問通告書   

 令和３年９月３日（金）                         （第３回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

農業全般について 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナのワクチン

（１）さくらんぼの凍霜害等について 

（２）「さがえルビー紅秀峰」について 

（３）近年にない不作となった要因につ

いて 

（４）凍霜害防止策について 

（５）支援策の検討について 

（６）秋の果物の被害状況について 

（７）｢訳あり品」も含め今後の販売に

ついて 

（１）接種を終えた方について 

１０番 

太 田 芳 彦 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

接種について （２）８月末までの接種について 

（３）コロナ感染の７、８月の増加につ

いて 

（４）９月以降の接種について 

３ 

 

 

 

 

 

４ 

防災について 

 

 

 

 

 

デマンドタクシー

の運用について 

（１）防災士の現況について 

（２）防災士の育成について 

（３）防災士の地域での活動について 

（４）個別避難計画の作成の進捗状況に

ついて 

（５）マイタイムラインの作成について 

（１）デマンドタクシーの交通空白基準

の緩和について 

（２）デマンドタクシー利用の緩和につ

いて 

（３）交通弱者への配慮について 

２番 

太 田 陽 子  

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

感染症拡大防止対

策で混乱と混迷が

続き、深刻な影響

を受けている地域

経済の再生、市民

生活の再建に向け

たゼロコロナ緊急

対策について 

 

 

 

 

 

動物愛護を推進

し、尊厳ある生き

物と快適に暮らせ

る笑顔あふれる社

会の実現について 

（１）首都圏をはじめとした医療崩壊に

よって帰郷した里帰り出産の妊産婦

へのコロナワクチン接種について 

（２）伝統野菜「子姫芋」の地産地消推

進について 

  ア コンテスト入賞作品レシピの活

用について 

  イ 宴会場のある飲食店の芋煮助成

について 

  ウ 体験農業等修学旅行受け入れに

ついて 

  エ 慈恩寺テラス緑地及びチェリー

ランド芋煮広場の活用について 

（１）致死処分ゼロに向けた課題について 

  ア 猫の避妊・去勢補助金申請件数

について 

  イ オンライン講習会や仮称「わん

にゃんパスポート」交付等啓発に

ついて 

  ウ 里親探しについて 

（２）改正動物愛護法への対応について 

７番 

渡 邉 賢 一 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 



 - 22 - 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

  ア 最近の苦情件数について 

  イ 多頭飼育等の課題解決について 

７ 

 

 

 

 

 

８ 

特定外来生物や害

獣等の被害の予防

について 

 

 

 

冬季の通学について 

（１）現在の状況について 

（２）現在の市の対策と市民のやるべき

対策について 

（３）これから甚大な被害をもたらすで

あろう動植物への予防策について 

（４）地域住民との連携や周知について 

（１）冬季の通学路の合同点検について 

（２）冬季のスクールバス運行について 

（３）学生の最寄り駅までの交通手段に

ついて 

５番 

月 光 裕 晶 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 

教 育 長 

９ 

 

 

 

１０ 

ふるさと納税につ

いて 

 

 

令和２年度決算に

ついて 

（１）令和２年度の寄附額について 

（２）今年度以降の目標額について 

（３）今後の課題解決に向けた取り組み

について 

（１）令和２年度決算の概要について 

（２）財政調整基金の目標額について 

１４番 

柏 倉 信 一  

市 長 

 

 

 

市 長 

 

 

太田芳彦議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号１番、２番について、

10番太田芳彦議員。 

○太田芳彦議員 おはようございます。 

  ２年ぶりの一般質問で、少し緊張しておりま

す。令和の会の太田芳彦です。よろしくお願い

いたします。 

  今年の夏は、前半が猛暑続きで、お盆に入っ

たら涼しさを通り越して寒いと思うような日々

が続き、西日本では豪雨災害が続発して人命ま

で失う大変気の毒な報道が毎日のように放映さ

れており、災害は忘れた頃にやってくるといっ

た格言は、今の時代では通用しないようです。

災害に遭われた関係各位にはお見舞いとお悔や

みを申しあげたいと思います。 

  また、コロナ禍の中で、１年遅れで東京オリ

ンピック2020が７月23日から開催され、ほぼ無

観客の中で行われました。日本のメダルラッシ

ュに日本列島が歓喜に包まれました。現在もパ

ラリンピックが行われており、こちらもメダル

ラッシュが続いております。選手の方、ボラン

ティアの皆さん、どうぞ頑張っていただきたい

と思います。 

  それでは、通告番号１番、本市の農業全般に

ついてお尋ねをしたいと思います。 

  初めに、さくらんぼの凍霜害についてお尋ね

したいと思います。 

  ４月の霜害などの影響で生産量が大幅に減る

事態に見舞われているとの記事が７月４日付の

山形新聞に掲載されています。本市では県奨励

品種紅秀峰の栽培に力を、紅秀峰の里とＰＲし

てきましたが、主力品種の佐藤錦以上に深刻な

不作のようですとの解説がありました。また、

本年は紅秀峰の品種登録30周年を迎え、佐藤市
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長におかれましては、コロナ禍の中、さくらん

ぼにかける思いは強いものがあったと推察され

ますが、市長の見解を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  太田議員から、さくらんぼの凍霜害について

の御質問いただきました。 

  さくらんぼについて、昨年のさくらんぼシー

ズンについては、新型コロナ感染症の第１波に

よる全国的な緊急事態宣言の余韻が残る状況で、

市内の観光さくらんぼ園の開園自粛、それから

各種イベントの縮小、中止などの判断もありま

したので、そこから時間をかけて新しい生活様

式に対応したさくらんぼ観光の受入れのガイド

ラインなどの準備を進めてきて、今年こそは寒

河江市を訪れる多くの皆様に寒河江のさくらん

ぼを楽しんでいただければとの思いが大変強か

ったと思います。加えて、御指摘のとおり、今

年は長年ブランド化に取り組んでまいりました

紅秀峰が品種登録から30年の節目の年というこ

とで、それを記念したイベントの開催や、首都

圏でのさがえルビー紅秀峰の販売開始キャン

ペーンなどを大々的に展開しながら、これまで

以上に寒河江産紅秀峰の知名度を高めるという

絶好の機会と捉えていたわけでありますが、し

かしながら、御案内のとおり、今年のさくらん

ぼについては、４月の10日から11日、そして15

日の霜による被害ということ、それから、その

後の満開期の天候不順なども重なって、これま

で経験したことのない不作という状況になった

わけであります。 

  農家の方におかれては、贈答用のさくらんぼ

を確保していかなければならないということで

観光さくらんぼ園の閉園ということで、大変苦

渋の選択をされた、苦労されたともお聞きをし

ています。我々としては、その営農意欲の減退

が大変心配される状況になったところでありま

す。 

  そうしたことからおもんぱかりますと、２年

続きの災難に見舞われたわけでありますので、

私としても大変悔しい思いがありますが、農家

の皆さんからも今年お話を伺いますと、来年こ

そ頑張るというような力強い答えをいただいて

おりますので、市としても来年以降を見据えて、

今後はこうした事態が生じないよう、万一発生

したとしても被害を最小限に抑えられるよう、

そして農家の皆さんが安心して営農を継続でき

る体制をいち早く構築していく必要があるとい

うことを改めて肝に銘じているところでござい

ます。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございました。 

  ただいま答弁をいただきました。やはり市長

がおっしゃったように、過去のことを引きずっ

ても何も始まらないわけでありますので、来年

に向けてひとつ努力をしていただきたいと思い

ます。 

  私も、三泉の親戚の家に毎年収穫の手伝いに

行っております。昨年は早生種から始まり紅秀

峰まで40日間ほど行っておりましたが、今年は

10日程度の日数で終わりでした。ＪＡさがえ西

村山によると、今季の収穫量は1,000トンを下

回るのではと予想しておりましたが、そこでお

尋ねします。 

  比較する意味で、ここ３年間のさくらんぼの

出荷量を教えてください。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおり、さくらんぼに

ついては贈答用をはじめとした個人間取引が非

常に多い作物なわけでありまして、市全体の出

荷量を何トンだというふうに把握するのは大変

難しいわけでありますね。そういった観点から、

今日お答えするのは、ＪＡさがえ西村山営農生

活センター管内の露地物の出荷量ということで

御容赦をいただきたいと思います。 

  それによりますと、令和元年の出荷量は366
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トン、令和２年は435トンということでありま

す。それで、今年は234トンということで、令

和元年比で63.9％、令和２年比で53.8％という

状況になっております。 

  不作の年などは一般的に、先ほど申しました

が、贈答需要の長年の顧客の方を大事にして、

個人取引分のさくらんぼの確保というのが優先

されるというわけでありますので、収量の落ち

込みよりもＪＡ出荷分がさらに落ち込むという

傾向があるとお聞きをしているわけであります

けれども、想像以上の落ち込みの結果なのでは

ないかと思います。そういった観点からすれば、

霜の被害の大きさ、深刻さを表す結果ではない

かと認識しております。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 今、数値お聞きしましたけれど

も、昨年より約100トンほど減っているという

ことで、先ほど市長からもありましたように、

収穫量といいますと贈答から何からありますの

で、それはやっぱりつかめないのかなと私も思

っているところですけれども。 

  贈答に関しては、佐藤錦はほぼ８割、９割贈

答に回ったのでないかなみたいな気がするんで

すが、紅秀峰におきましては、ほとんど最初か

ら予約取消しということの対応を取ったところ

が多かったようです。 

  次に、売上高はどのようになったのか、これ

も３年間の数値を教えていただきたいと思いま

す。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 売上高についても、ＪＡさがえ

西村山の寒河江営農生活センター管内の取引実

績ということでお答えをさせていただきたいと

思います。 

  令和元年が８億1,900万円、令和２年が９億

2,600万円で、今年は５億8,100万円ということ

で、令和元年比70.9％、令和２年比62.7％とい

うことでございます。 

  また、販売単価については、平均で、令和元

年がキロ2,237円、令和２年が2,127円、これに

対して令和３年が2,481円ということで、令和

元年比244円、令和２年比354円の上昇というこ

とで、需要に対する品薄感が反映され、単価が

押し上げられている状況になっております。 

  山形県さくらんぼブランド力強化推進協議会

によりますと、行政報告でも申しあげましたが、

販売単価は過去最高値を更新することが見込ま

れているという状況にあります。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 金額にして昨年度より４億円ぐ

らい落ち込んでいると。ですが、市場単価は過

去最高ということで、2,400円ほどついたとい

うことで、こちらのほうはよかったのでないか

なというような気がしているところでございま

す。 

  ４月の降霜はダメージを受けやすい開花前に

発生して、10日から11日には気温が最も低い園

地で氷点下4.8度まで下がり、多くの雌しべが

凍り枯死した。冷気は低地にたまるため、河川

近くでは霜害に遭いやすく、寒河江市の北に位

置する三泉地区のほか、最上川に近い南部地区

なども被害が大きかったようです。南部地区の

生産者の一人は、佐藤錦が90％減、紅秀峰は

95％減だとし、紅秀峰は実が一、二個しかなっ

ていない木もあった。贈答の注文は全て断った

とのことでございます。 

  紅秀峰は、市内の旧県園芸試験場で開発され、

1991年に品種登録されました。市は、苗木購入、

植え替え、雨よけハウスの費用補助を行い、栽

培面積は57ヘクタールまで拡大。品種登録30周

年の今年は、厳選品をさがえルビー紅秀峰の名

前でブランド化し、首都圏などで販売する予定

でありましたが数量は少なくなる見通しだとあ

りましたが、結果的にどのくらいの販売数量に

なったのか教えてください。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 
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○佐藤洋樹市長 さがえルビー紅秀峰、これ厳選

品ということで、紅秀峰ルビーの会会員が統一

した栽培管理の下に、通常の出荷よりもさらに

厳しい等級区分の下に選抜された紅秀峰を寒河

江市の最高級トップブランドとして確立するこ

とを目的に目指しているものでございます。 

  今年は、シリアルナンバー入りのブランディ

ングカードというカードを作って、それを入れ

て出荷するということで、首都圏の高級百貨店

などにおいてプロモーションを行うという予定

をしておりましたが、御案内のとおりの霜の害

の状況を大きく受けて、十分な確保が見通せな

いという状況であったことから、このプロモー

ションは断念をしたということになってしまい

ました。 

  また、収穫時期に高温が続いたということで、

なかなか着色が進まない状況がございました。

さがえルビー紅秀峰、販売可能な等級というの

がルビーの会基準では秀以上、ところが一般の

市場流通における等級としては特秀以上という

ことで規格をしておりますので、不作と着色が

進まないということで、大変数量が限定されて

しまったということで、出荷された数量は190

キロにすぎませんでした。昨年の10分の１程度

というふうになってしまったわけであります。

しかしながら、数少ない希少な最高級品として

首都圏の市場に出荷されたわけであります。 

  ちなみに、さがえ西村山紅秀峰品評会の特選

を受賞したルビーの会会員の桐箱入りの紅秀峰

500グラムについては、東京中央卸市場の大田

市場において、史上最高の60万円で落札をされ

ております。そういう意味では、寒河江産紅秀

峰に対する高い評価と信頼が示された結果では

ないかと思っております。 

  ぜひ来年はより多くのさがえルビー紅秀峰が

流通していきますように期待しているところで

ございます。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 答弁をいただきました。出荷量

が190キロということで、昨年の10分の１程度

と。ですが、単価的には500グラム60万円で売

れたということで、こちらのほうはよかったの

でないかというような気がしておるわけですけ

れども、随分やっぱり落ち込んだなという気が

しております。 

  総体的にさくらんぼは近年にない不作になっ

たようですが、その要因はどのように捉えてい

るのかお尋ねいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど来、御答弁申しあげてい

るわけでありますけれども、そもそも去年の12

月以降、大変な大雪で枝折れなどもあったとい

うことと、それから、１月から３月上旬にかけ

て最低気温がマイナス10度を下回る日が多かっ

たということで、小花とか雌しべの枯死、いわ

ゆる凍死、凍害が発生していたわけであります。 

  その後、平年並みから高めの気温で推移した

ということで融雪の時期が早まって、平年並み

の生育に戻ったわけでありますが、４月の上旬

から中旬の開花前の時期に御案内の霜の被害が

発生したということであります。その低温に弱

い時期である開花前のつぼみを霜が直撃したと

いうことで、雌しべの枯死の発生が多く確認さ

れているところであります。 

  その後も開花期間中の低温、それから降雨、

強風といった天候不順による蜜蜂の活動が低下

したことが、最終的には、残された正常な雌し

べの受粉、結実につながらなかったというふう

になっております。 

  これらのマイナス要因が複合的に重なったも

のと考えているところでございます。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 以前ですと、天気予報を聞いて、

霜が落ちそうだから火をたくとか、スプリンク

ラーを回すとか、風を送るとか、いろんな工夫

を用いながら防霜作業を行っていた。そのよう
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な作業も最近ではあまり見かけない作業という

ことになったようであります。三泉地区の専業

農家にその辺のところを尋ねてみましたところ、

特に紅秀峰は実のくっつきが大変よく、芽かき、

摘果などに多くの作業時間を割くことになり多

大な雇用が必要になるため、ある程度霜害に遭

ったほうがなり過ぎないため、防霜対策はあま

りしなくなったとのお話でございました。 

  しかし、今年のような不作になってしまうと、

そうもいってもいられません。収穫前に仲間の

議員と、三泉地区で水が凍結時に熱を放出する

原理を活用し、花芽に水をまき続け、表面を凍

らせ、内部を過度の低温にしない散水氷結法を

導入した畑を見させてもらいましたが、平年並

みの作柄状況で、間違いなく効果があったと感

じてまいりました。 

  県と市町村は散水氷結法の導入費用を補助す

る事業の要件を緩和して生産者を支援する考え

で、寒河江市内では複数の生産者が導入意向と

しています。 

  水利が悪く、井戸を掘っても水が出ない可能

性がある園地では、暖房機で温風を巡らせる方

式が有効だとの指摘があり、県によると、この

設備導入にも補助事業が活用可能としておりま

す。 

  農家の関心は、設備費が10アール当たりどの

くらいかかるものなのか関心があるところでご

ざいますので、ぜひ教えていただきたいと思い

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 まず、お尋ねのありました散水

氷結法でありますが、10アールで１時間当たり

2,000リットル程度の水量が必要だということ

で、安定した水源の確保というのが必須になる

わけであります。この水源を地下水により確保

しようとした場合、治水や水脈の深さなどによ

って金額は大きく違うわけでありますけれども、

今回補正予算に計上させていただいた魅力ある

園芸やまがた所得向上支援事業の要望調査の結

果を見ますと、井戸掘削40メートルで80万円程

度ということであります。これに水をくみ上げ

るためのポンプや制御盤、電気工事、諸経費な

どを含め150万円程度かかるということで、40

メートル掘削する場合の地下水による水源確保

は、最低でも約80万円プラス150万円で約230万

円が必要だというふうになるようでございます。

また、散水設備、資材にそのほか30万円程度必

要だということで、合わせますと、10アールの

園地で散水氷結法を行うには総額260万円程度

は必要になるという試算であります。 

  しかし、このような水源確保、霜対策以外に

も、日常的にかん水などの栽培管理にも利用で

きると、使用できるというわけでありますので、

高品質なさくらんぼの安定生産に有効な取組で

あると考えております。 

  それから、もう一つありました水源の確保が

困難な園地などについても実施することが可能

な凍霜害用の暖房機による園地内の温度を保つ

方法でありますけれども、これ園地の条件や温

度変化に対応するための必要な熱量、またはそ

れを満たすための機械の性能などが県のさくら

んぼの振興指標に示されておりません。そうい

う状況でありますが、一概に整備費用はどのく

らいだということは申しあげられませんけれど

も、熱出力33.3キロワットでダクト接続可能な

移動型のジェットヒーターの場合、１台当たり

30万円ということで、これを必要台数そろえた

上で、そのほかに、対応する電源や燃料タンク

の確保が必要になると聞いているところであり

ます。 

  参考までですけれども、先ほど御指摘のあっ

た、以前から行われた燃料資材による、燃やし

て熱量を確保する防霜対策であれば、10アール

当たりの費用というのは、３時間で２万5,000

円から３万5,000円ほどだと聞いております。 

  さくらんぼ農家の皆さんには、園地の条件と
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かコストなどを十分考慮していただいて、各種

支援などを有効に活用して適切な対策を講じて

いただきたいと考えております。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 やはり相当な設備費がかかるん

ですね。260万円というと、誰でも彼でもがや

れるという設備ではないような気がしておりま

す。 

  今回の被害は規模が大きく、産地としての存

在感を揺るがしかねない。紅秀峰の本場と自負

する本市は、品種の知名度を高めるためにも、

消費者からの期待や信頼を維持するためにも、

来年が正念場となります。 

  支援メニューの利用促進に加え、求めがあれ

ば支援策検討も望みたいと思うのでありますけ

れども、この辺の対応はどう考えているのかお

聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今回の補正予算においては、先

ほどの散水氷結法などの導入支援のほかに、防

霜対策のほかに、気象災害等対策生産資材緊急

支援事業費補助金というものを計上させていた

だきました。 

  この補助金は、４月の霜の被害、それからそ

れ以降のひょうの被害などによって、平年の収

穫量に対して５割以上の被害を受けた専業的農

業者の方を対象に、来年作に向け必要となる肥

料や農薬などの資材購入費相当について、被害

割合に応じて定額を支援するというものになっ

ているところであります。 

  また、農業分野では、災害による減収などを

補償するための国の制度として、６月議会でも

ありましたが、収入保険それから農業共済制度

があるわけであります。どちらの制度も掛金の

半分を国が負担するという制度になっているわ

けであります。万が一に備えて加入している農

家の方もいらっしゃるわけであります。特に収

入保険については、販売収入全体の減収をカ

バーするという制度になっておりますが、寒河

江市内の加入者は31名ということであります。

山形県全体の加入率も東北６県で一番低いとい

う状況になっております。加入率が低い要因の

一つは保険料が高額だというわけで、そういう

声も聞かれるわけでありますので、先般、８月

18日に開催された山形県の市長会総会において、

県に対して収入保険の加入促進のための支援制

度創設についての要望を私のほうから提案させ

ていただいたところでございます。 

  寒河江市としても、県等と協力しながら、今

年のような不作の原因となる降霜などの気象災

害対策を強力に進めるとともに、発生した場合

の保障である収入保険などのセーフティーネッ

トへの加入を一層推進してまいりたいと考えて

いるところであります。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございました。 

  ここからは、さくらんぼ以外の作物について

お尋ねをしたいと思います。 

  農家の方に伺ったところ、米は被害がなく順

調だとのことでございました。果樹に関しては

全てにおいて被害に遭っているようですが、ど

の程度の減収になるのか教えていただきたいと

思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 山形県のほうで８月19日に、こ

の春の霜による農作物の被害について７月末の

速報値で、全体で4,191ヘクタール、129億

8,000万円に上ると、こういうことを発表した

わけであります。そのうち果樹については

4,170ヘクタール、129億4,200万円ということ

で、対象になった果樹は、もちろんさくらんぼ

のほか、西洋梨、桃、リンゴ、柿、ブドウなど

とされております。 

  市内の状況、被害状況でありますが、さくら

んぼ以外について申しあげますが、既に収穫が

始まっている桃、スモモについては、霜による
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目立った影響は見られていないということであ

ります。ブドウについては、地域や栽培状況に

より、通常果実として生育させる花が霜の被害

を受けて、２番手、３番手の花を生育させたた

めに、収穫時期のばらつき、品質への影響が発

生しているということであります。それから、

西洋梨については収量的な影響は見られないと

いうことですけれども、霜の影響によるさびの

発生、それから果実のいびつなものが若干見ら

れるということであります。リンゴと柿につい

ては、霜による、さくらんぼ同様に雌しべの枯

死などによる着果量に大きな影響が発生してい

るということでありますし、特にリンゴについ

ては、通常果実まで生育させる中心花に影響が

大きく、通常は摘花される側花を用いて生育を

行っている農家の方もあって、西洋梨同様、さ

びの発生、果実のゆがみが懸念されているとい

うことであります。 

  これらの状況を勘案して、霜による秋の果物

の被害額、市内で8,000万円を超えるのではな

いかと推計をしているところでございます。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。 

  中でも、これから最盛期を迎えるリンゴ、

ラ・フランスに関しましては、やはり今、市長

がおっしゃったように、中心花が枯死したため、

形が悪かったり、さびがひどかったりしている

ようです。また、６月20日の降ひょうによる被

害もあり、私の友人は踏んだり蹴ったりだとが

っかりしておりました。 

  後日、仲間の議員にこの話をしたところ、ぜ

ひ現場を見たいとのことで、現場を視察させて

いただきました。園主は、ひょうに遭ったもの

はジュースに回すしかないとこぼしておりまし

た。これから消毒も何回かしなければならず、

来年のことを考えればこれからの防除をやめる

わけにもいかず困っているとの話でございまし

た。 

  もうすぐ出荷も始まるわけでございますが、

こういったいわゆる訳あり品、ネットなどでよ

く使われる言葉ですが、何とか農家の方の収入

が上がるように、行政もＪＡも一緒になって頑

張っていただきたいと思いますが、今後の販売

について市長の見解をお聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいまお話ありましたが、特

にリンゴについては、側花を残した生育という

ことで、多くのいわゆる訳あり品の発生が懸念

されている状況でありますが、現段階ではどの

程度の量になるかということがなかなか見通せ

ない、不明な状況であります。今後の生育状況

を注視しながら、何とか農家の皆さんの所得を

確保していくということで、ＪＡとも協力をし

ながら、一つはさらにふるさと納税などを活用

して、訳あり品という形で活用していくなどと

いうことも考えながら、訳あり品の販売促進策

について検討していきたいと考えております。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 どうぞ一緒になって、ＪＡさん

と行政と一緒になって今後の販売に頑張ってい

ただきたいと思います。 

  本市には法人化している農家もありまして、

話を伺うと、収入が落ちても従業員には給料を

支払わなければならず、市長には無利子、低利

子の融資とかではなく支援策検討を要望し、農

業全般についての質問は終わります。 

  次に、通告番号２番、コロナワクチン接種に

ついて質問をさせていただきます。 

  接種に当たりましては、医療関係者はじめス

タッフの皆様には連日のように頑張っていただ

き、大きなトラブルもなく、スムーズな対応に

深く感謝したいと思います。私は文化センター

で集団接種をしていただきましたが、ほぼ予定

された時間に完了しました。 

  そこで質問に入りますが、初めに、これまで

接種を終えた方は何名おられるのかお聞きした
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いと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 新型コロナウイルスのワクチン

接種についてでありますけれども、行政報告で

も８月27日現在の接種率について報告をさせて

いただいておりますけれども、直近の状況につ

いてお答えをしたいと思います。 

  ８月31日の時点でワクチン接種記録システム

から確認したデータを基に申しあげますと、１

回目の接種を終えた方は２万2,484人というこ

とで、市の全人口に対して55.5％であります。

２回目の接種を終えた方は１万8,526人、市の

全人口に対しては45.7％ということになってい

るところでございます。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 医療関係者も含めた市民は高齢

者から始まって低年齢に接種していると思いま

すけれども、８月末でどの年齢層まで来たのか

教えていただきたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおり高齢の方から接

種を開始したわけでありますけれども、今現在

は、65歳以上の高齢者の方については90％以上

の方が接種を終えております。それから、64歳

から60歳までの方についても約85％以上の方が

接種を終えておられるという状況でありますか

ら、60歳以上の接種を希望する方についてはほ

ぼ完了したと考えています。 

  それから、その下の年代で50歳代以下の１回

目の接種を終了した方について申しあげますと、

59歳から55歳までの方、約75％。それから、54

歳から50歳までの方は約56％。それから、49歳

から45歳までの方は約32％となっております。 

  それから、８月31日にも集団接種をしたわけ

でありますけれども、その状況などから推察を

しますと、８月末時点ではおおむね40代後半の

方に１回目の接種、それから、おおむね50代後

半の方に２回目の接種をしているという状況に

なっております。 

  それから、それ以下の年齢、44歳から19歳ま

での方については約25％前後の接種率になって

いるのでありますが、これは優先接種の医療従

事者の方とか高齢者施設従事者の方、基礎疾患

者、それから警察、学校、保育所などの従事者

の方、それから職域接種や大規模接種で接種さ

れた方が多いと思われるわけであります。 

  それから、18歳以下の小中高生については、

小児科医を配置いたしました８月27日からの集

団接種から開始をしているという状況になって

おります。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 本市は順調に接種が進んでいる

ということで、安心をしております。 

  コロナ感染者は一時減ったものの、７月、８

月は増加しており、山形県も同様に増加傾向に

あると思いますけれども、市長の見解を伺いた

いと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ちょっとその前に、先ほどの御

質問でお答えが、49歳から45歳が約32％という

のが正解でありました。私、49歳を46歳と、こ

ういうふうに申しあげました。大変失礼しまし

た。訂正をさせていただきます。 

  それから、コロナの感染者については、７月、

８月が全国的に増加しているわけでありますけ

れども、山形県でも、御案内のとおり、第５波

の対策として８月20日から９月12日まで県独自

の感染拡大防止特別集中期間というものを設け

て、各市町村が連携して集中的に感染防止対策

に取り組んでいるという状況であります。 

  本市の感染確認者の状況、御案内でありまし

ょうけれども、３月下旬に飲食店関係者それか

ら高齢者の感染が急激に拡大したということで、

３月27日から４月11日までの16日間、県ととも

に緊急事態宣言を発令したわけであります。そ

の後、５月29日から７月９日まで42日間につい
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ては、いろんな対策を講じたことによって感染

者が確認されていない日が続きました。落ち着

いてきたというふうに思っておりますが、しか

し、この第５波の影響によって、寒河江市内に

おいても７月が13人の感染者、それから８月に

ついては34人ということで、幼児や小中高生を

含めた若い人の感染者が増加傾向にあります。 

  ３月の52人、４月の46人の感染者から比べる

とやや感染者が少ない８月の数字にはなってい

るわけでありますけれども、しかしながら、デ

ルタ株など新たな変異株、それから県外との往

来に起因する感染拡大が全県的にも続いていま

すので、市民の安全・安心のために、引き続き

ワクチン接種を進めていく、そして感染防止対

策に全力を注いでいくということで市民の安全

を守っていきたいと考えているところでありま

す。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 最後の質問になりますけれども、

９月以降のワクチンの接種の予定と、希望者全

員に接種が行き渡るのはいつ頃になるのかお聞

きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど経過をお話し申しあげま

したが、現在は30歳までの方、それから接種を

希望する12歳以上の小中高生などに対して案内

を送付して、接種日の予約を受け付けていると

ころでございます。 

  また、去る８月31日に県知事の記者会見で、

市町村に対して受験生などのワクチン接種を優

先するよう要請があったわけでありますけれど

も、そのことを受けまして、接種を希望する高

校３年生それから中学３年生には、９月２日ま

でに接種日の予約案内を送付させていただいた

ところでございます。 

  もちろん今後、ワクチンの供給状況、必ずし

も順調とはなっておりませんが、その供給状況、

それから予約の状況なども十分勘案しながら、

29歳以下の皆さんへも年齢の高い順に御案内を

する予定にしているところであります。 

  お尋ねの接種の完了時期ということでありま

すが、安定的なワクチンの供給がなされるとい

うことであれば、10月から11月までに、希望す

る市民の皆様に接種が完了するのではないかと

考えているところであります。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。医療関

係者とスタッフの方々には、大変でしょうけれ

ども、健康には十分留意され、頑張っていただ

きたいと思います。 

  予定した時間が少し残っておりますので、国

の対応について若干申しあげたいと思います。 

  私の感覚から言わせていただきますと、日本

という国は経済大国で医療大国であると思って

おりましたが、コロナワクチンにおいてはほか

の国に依存している。何でほかの国では開発、

生産を実行しているのに日本が遅れているのか

不思議でしたので、いろいろ調べてみました。 

  日本が国産ワクチンの開発に積極的でない理

由は歴史にあるようです。いち早く新型コロナ

ワクチン開発に着手したのは中国、ロシア、ア

メリカ、イギリスで、それはなぜかというと、

戦争の歴史が大いに関係しているようです。過

去の戦争で幾つもの感染症が発生して、多くの

国の戦力が壊滅的な打撃を受けました。先ほど

挙げた国は、軍人の約３分の１を疫病で亡くし

た経験をしています。だから、現在も感染症対

策は国家の重要な戦略的要素であると捉え、軍

事費の中に感染症やワクチンの研究費を盛り込

んでいます。 

  新型コロナウイルス感染拡大で実用化が期待

されるワクチン、開発に成功すれば、製薬企業

は世界中で市場を手に入れることができます。

それだけでなく、国の科学技術力の高さを示し、

人類を救うことにもつながるため、各国政府や

民間団体は製薬企業を巨額の資金で後押しする。
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今や世界規模の開発レースが始まっています。 

  しかしながら、日本での製薬企業はスタート

ラインにすら立てていないのが現状です。ワク

チン開発に対して、欧米では2020年初頭には数

兆円の予算がつぎ込まれました。同じ頃、日本

では100億円規模だったそうです。 

  ここからは私の考えになりますが、今年も軍

事費が増額になったようですけれども、その中

の戦闘機の購入を何機か買い控えたら、１機

200億円程度と聞いております、ワクチン開発

に回せるのではないかと思います。戦闘機でウ

イルスはやっつけられません。やっつけられる

のはワクチンです。そして、治療薬だと思いま

す。 

  これからコロナウイルス感染症が終息に向か

うとは思いますが、それ以後も何が起こるか全

く分からない状況でございますので、私たち人

類が安全・安心に暮らせるように国で配慮をし

ていただきたいと思います。 

  終わりになりますけれども、もしスタッフ等

が不足するような事態になったときは、我々議

員も何でもお手伝いをいたしますので、市長に

は何なりと申しつけてくださいますよう申し添

えまして、私の一般質問を終わります。ありが

とうございます。 

 

太田陽子議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号３番、４番について、

２番太田陽子議員。 

○太田陽子議員 おはようございます。日本共産

党の太田陽子です。 

  ７月にさくらんぼ共生会のあるあーるに食事

に行った折、七夕の短冊を書く機会がありまし

た。私はいつも書くのですが、世界の子供たち

が平和に暮らせますように、コロナが早く収束

するようにと願いを短冊に託し、飾ってもらい

ました。願いはなかなか届かない状況です。ア

フガニスタンは内戦が続き、私の子供と同じぐ

らいの世代は平和で安定した生活の経験がない

と考えると、平和ぼけと言われていますが、憲

法９条で守られている日本は本当に幸せだと思

います。 

  私は、日本共産党と、通告してある質問内容

に関心を寄せている市民を代表して質問を行い

ます。誠意ある答弁をどうぞよろしくお願いし

ます。 

  ８月は大雨が続き、日本全土に大きな爪痕を

残しました。台風の進路が今までに例のないも

のだったり、秋雨前線が長く居座ったり、異常

気象を痛感する現象が多くありました。静岡県

熱海市や佐賀県、広島県など、被災された方々

に心よりお見舞い申しあげます。 

  幸いにも山形県には昨年と違い大きな災害も

なく、安堵しています。今だからこそ備えが必

要と思われます。 

  通告番号３番、防災について質問いたします。 

  昨年の災害からの教訓を生かし、防災や避難

の在り方など大きく変化してきていると思いま

す。 

  そこで、防災士のことなのですけれども、社

会の様々な場で、減災と社会の防災力向上のた

めの活動が期待され、かつ、そのために十分な

意識、知識、技能を有する者として、ＮＰＯ法

人日本防災士機構の認定した人たちです。2003

年より始まり、現在、全国に21万2,878人、山

形県では1,718人の資格を持つ人がいます。災

害が大きくなり行政の機能も止まってしまうよ

うなとき、地域のリーダーとしての役割や、常

日頃から防災の意識を高めていく行動など、ボ

ランティア活動を行えることが重要で、退職後

の方などの取得が呼びかけられています。大規

模な水害など、毎年のように起こっています。

地域防災の要としての防災士の役割は重要と思

われます。コロナ禍の中、大規模な防災訓練は

今はできない現状であり、町内会単位の防災訓
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練など小さな単位での取組が重要になってきて

います。 

  平成29年12月議会において辻󠄀議員より防災士

の状況等が問われ、保有者数は10名という現状

でしたが、現在は防災士の資格保有者などどの

ようになっているのかお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 太田陽子議員から防災士の資格

保有者数ということで、先ほどありましたが、

この認定をしている日本防災士機構のほうに実

は確認をさせていただいて、特定非営利活動法

人日本防災士機構というところでありますが、

令和３年の７月末現在で、寒河江市では70名の

方が登録をされているということでありました。

自主防災組織関係者、それから消防団退団者、

それから消防本部職員及び退職者、それから防

災ボランティア、民間企業の防災担当の方々な

どが資格を有しているというお話をお聞きした

ところでございます。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田陽子議員 10名から70名というのは、３年

にしては飛躍的な数の多さでないかなと思いま

した。 

  この間、山形県主催の防災士の講習の参加な

どが進んでいると思われますけれども、育成に

ついてはどのように考えているのかお伺いした

いと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 10名から70名ということで、そ

の70名の方について、個人情報などもあって、

どういう方だというのはなかなかお聞きするこ

とはできなかったのであります。そういう意味

で、市のほうでその70名のうち把握している方

については19名となっております。あとは企業

の中で取得をしている方などが多いのではない

かというふうに聞いているところであります。 

  これからも引き続きその防災士の育成という

のはしていかなきゃならんということでありま

すが、先ほど来御指摘のありましたとおり、自

然災害が多発しているという状況の中で、市民

の暮らしを守って、災害が発生しても被害を最

小限に食い止めていく、その減災・防災対策を

講じていくためには、やっぱり地域の防災力と

いうのを強化していく必要があると考えている

わけであります。 

  災害に強い安全なまちづくりを進めていくた

めには、自助・共助・公助という３つの力を連

携するということが重要でありまして、その中

でも自助に必要な知識と技能の習得、それから

共助を担う自主防災組織の充実というのが重要

であると考えているところであります。 

  そういう意味で、寒河江市では自主防災組織

などに防災士の資格取得を呼びかけているわけ

でありますが、県の防災士養成講座なども十分

活用させていただいて、さらには資格取得に必

要な費用について支援などもさせていただいて、

引き続き防災士育成に取り組んでいるという状

況であります。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田陽子議員 私も防災士の期待される役割と

いうのをちょっと調べてみたのですけれども、

災害発生時に自分と家族の命と生活を守るため

に防災セットや備蓄品を備える、自宅内の安全

対策を講じる、防災訓練に参加する。２つには、

防災について親族、友人知人に広めたり、地域

や職場で災害への備えを促したりする。３つ目

は、防災講義、防災訓練、避難所訓練を企画し

たり、自主防災組織などに参加したりする。被

災した場合は、まずは自分と家族の身を守る。

避難誘導、初期消火、救出救助活動など、地域

を守る活動に参加する。被災しなかった場合は、

被災地支援活動に積極的に参加する。例として、

被災地のボランティア活動、物資の調達、運搬

支援、職能を生かした支援などと記載されてお

りました。 

  今後どのように地域防災に防災士の力を活用
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していくのかお伺いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま太田議員のほうからも

紹介がありましたが、防災士の資格を持った方

は、自助・共助・協働というんですかね、を原

則として、公助との連携に努めていただく。そ

して、減災それから防災力向上のための活動と

いうものが期待されているわけであります。 

  特に被災時においては、災害であるときなど

には、防災士の方それから自主防災組織の方々

が中心となって避難所運営などを担っていただ

かなければならないと思っておりますし、また、

日頃からの防災訓練、それから自主防災組織の

活動などへ積極的に参加をして、市民の皆さん

の防災意識の向上に向けた取組などに協力をい

ただくということを考えているわけであります。 

  そういう意味で、先ほど御紹介をしましたが、

実際は70名の方が、市内に資格を持った方がい

らっしゃるので、我々としては、今我々が把握

しているのは19名ということでありますから、

この資格を有して市やその地域の活動などに協

力していただける方を、新たに登録制度を設け

て登録していただいて、できるだけ70名の方、

多くの方に、地域の防災力強化のために活動を

支援していただく、そういう取組をしていけれ

ばと今考えているところであります。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田陽子議員 地域防災の要として市単位で防

災士の登録などを行って、地域防災力の向上に

貢献していただける体制をつくるということを

私も今後必要ではないかと思います。 

  あくまでも自治体の役割の補助的な活動なの

で、やっぱり自治体が主導し危機管理を行うこ

となどが重要だと思います。防災士というとや

っぱり責任感で災害時命を落としてしまうこと

がないようなガイドラインの作成、先ほど私が

申しあげたようなことをきちんと把握して、自

治体としても取り組んでいただきたいと思いま

す。 

  防災士が基本的にボランティアであれば、町

内会単位で常日頃から地域でできる人に、自主

防災組織の会長さんもそうなんですけれども、

資格取得を促して、役割の３つ目にありました

防災講義、防災訓練、避難所訓練などの企画な

ど、地域防災力の向上に貢献していただくとい

うことを今後取り組んでいただきたいなと思い

ます。 

  やっぱり高齢者の独り暮らしの人の避難が遅

れるなどというお話が結構ありますので、そう

いうときに、隣のうちの例えば陽子ちゃんであ

れば、高齢者の人も構えずに訓練参加もスムー

ズになるのでないかと昨日の夜から考えており

ました。防災士を限定せず、隣の陽子ちゃんで

も隣のみゆきちゃんでもいいので、ぜひ広めて

いって、こういうところで活用していただきた

いなと思います。 

  昨年来ずっとお聞きしていることなのですが、

要支援者の個別避難計画の作成を行っていくと

いうことでしたが、進捗状況はどのようになっ

ているのかお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 要支援者の個別避難計画の進捗

状況ということでありますけれども、この御質

問については、６月定例会、鈴木議員からも御

質問いただいた際、お答えを申しあげているわ

けでありますけれども、寒河江市におきまして

は、地域防災計画における要配慮者の安全確保

計画というものに基づいて、災害時に自主避難

などが困難な高齢者の方、それから障がい者の

方、傷病者の方などを対象にした避難行動要支

援者名簿、それから個別避難支援プラン計画を

策定して、消防、警察、自主防災組織など関係

機関に情報提供を行って、要支援者の適切な避

難誘導に努めているところでございます。 

  県内の、昨日の新聞でしたかね、地元新聞に

も、要支援者に関する個別避難計画の県内市町
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村の策定状況などがなかなか進んでいかないと

いうようなところで、県内10市町村が策定され

ているというような記事が掲載されておりまし

たが、その10市町村に寒河江市が入っているわ

けであります。そういう意味で、要支援者の方

に対する計画はプランとして出来上がっている

というふうに御理解をいただきたいと思います。 

  ７月末現在、665名の方が避難行動の要支援

者名簿に登録されています。この避難に際して

支援が必要な方については、あらかじめ避難支

援者、それから避難先、移動手段などを決定し

ていくということが重要でありますので、現在、

民生委員・児童委員、それから町会長など関係

者の御協力をいただきながら、福祉指定避難所

の利用なども十分念頭に置きながら、要支援者

の個別避難支援計画について適宜更新作業を行

っている状況になっておりますので、御理解を

いただきたいと思います。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田陽子議員 御家族の安心がやっぱり要支援

者の安心につながると思います。日々、必要な

支援など更新しているということなので、少し

安心しました。今後とも安心が確信になるよう

な対応をお願いしたいと思います。 

  線状降水帯など聞き慣れない言葉が天気予報

などで報道されております。水害などは予測で

きる災害になっているようでございます。そう

いう中で、世帯ごとどのように避難を開始する

か、何が必要かなど書き留めておき、いざとい

うときに活用できるマイタイムラインなど、ど

のように活用していくのかお伺いしたいと思い

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 このマイタイムラインというの

は、市民の皆さん一人一人の防災の行動計画で

あるわけでありますので、風水害など、気象情

報などにより事前にある程度状況が予測できる

場合に、自分自身が取る標準的な行動を時系列

的に整理して、自ら考え命を守る避難行動の一

助にするというものでございます。このマイタ

イムラインを作成することによって、改めて住

んでいる地域の地理的特性による水害リスクな

どを認識して、各御家庭の状況に応じて自ら避

難行動を考えることで、いざというときに落ち

着いて行動ができるようになると、そして防災

意識の向上が図られていくと考えているところ

であります。 

  そして、今年度、南部地区の自主防災組織の

役員の方々を対象にして〔資料を示す〕、我が

家の防災タイムラインということで、マイタイ

ムラインの作成のための研修会をさせていただ

きました。それほど難しい内容ではありません

けれども、来年度以降、各地域において研修会

などを実施させていただいて、このマイタイム

ラインの作成と活用を図って、いざというとき

に備えていただくように普及していきたいと考

えております。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田陽子議員 予測される災害の避難のための

タイムラインは、市民の皆さんや私たちにも防

災の意識づけにすごくなる、活用できるものだ

と思います。いざというとき慌てず、そのとお

りに避難を行えるよう、常に更新できる、自分

で行動を確認するための道具として、とても活

用ができると思いました。私もそれ頂きまして、

ちょっと自分のを作ってみます。市民の防災意

識の醸成のためにも活用することが重要である

と思います。 

  100年に１回、50年に１回と言われる災害が

毎年のように襲ってきています。全国各地の状

況を見るに、対岸の火事とは思えない状況があ

ります。常日頃から備えを十分に行い、市民の

命を優先に考え、自主防災組織の育成など、み

んなで防災について取り組める環境を整え、災

害に強いまちづくりを推進してほしいと思いま

す。ぜひこのタイムラインについても、防災士
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の方の力をお借りして、マンツーマンとかでで

きるような体制もつくってほしいなと思います。 

  通告番号４番のデマンドタクシーの運用につ

いてお伺いします。 

  （１）と（２）の質問の内容が同じようなも

のであり、空白の緩和は利用の緩和につながる

ので、まとめて１つにして質問をさせていただ

きます。 

  高齢者の方とお話しする機会があると、介護

保険や後期高齢者保険料が引かれると手元には

僅かな年金しか残らないという声が多く聞かれ、

通院に行くのにタクシーは使えないという声が

あります。免許証を返納したため自分での移動

はバスしかないが、バス停までは遠くて利用が

困難で、自由に動けない。認知症の症状が出て

きたなどの声も聞かれます。タクシーを利用す

ると往復で6,000円もかかり大変だ。免許を返

納したいが、通院など考えるとできないでいる

など、いろいろな声があります。 

  高齢者の生活に欠かせない公共交通の充実な

ど、交通難民の解消をどうしていくのか。元気

に安心して暮らせるまちづくりのため、高齢者

に使い勝手のよい公共交通網の整備が急がれま

す。 

  国土交通省の地域公共交通づくりハンドブッ

クでも、過疎化の進行やマイカーの普及等によ

り、地方部では鉄軌道や路線バスの撤退という

事態が生じ、いわゆる公共交通空白地域の発生

が拡大、あるいは、空白ではなくても運行頻度

の減少によって利用者の利便性が低下している

地域が増加するなど、地域公共交通の確保が大

きな課題となっていますと書いてありました。 

  ハンドブックでは、その地域に合わせて地域

公共交通を守るようにとのことです。まさに寒

河江市の喫緊の課題であると思います。 

  白岩、高松、八鍬など、デマンドタクシーが

利用できない地域の高齢者の声を聞くと、デマ

ンドタクシーの利用できる範囲が、バス停まで

の距離が500メートル以上という基準があるが、

500メートル以内でもふだんの生活はできるが、

足が痛くて歩けない。バスの本数が少なく、行

きは利用できるが帰りのバスがないなどの声が

寄せられています。 

  500メートルという基準は、高齢者にとって

大きなハードルになっています。私も自分の家

から500メートルはどのくらいかなと思って測

ってみたところ、最寄りのコンビニでしたが、

膝が痛くなったら歩けないなと思いました。 

  西川町営バスは市立病院までは行くが、その

先の医院への足はなく、また歩かなければなら

ない。地域の中で自立して生活している高齢者

の足の確保、使い勝手のよい公共交通網の整備

として、デマンドタクシー運行の基準を緩和し、

必要な人が利用できるような使い勝手のよい運

用ができないかお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 デマンドタクシーについては、

御案内のとおり、交通空白地域の解消を図ると

いう目的で平成24年の11月に寒河江市で本格運

行、運用を開始して、今年で９年目に入ってお

ります。年々登録者数を伸ばしながら、順調な

運行を続けているところでございます。 

  現在、交通空白地域ということで、運行して

いる対象エリアについては、幸生エリアの幸生

地区、田代エリアの田代、留場地区、それから

醍醐・三泉エリアの慈恩寺、日和田、箕輪、道

生、菊地堂、雲河原、上河原、入倉地区、それ

から谷沢エリアの米沢、清助新田、谷沢地区、

中郷エリアの中郷、金谷、平塩地区ということ

で、以上の５地区を対象エリアとして指定して

いるところであります。 

  この交通空白地域については、先ほど御紹介

ありましたが、国交省の地域公共交通づくりハ

ンドブックに示している空白地域の捉え方を参

考にしているわけであります。これによります

と、地方においては駅から半径1,000メートル
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以上、バス停から500メートル以上を空白地域

と捉えること、地域の地形の高低差や住民の意

識なども考慮し、徒歩での利用が敬遠される距

離を基準とすべきことなどという考え方が示さ

れています。 

  そういう意味で、500メートル以上でどうし

てもなければならないということでもなくて、

地域の地形の状況などに応じて基準を定めるべ

きだと、基準とすべきだという考え方が示され

ていますので、明確に基準が設定されていると

いうわけでもないので、地域の実情に応じて定

義することができるというふうにはなっている

のでありますね。 

  また一方で、一番難問が、御案内のとおり、

路線バスの運行、デマンド交通というのは路線

バスの運行を補完し、公共交通の交通空白地帯

の解消を図るという目的でありますから、既存

の路線バスとか運行区域が競合するなどという

ことで民業の圧迫につながらないように十分配

慮する必要があるというふうになっているんで

あります。ここが一番関門なわけですね。難し

いところ。 

  そうはいっても、現状を見ますと、御指摘の

とおり、交通空白地域以外でも高齢化がどんど

ん進行しているということで、公共交通を利用

しづらい地域が徐々に広がっているというのも

実情であります。そういうところ我々も認識を

しているわけでありますので、したがいまして、

デマンド交通の対象エリアの拡大ということに

向けて、先ほど申しあげましたが、距離的な基

準にのみとらわれることなく、各地域における

高齢者の皆さんをはじめとする地域の皆さんの

生活の実態、それから、先ほどお話ありました

が、自動車の運転免許証の返納状況などの状況

などを踏まえながら、広い観点から生活者がよ

り利用しやすい制度となるように検討していく

必要があると考えておりますし、この条件の緩

和については、関係機関に要請をしていく、こ

れからも要請をしていきたいと考えているとこ

ろであります。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田陽子議員 ありがとうございます。ぜひす

ぐにでも検討していただいて、拡大していただ

きたいと思います。90歳になるおばあさんから、

正月に返納したいが返納できない、足がないと

訴えられております。ぜひすぐにでもお願いし

たいと思います。 

  町営バスについては、通学生の足の確保が重

要で、通院などの使い勝手は本当に悪いです。

私もここに８時半、９時ぐらいまでに来るバス

はないかと思っておりますが、７時30分ぐらい、

私のところに来て、それで８時半まで来るには

中央通りのフローラの前からここまで歩いてく

るという行程しかありませんでした。ぜひ考え

ていただきたいなと思います。あと、白岩地区

の方などは通院の帰りの勝手が悪いということ

もあります。デマンドタクシーの利用拡大、本

当に急を要していると思います。 

  路線バスや循環バスのエリア内なんですけれ

ども、栄町の方なども、町なかに住む人なんか

も、市民浴場に行くと痛い足がよくなるが、バ

ス停があるため循環バスの利用ができないし、

デマンドタクシーもできない、バス停まで歩い

て行くのが困難、バス停から市民浴場までの距

離も到底歩く距離ではないというような声も寄

せられています。タクシーを何回も使う余裕は

ないなどの声もありますので、ぜひ安心して老

い、家に閉じ籠もらないで生き生きと健康寿命

を維持するためにも、高齢者の足の確保をよろ

しくお願いいたします。 

  （３）の交通弱者への配慮についてでありま

すが、先ほど来お話ししているように、国民年

金受給者の年金額の低さはびっくりします。い

ろいろ引かれると手元に２万円から３万円しか

残らないという声が寄せられています。家族と

一緒に生活していても、タクシーを使って自由
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に行動できる額ではありません。免許返納時に

２万円分の交通券をお祝いとしてお渡ししてい

ますが、その年だけです。その後の足の確保は

どうなのでしょうか。 

  例えば、75歳以上の高齢者、介護や障がいの

認定を受けていない方に対して、年間で利用で

きる交通券の配付などできないかお伺いいたし

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 交通弱者へ配慮した、そういう

助成制度などはどうかということでありますが、

昨日も何か判決があったりして、高齢者の運転

による事故などがよくマスコミ、新聞などでも

話題になって問題になるということであります

ので、この高齢者の運転免許証の返納制度とい

うのは、平成29年度より実施をさせていただい

ております。その年だけではないのかというこ

と、お叱りを受けるわけでありますが、タク

シー乗車券などの交付を、免許証等返納した代

わりに提供させていただいているということに

なります。また、福祉の関係でいえば、障がい

者の方を対象にしたタクシー利用券なども交付

をさせていただいているということであります

が、議員からは、75歳以上の高齢者や、介護認

定、障がい者認定を受けていない方に対する支

援についてやっぱり検討していかなければなら

ないのでないかという御意見であります。 

  確かに、我々としては、できる限り健康寿命

を延ばしていくという意味で、そういう施策と

いうものをやっぱり充実していきたいと思いま

す。そういうことによって、地域の活性化が損

なわれないということになっていくわけであり

ますけれども、ただ、やはりそうはいっても、

なかなかそういう状況ばかりが続くわけではな

いわけでありますので、そういったことを踏ま

えると、確かに御指摘のような、なかなか介護

認定とか障がい者の手帳をもらうとまではいか

ないまでも、なかなか交通手段を自ら確保でき

ないというんですかね、利用できないという

ケースがこれからやはり増えてくるのではない

かと思っていますし、我々としてはそういった

ところにもやっぱり視点を当てていく、さらに、

支援の手を考えていくということは、新第６次

振興計画の中でもそういうところを進めていか

なければならないというふうにも思っています

ので、こういう支援についても、この移動支援

の在り方などについても考えていく必要がある

ということを思っています。実態を、どういう

状況なのかということも改めて調べてみる必要

があると思うし、他の自治体などでもそういっ

た事例なども参考にしながら研究していく、検

討していく必要があると考えているところでご

ざいます。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田陽子議員 ぜひ早めの検討をお願いいたし

ます。高齢者も、寒河江に住んでよかったと、

年取っても楽しく元気に幸せに暮らせると実感

できるように、使い勝手のよい寒河江市の地域

公共交通の実現をお願いしたいと思います。 

  また、子供たちからも、親がいないときはど

こにも行けないという声もあります。私の地域

から図書館や文化センターに行くことはかなり

困難です。以前、夏休みに郷土研究の講座など

があり、フルタイムで働く親は送迎など大変だ

ったと思い出しました。 

  デマンドタクシーを利用して友達と乗り合い、

市民浴場や買物に行くという高齢者の話を聞く

と、いろいろなところから来ている人と友達に

なり楽しいと、生き生きと暮らしておられます。

使える足があるということは、生きがいにもつ

ながっているということではないでしょうか。 

  先日、知り合いの90歳に近い高齢の女性から

聞いたお話なんですけれども、年を取ったらキ

ョウイクとキョウヨウだとおっしゃるんです。

話を聞きますと、勉強を続けることなのかなと

聞いておりますと、いや、今日行くところがあ
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るのがキョウイクだと、今日用事があるという

のがキョウヨウだということでした。これが高

齢者の生きがい、生活の潤いがあることだとい

う話でした。 

  今、コロナ禍の中、近所の方とのお茶飲みも

少なくなったという方も多くあります。コロナ

が収まり、通院だけでなく、新しくなる市民浴

場や、そのほかの温泉など日替わりで通えるよ

うな交通網を整備し、高齢者も子供たちも自由

に寒河江市内を利用でき、生き生きと生活でき

る環境を整えていただくことをお願いして、質

問を終わります。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時15分といたします。 

 休 憩 午前１１時０２分  

 再 開 午前１１時１５分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

渡邉賢一議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号５番、６番について、

７番渡邉賢一議員。 

○渡邉賢一議員 国民・立憲民主クラブの渡邉賢

一であります。会派を代表し、また、多くの市

民の皆様を代表させていただいて御質問させて

いただきます。 

  まず、先ほどもダブル太田議員よりありまし

たが、全国的に度重なる緊急事態宣言が発出さ

れ、変異株の猛威が収まりません。首都圏を中

心に、罹患しても医療保険等が使えず、入院を

拒否される、自宅療養を余儀なくされる、自宅

で悪化し手遅れになる、不幸にも孤独死して後

日発見されたニュース。特に妊婦の自力出産、

元気に生まれてくるはずだった新生児の死亡の

ニュースは、まさに残酷の極みであります。 

  市民からは、こうした医療崩壊、後手後手の

対策で先送りをし、自民党総裁選という派閥抗

争、権力闘争に明け暮れ、コロナの抜本的対策

を確立すべく臨時国会も開こうとしない思考停

止の菅政権に対し、憲法違反だ、命を軽んじて

いる、総裁選をしている場合じゃないだろう、

悪夢の菅政権と、痛烈な怒りの声が上がってい

るわけであります。昨日、野党からは抗議声明

も出されました。本日、県と山形市役所前で座

込みも行われるそうであります。 

  まず、コロナ禍でお亡くなりになりました

方々に謹んでお悔やみ申しあげます。また、不

運にも感染された皆さんに心からお見舞い申し

あげますとともに、一刻も早い回復をお祈りい

たします。さらに、昼夜を問わず働いている保

健職員の皆様、医療関係者、エッセンシャル

ワーカーなど、救急救命に当たっている全ての

皆様に敬意と感謝を申しあげます。 

  また、市民からは、オリンピックの聖火リ

レー、セレモニーが盛大過ぎるほどにぎやかに

行われた一方で、イベントの中止や延期、営業

自粛や時短要請などで経営が困難になっている

飲食業、観光業の皆さん、先ほどもありました

けれども、異常気象による農作物被害やコロナ

禍の影響で売上げが大幅に落ち込んでいる農家

の皆さんが、一刻も早い普通の生活に戻れるよ

う、コロナ終息と経済回復をお祈りせずにはい

られません。 

  さて、現在も新デルタ株や、世界保健機関で

はラムダ株とかミュー株という新たな変異株の

国内での感染が明らかになっているわけですけ

れども、今後、地球温暖化により北極圏の凍土

が溶解し新たな病原菌が蔓延する可能性もある

と指摘されていることから、まだまだ油断でき

ない状況でありまして、変異ウイルスと全人類

の闘いは先の見えない暗闇の中であります。 

  その中で私たちの使命は、市民の命と暮らし

を最優先に守っていくこと。将来展望を見据え

ながら、当面の課題をしっかりと解決していか

なければなりません。 
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  さて、今回は、１つはコロナ禍の地域経済の

再生と市民生活の再建に向けたゼロコロナ緊急

対策、２つ目が動物愛護のまちづくりの推進の

２点について、通告順に御質問させていただき

ます。 

  本日は、関係団体はじめ市民の代表の方が傍

聴に来られたり、あるいはインターネットで中

継を御覧になっておりますので、ぜひ市長から

温かい御答弁をお願いしたいと思います。 

  通告番号５番、感染症拡大防止対策で混乱と

混迷が続き、深刻な影響を受けている地域経済

の再生、市民生活の再建に向けたゼロコロナ緊

急対策についてでございます。 

  １つ目は、首都圏をはじめとした医療崩壊に

よって、やむを得ずこれも帰郷しなければなら

なくなった里帰り出産の妊産婦さんのコロナワ

クチン接種についてお尋ねをしたいと思います。 

  まず、これまでスピード感を持ってワクチン

の確保や集団接種、個別接種が行われてきてお

り、他の自治体よりもスムーズに進んでいるこ

とについて、関係者の皆様に敬意と感謝を重ね

て申しあげたいと思います。 

  しかし、残念ながら、万一コロナに感染すれ

ば、首都圏ではその多くが自宅療養として、入

院できない非常事態となっております。やむを

得ず帰郷して実家で里帰り出産、これは、非常

に残念ですが、自己責任、自助努力ということ

になっております。 

  妊産婦の同居家族をはじめ個別対応が必要だ

ということで、先般、議員懇談会のときも要望

させていただいたわけですけれども、里帰り出

産の妊婦が希望するワクチン接種に対して、本

人及び同居家族の接種につきまして、まず、市

長の概況報告にもございましたけれども、妊娠

中の方へのワクチン接種につきましては、先日、

８月27日開催された対策本部の会議におきまし

て、市長の鶴の一声ですかね、御英断をいただ

き、決定されたという御連絡がございました。

対象者、御本人約150名、同居の家族220名に対

しまして、30日には早速接種の御案内が発送さ

れたという連絡でございました。これに里帰り

した方も加えて対応されるということで、私ど

もも非常に安心したところであります。 

  既に個別対応なども行われているということ

もお聞きしておりますけれども、現在の状況な

ど、市長からの御答弁お願いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員からただいま里帰り出

産の妊婦の方、それから同居家族へのワクチン

接種について御質問がありましたが、既に渡邉

議員から半分私のお答えする部分も披瀝があっ

たというふうに思いますが、８月23日に厚労省

から各自治体に、妊娠中の者への新型コロナワ

クチン接種及び新型コロナウイルス感染症対策

の啓発についてという通知が届いているわけで

あります。 

  妊娠中の方それから配偶者などが希望する場

合には、できるだけ早期に、円滑に接種を受け

ることができるよう特段の配慮を求めるという

ことでございましたので、市ではこれを受けて、

医師会それから産婦人科の先生とも協議をさせ

ていただいて、妊娠されている方、里帰り出産

で市内に滞在されている方も含みますけれども、

それから同居する御家族の方に対して、優先的

に接種できる体制を整備しているわけでありま

す。 

  具体的には、母子健康手帳交付台帳を基にし

て、現在妊娠されている未接種の方、約150名

の方に対して、８月30日付で優先接種の御案内

を送付させていただいております。また、里帰

り出産をされる方々へは、市内及び近隣の産婦

人科と連携して周知を図っているところでござ

います。 

  対象となる妊婦の方からは、主治医と接種の

可否について御相談をしていただいて、市の

コールセンターに連絡をいただいて、接種会場
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や接種日を調整していただくということにして

おります。また、同居の家族の方につきまして

も、市のコールセンターに直接連絡をいただい

て、予約日などについて調整をさせていただく

ということにしているところでございます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 市長の進める安全・安心なまち

づくりのこれこそ象徴だというふうに思います。

安心して出産できるように、その環境づくりと

いうものは非常に大事だと思います。里帰りし

た方も含めて対応いただくということで、ぜひ

これからもこうした対応を続けていただきたい

と思います。 

  １つ関連して要望なんですけれども、首都圏

の医療崩壊が改善されない中で、大学生のワク

チン接種が進まないと。大学でも接種できない

と。それで渋谷駅前の映像などをニュースで見

る限り、もう300人の枠に抽せん券を求めて

3,000人ぐらいが２日間で並ぶという、そうし

た異常な事態でありまして、親も非常に心配だ

ということで私にも来ているんですけれども、

彼らが里帰りした場合の対応もぜひ必要なんじ

ゃないかということでありまして、今後の課題

ということで要望させていただきたいと思うん

ですけれども、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  続いて、経済対策のほうであります。 

  （２）の伝統野菜子姫芋を使った地産地消推

進についてであります。 

  １つ目が先般行われましたコンテスト入賞作

品のレシピの活用ということで質問しようと思

っていたんですけれども、まず残念なニュース

で、山形市の日本一の芋煮会フェスティバルを

はじめ、本市も含めて秋の収穫感謝祭などと言

われる催しが２年連続で中止決定を余儀なくさ

れてしまいました。里芋だけでなく、農畜産物

の流通、小売、消費にブレーキがかかってしま

うのでないかと危惧されているわけであります。

また、米の消費についてはＪＡさがえ西村山の

安孫子組合長からも請願が出されているわけで

ありまして、米価の大幅な引下げにつながるん

じゃないかという心配も、それぞれの業界で不

安に思っているわけです。 

  一方で、昨年度、伝統野菜子姫芋に長く親し

める新しいレシピをということで、全国「子姫

芋」料理コンテストが実施され、全国から144

件もの御応募があって、一般の部、高校生の部、

子供の部、各部門で入賞作品を選定され、さら

に部門ごとの最優秀作品を決定されたわけです。

例に挙げますと、スイーツ、ふわとろゴマケー

キ、あるいは子姫芋とバナナのパウンドケーキ、

あるいは和風料理では和風子姫芋グラタンなど、

こういう誰もが食べてみたくなる料理なわけで

す。早速、さがえ、心地。のホームページでも

大々的に宣伝いただいておりまして、今後もさ

らなる取組が期待されているわけでございます。 

  ぜひ、これは提案なんですけれども、本市、

私の地元西根出身のユーチューバーであるしお

たんさんとか、みちとんさんなどいらっしゃい

ますし、また、現役高校生などからぜひ動画配

信をお願いし、このレシピを使った様々な料理

の普及について戦略を展開していただきたいと

思うのですが、市長の御所見をお伺いしたいと

思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 子姫芋の料理コンテストという

んですかね、昨年の11月20日から今年の１月12

日まで募集を行って、一般の部では県内外から

29作品、それから高校生の部は県内の５つの高

校から102作品、それから子供の部については

小学生が６名、中学生が７名ということで計13

作品、合計で、先ほどありましたが、144作品

の応募がありました。それを受けて、寒河江市

の食生活改善推進協議会長などをはじめ有識者

の方から１次選考となる書類審査をいただいて、

各部門３作品、合計９作品の入賞レシピを選定
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いただいたところであります。その上で、２月

24日にホテルサンチェリーにおきまして、日本

イタリア料理協会副会長の原 宏治シェフに審

査委員長をお願いして、入賞者と会場をオンラ

インで結びながら、生産者や飲食店関係者等に

よる最終選考会を開催したところであります。 

  そういった去年度の取組ですけれども、今年

度、間もなく子姫芋の収穫、販売ということで

ありますので、この入賞レシピのレシピカード

を作成させていただいて、それを市内の産直施

設などに配置しながら、販売の促進、レシピの

普及を図っていきたいと考えております。 

  先ほど御指摘がありましたが、いろんなイベ

ントなどで紹介をするという機会が今年の場合

はなかなか少ないということもありますので、

そういったところなるべくＰＲできるような場

を設定していきたいと考えておりますし、また、

入賞以外のレシピも大変いいという評価をいた

だいておりますので、その入賞以外のレシピな

どについても今後冊子化をするということ、あ

るいはホームページなどでの公開なども取組を

進めていくことにしているところであります。 

  また、御提案ありましたユーチューバーの方

などが調理する場面の動画配信などについても、

今後検討して発信をできればと考えているとこ

ろであります。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。ぜひ

ブームになるような旋風を巻き起こしていただ

きたいと思います。 

  市長、私も実は去年から作ってみているんで

す、空いた畑でですね。なかなかやっぱり手が

かかります。本当にもう雑草との闘い、天気と

の闘い、また野生動物との闘いとか虫との闘い、

様々ありますけれども、やっぱりできたときの

うれしさ、喜びというのは格別でありまして、

ぜひ、後からも課題にしているんですけれども、

そういったところを、米作りもそうなんですけ

れども、芋作りの体験なども何かの商品、商品

というか、その売り、その旋風の一つにできる

んじゃないかなと思っております。 

  次に、宴会場のある飲食店の芋煮助成につい

てお尋ねをします。 

  先進自治体の消費拡大策を参考に本市でも取

組ができないかということで、隣町の中山町で

は昨年の独自事業で、市内飲食店で、３人以上

という人数もあったんですけれども、芋煮の食

事をした場合に１人につき1,500円を上限に、

コロナに負けるなＧｏＴｏ芋煮会キャンペーン

ということが実施されたそうです。中山町観光

協会が事業主体で実施したところによりますと、

すごく好評で、利用した町民も、提供した飲食

店も小売店も、もちろん生産農家も大変ありが

たいとおっしゃっています。地域経済循環が見

事に成功したモデルではないかなと思います。 

  今年も実施を検討されているとお聞きしてい

ますけれども、このコロナ禍の宴会自粛やイベ

ント中止によって、大きな宴会場のある飲食店

やホテル、旅館などが特に大打撃を受けており

ます。店舗規模に応じたさらなる持続化給付金

などの緊急支援が引き続き必要ではないかとい

うことで、国のほうでも野党が言っているわけ

ですけれども、昨日ですか、おととい、自民党

の岸田（候補）も事業規模に応じた固定費の支

援という項目で総裁選の公約にしているようで

す。本来なら宴会でにぎわうはずの飲食店等を

救済し、芋煮会やテークアウトに対して何らか

の芋煮助成をしてはどうかと思うのですが、市

長の御所見をお伺いします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員からありましたが、例

年であれば、これからの季節、秋の収穫を喜び

ながら、その地域や職場で芋煮などが行われて、

市内の飲食店、ホテル、旅館などでにぎやかに

会食が展開されると思うわけでありますけれど

も、なかなかこのコロナ禍の時期であってそう
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はいかないということで、大人数の宴会はもと

より、少人数のグループなどでもこうした会食

については控えるよう周知が出されている状況

であります。 

  そういったことから大きな影響を受けている

のは、先ほど申しあげましたとおりの飲食店、

ホテル、旅館業の方々ということでありますの

で、市としても何とかしなければならないとい

う気持ちであります。今年度、行政報告でもい

ろいろ申しあげましたが、いろんな経済対策、

支援策などを講じてきたわけでありますけれど

も、引き続きそこは考えていかなければならな

いと思っております。 

  そういった中で、子姫芋などの生産者、飲食

店などの事業者への助成と、芋煮の助成という

ことでどうかということでありますが、なかな

か、感染拡大防止対策の徹底ということを今進

めているわけでありますけれども、新規の感染

者の発生状況、その動向などを十分見極めなが

らということにならざるを得ないわけでありま

すけれども、子姫芋をはじめとする市の伝統野

菜については、その消費拡大というのが一つの

大きな課題でもあります。そういった意味で、

この子姫芋などについての話題提供して誘客や

消費を拡大していく、そしてさらなる活性化を

していくということが、これからの寒河江市の

農業にとっても、農業分野にとっても大変重要

なことだと思いますので、今後の経済対策の中

で検討していければと考えております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ御検討をお願いしたいと思

います。 

  次に、体験農業等の修学旅行の受入れについ

てでございます。 

  これは半分提言になるわけですけれども、体

験農業として、先ほど言った里芋の収穫とか選

別、あるいは芋洗いと真空パック詰め、あとも

ちろん芋煮調理と試食など、秋の修学旅行の受

入れについて、県内に限ってと今のところはな

っているのかもしれませんけれども、ぜひ進め

ていただきたいと思います。庄内であればみそ

味なのかもしれませんけれども、こっちに来て

しょうゆ味を味わっていただきたいなと思いま

す。 

  新聞広告によれば、昨年は県内の観光業者が、

仙台駅東口の発着で子姫芋の芋掘りと芋煮の昼

食、あと佐藤繊維さんとか慈恩寺の見学など商

品化したツアーが行われたとお聞きしました。

特に小中学校では修学旅行の延期、行き先ルー

トの変更、宿泊なしの日帰りなど、多くの我慢

を余儀なくされているわけでありまして、ぜひ、

チェリーランド芋煮広場もそうですけれども、

雨天時などは合宿所とか二の堰親水公園のふれ

あい交流村なども使ったりして、ぜひ修学旅行

の生徒さん方におなかいっぱいの芋煮を味わっ

てもらうような、そういう体験農業など、ぜひ

検討できないかと思うのですが、御所見をお伺

いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 子姫芋を活用した収穫体験につ

いては、コロナ禍以前に収穫と芋煮試食を同時

に行う事業として実施した経緯があるわけであ

ります。その際は10人以下の少人数による実施

ということでありましたが、参加者は大変満足

されていたということであります。伝統野菜で

ある子姫芋の知名度、好感度を高める事業であ

ったと考えているところであります。 

  一方、コロナ禍における教育旅行、修学旅行

の実施などについては、先ほど御紹介もありま

したが、行き先の選定についてはどこにするか

ということについては、全国的にも課題になっ

ていると聞いております。さきの行政報告でも

申しあげましたが、市内の小中学校における修

学旅行それから遠足も訪問先を県内に変更して

いるところでございますし、中には、県内の訪

問予定施設から、感染防止の観点から入場を断
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られている事例などもあって、また、今後の感

染状況によっては実施の再検討が必要な場合も

生じてくるということであります。 

  昨年の秋にリンゴ狩りで高等学校の修学旅行

を受け入れた周年観光農業推進協議会のほうで

は、現在、庄内地方の中学校の修学旅行でブド

ウ狩りの予約を数件受けているということでご

ざいます。 

  修学旅行については、本市の農業、農産物、

食文化の魅力を体験していただくということで

大変ありがたいわけでありますけれども、学校

側の実施方針などもあって、現在のコロナの状

況で受入れ体制の整備をどうしていくかという

ことも課題になっているわけであります。 

  我々としては今後、アフターコロナ、先ほど

ありましたけれども、アフターコロナなども十

分見据えながら、体験農業としての旅行商品、

受入れ農家の体制などを整備していただいた上

で、旅行会社そして学校の動向なども十分踏ま

えながら、大いにＰＲしていく準備をしていき

たいと考えているところであります。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひアフターコロナを見据え検

討を進めていただきたいなと思いますし、市内

の小中学校の生徒さん方の学校給食ではもちろ

ん引き続きこの伝統野菜を使ったさがえのごっ

つぉ給食で、その地産地消を内部的にも市内の

子供たちにも進めていっていただきたい。これ

はもう既に行われているわけですけれども、お

なかいっぱいというふうにはならないかもしれ

ませんので、ぜひそういった量的な支援なども

含め御要望させていただきたいと思います。 

  さて、次に、慈恩寺テラス緑地及びチェリー

ランド芋煮広場の活用についてお尋ねをします。 

  これも半分御提言なわけですけれども、そう

した屋外緑地については、ぜひ雪降る前までに

10月から12月の期間限定で、先ほどあったこの

最優秀レシピの新メニューなどの試食会を、こ

れはテークアウトのような形でも結構です、飲

食店組合さんからもいろいろ御協力いただいて、

お店にお客が来ないならばそういうところにア

ルバイトで委託していただいて、様々な、その

腕を発揮していただくような機会をつくってみ

てはどうかということであります。 

  先般、冬のイルミネーションイベントが御提

案されましたけれども、会場は違いますけれど

も、神秘的なイルミネーションと子姫芋スイー

ツのコラボレーションは本市の魅力をさらに引

き出してくれると思っています。土日祝日、数

量限定で週替わりのそうした実演、もう人数限

定で実演、あるいは数量限定のテークアウトな

ど、試食販売の機会などもつくっていく必要が

あるのではないかと思います。 

  冬の寒鱈まつりとかのイルミネーションと併

せた道の駅スタンプラリー、湯巡りなどいろい

ろ提案されたわけですけれども、冬のイベント

と併せてこれらの会場も有効活用すべきではな

いかと思うのですが、市長の御所見をお伺いし

たいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御提案ありました慈恩寺テラス

をはじめとするいろんな公共施設などについて、

子姫芋などを活用したいろんな、例えばコンテ

ストで入賞したレシピなどを用いたものを提供

していく、あるいはテークアウトしていただく

ということについては、我々としても関係の団

体と連携しながら様々なアイデアを出していた

だいて進めていくことで検討したいと思ってい

ます。 

  なかなかコロナの状況が見通せないというと

ころがありますけれども、感染防止対策の観点

などを十分踏まえながら、可能なところで取組

を進めていければと思っているところでありま

すし、また、イルミネーション、冬のイベント

などについても、御案内のとおりスペシャル

デーというのを想定しているわけでありますの
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で、そういったときにどういうおもてなしがで

きるかということを今検討しているところであ

りますので、なかなか、そこで飲食ができれば

いいわけでありますけれども、コロナの関係で

あってそこができないということになると、ど

ういう取組をしながらこういう寒河江の子姫芋

をはじめとする伝統野菜なども、寒河江の魅力

を来場者に提供できるかということをやっぱり

検討していく必要があると思っているところで

あります。 

  そういう意味で、寒河江の、大変豊作の秋で

ありますから、寒河江のすばらしい農産物など

について、こういう状況の中でもＰＲできる部

分があると思いますので、そういったところ知

恵を絞りながら対応していければと考えている

ところであります。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今ほど市長からもありましたけ

れども、秋の収穫ですね。シーズンに入るわけ

ですけれども、本当に今年は、子姫芋は、天候

も何とかよくなって、豊作に近いんじゃないか

という期待もございます。私の畑は昨年半分以

上枯れてしまったんですけれども、今年はおか

げさまで自信を持って出荷できるんじゃないか

なと思っています。指導者の、同僚の沖津議員

などは叱咤指導をするわけですけれども、それ

に合うような商品というか栽培を私も頑張って

いきたいと思います。 

  これも芋の最後の要望になりますけれども、

昨日チェリーランドのホームページを見ていた

ら、6,800円で芋煮セットが販売されたようで

ございます。なかなか高いなと。五、六人の一

応セットなんですけれども。それだとちょっと

どうかなというふうに思ったんですが。昨年度

もあったと思うんですけれども、首都圏にいる

帰ってこられない大学生へのいわゆる激励の品

物とかそういった際に、五、六人なんていうと

多分ちょっと無理だと思うんですが、その半分

の量でもいいですので、ぜひそういうところも

検討いただいて、帰ってこいよの意味も込めて

送っていただいたりできればありがたいなと思

っています。 

  次に、通告番号６番、動物愛護を推進し、尊

厳ある生き物と快適に暮らせる笑顔あふれる社

会の実現について御質問させていただきます。 

  １つ目が致死処分ゼロに向けた課題について

でございます。 

  県によりますと、動物愛護センターで可能な

限りしつけやトレーニングを行うとともに、各

地域の実情に合わせて、ボランティアの協力に

より譲渡活動の推進を図っているそうですけれ

ども、その結果、この致死処分、2013年度と比

較しまして、犬でいうと、失礼しました、2018

年の譲渡率ですね、譲渡できた率が2013年度と

比較して、犬で72％から93.3％、猫で5.3％か

ら60.6％と大幅に増加したと。致死処分数は、

犬で64頭だったのが１頭、猫で2,304頭だった

のが290頭ということで、５年前に比べて大き

く減少したんだということが県のホームページ

にも載っているわけです。 

  本市の猫の避妊・去勢手術に対する啓発活動

や補助事業などにつきましては、市長から御英

断をいただき、先進的な政策を進めていただい

ておりまして、市民から大いに評価され、他の

自治体にも誇れる取組の一つになっております。

これらは大きな成果が表れているとお聞きしま

した。これまでの関係職員の皆様に感謝を申し

あげまして、市民団体の方からも心から感謝を

申しあげたいということでありました。 

  こうした取組は市民からも認知され、さらな

る広がりを見せており、白岩のさくらっこ学童

保育施設では、動物愛護を通じて命の大切さ、

貴さを学ぶ催しが、市内の動物愛護ボランティ

ア団体と県の村山保健所の協力で昨年行われま

した。参加した子供たちが大変関心を持ち、家

族にも地域にも波及し、動物愛護の心が伝わっ
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ていったすばらしい取組だということで評価さ

れているわけでございます。 

  最初に御質問ですが、この補助事業、２年前

から行われておりまして、猫の避妊と去勢補助

金の申請件数、これまでの実績について決算

ベースで結構ですので、今年度については年度

途中の実績について、お伺いをしたいと思いま

す。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問の猫の不妊・去勢手術費

補助金制度については、適正に飼養されない飼

い猫や飼い主のいない猫の繁殖を抑制して、周

囲に対する危害や迷惑を未然に防止することを

目的として令和元年度から、２年前から実施を

しているところであります。 

  補助金の申請件数について申しあげますと、

初年度の令和元年度は去勢手術が69件、不妊手

術が104件、合計173件、補助金では136万400円

となっております。令和２年度は去勢手術が99

件、不妊手術が152件、合計251件、補助金は

196万700円となっております。令和３年度８月

末現在で去勢手術が30件、不妊手術が58件、合

計88件で、補助金は63万9,000円という状況に

なっております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。県内自

治体では遊佐町、そして最近では山形市がこの

補助事業をやっているとお聞きしました。 

  やはりこの命の尊厳というか、これをどうや

って致死処分をゼロにしていくかという課題で

ありまして、避妊とか去勢という一つの手段だ

と思うんですけれども、ぜひ、こうした補助金

が非常にありがたいわけですけれども、頭数も

減っていくということが一番いいことだと思う

のです。そうしたことが、子供たちの心にも芽

生えてきたそうした動物愛護の心を育てていく

ことにつながるんじゃないかなと思っています。 

  次に、オンライン講習や仮称わんにゃんパス

ポート交付等の啓発について、これは御質問、

御提案させていただきます。 

  コロナ禍によって地域の様々なイベントや会

合が中止、または文書による協議なんていうふ

うに変わって、人と人とが顔を合わせることが

困難になって、人間関係が希薄になっている。

絆が引き裂かれるような状況にもなっているわ

けです。 

  本市の動物愛護セミナー教材なども、以前は

セミナー開催とか、そこで教材が配付されたり

していたわけですけれども、山形市のわんにゃ

んポートあるいは村山保健所の飼い主対象の事

前講習会などが今現在も行われているわけです

けれども、参加者が限られております。また、

民間ボランティアが主催でＳＮＳで呼びかけて

も、残念ながら限度があるということもお聞き

しています。 

  そこで、2019年度に行った講習会、譲渡会な

どを新たにオンラインで開催し、参加者に漏れ

なくパスポートなどを交付して、いろいろその

啓発を広げていってはどうかと思います。今年

度の事業に向けてどのような検討をされている

のかお伺いします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 犬や猫をはじめとする動物を飼

う際には、飼い主が適正に動物を飼養できるよ

うな環境と知識が当然必要だと思います。寒河

江市では平成30年度と令和元年度に、村山保健

所とボランティア団体えんたねとの共催で動物

愛護教室を実施してきたところでございました

が、現在、コロナの観点から対面式の講習会の

開催は見合わせている状況であります。 

  今後についてでありますけれども、ＳＮＳな

どを活用して、このコロナ禍の中でも、動物を

飼う場合に適正に飼養できるように、飼い主の

心構えでありますとかルールを学ぶ機会を提供

していくために、動物を飼っている方、これか

ら飼おうと考えている方がいつでも見られるよ
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うな動物愛護教室のネット配信などを検討して

いきたいと考えております。そういう意味で、

コロナ禍でもそういう活動は続けていきたいと

考えております。 

  また、御質問の中でわんにゃんパスポートと

いう御提案もありましたが、この件については、

寒河江市独自でどういうものができるのか、獣

医師の方、それから愛護団体の関係者の方々な

どから十分御意見などもお伺いして検討してい

きたいと考えております。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５８分  

 再 開 午後 １時００分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 午前中に市長から御答弁いただ

きましたけれども、ＳＮＳを使った動物愛護の

ネット配信ということで予定しているというこ

とでした。ぜひアクセスもいっぱいになるよう

に進めていただきたいし、午前中にも申しあげ

ましたけれども、ユーチューバーの活用という

ことで、120キロぐらいあるそうなんですけれ

ども、鈴木詩織さんという日田にお住まいの

ユーチューバーです、有名な方です。この方が

子猫を持って動物愛護の情報発信なんていうと、

本当に全国的に広がっていくんじゃないかと期

待しているところでございます。 

  それでは、引き続き動物愛護推進の課題とい

うことで、里親探しについてお尋ねをしたいと

思います。 

  多頭飼育や飼育放棄、高齢者施設入所の飼育

後継者、生活保護を受けている方の飼育など、

課題が多岐にわたっております。市内の動物愛

護団体の方にお聞きすると、運営も非常に大変

になっているとお聞きしております。また、コ

ロナ禍でイベントや事業が中止されているので、

その民間団体の皆さんの負担する経費の割合も

比重が非常に大きくなっているとお聞きしてい

ます。 

  そもそも村山保健所などに動物を持っていっ

ても、高齢の方のペットやけがをした動物は引

き取るそうですけれども、72％の子猫などは、

元に戻してくださいとか、ボランティア団体に

預けてもらえませんかなどということで返され

るというのです。つまり、保健所でもボランテ

ィア団体頼みの状況となっているわけです。 

  ぜひ、人数を制限しての里親探し、譲渡会な

どをオンラインを使って実施できないでしょう

か。また、ボランティア活動の委託料の形で、

餌代などの一部に充てていただくような補助事

業が考えられないでしょうか。今年度の予定に

ついてお尋ねしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 犬や猫の里親探しでありますけ

れども、当然、飼い犬、飼い猫の場合は、その

飼い主の方が責任を持って里親を見つけていた

だくというのが基本になるわけでありますけれ

ども、飼い主が不明の場合、その犬や猫の引取

りは、先ほどお話ありましたが、村山保健所の

措置ということになっているわけでありますが、

実際引取りに至るケースは相当な理由がある場

合のみで、大半は引取りができない状況である

ということは御指摘のとおりだというふうに聞

いております。 

  市といたしましても、子猫などの繁殖や遺棄

をできるだけ防止していくために、いろんな不

妊・去勢手術に対する補助を行ったり、あるい

は適正飼養についての市報またはホームページ

での広報、さらには市内で確認されております

多頭飼育の飼い主の方への訪問指導などを定期

的に行っている状況であります。 

  実際その里親探しにつきましても、動物愛護

団体の方から大変な御協力をいただいている現

状になっております。そうした状況を考えます
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と、保健所それから動物愛護団体と十分連携を

図りながら、その里親探しの情報共有ができる

ような体制づくりをしていかなければならない

と、体制の構築をしていかなければならないと

考えておりますし、また、動物愛護団体として

組織化をしていただいて、できればその活動へ

の支援ということも、組織化された場合にはで

きるのではないかと思いますので、そういうこ

とも検討していければと考えているところであ

ります。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。まだ団

体のほうはＮＰＯとかそういうものに発展して

いない、まだ途上にあるわけでありまして、そ

うしたところに向けてもいい御答弁いただいた

なと思いますので、ぜひそういった情報発信も、

あと共有できるような体制、組織づくりについ

ても課題として、私どももこれから検討してい

かなきゃならないと思います。ありがとうござ

います。 

  続いて、（２）の改正動物愛護法への対応に

ついてお聞きします。 

  １つ目は、最近の苦情件数についてでござい

ます。 

  環境省は今年３月に、多頭飼育問題の解決に

取り組むためのガイドラインということで、こ

ういう冊子を作って〔資料を示す〕、人と動物

との命や健康、生活を守るための３つの影響、

飼い主の生活の状況の悪化、動物の状態の悪化、

周辺環境の悪化をしっかりと把握し、それぞれ

に対応する３つの観点、飼い主の生活支援、あ

と動物の生育状況の改善、あと周辺の生活環境

の改善に着目して対策を講じることが重要であ

ると定めております。 

  いろんなやり方がこれから考えられるわけで

すけれども、ぜひ、今、市民生活課さんに一応

部局があるわけですけれども、担当されている

わけですけれども、健康福祉課、警察、あと動

物愛護ボランティア、あと社会福祉協議会、自

治会、あと宅配業者ですね、乳製品販売や新聞

配達の方々、行政、民間を問わず他機関と連携

しながら、こうした苦情や多頭飼育に向けて体

制をつくっていかなきゃならないというガイド

ラインが示されているわけです。 

  １つ目、質問ですけれども、最近の市民から

の苦情についてお尋ねしたいと思います。 

  以前は、畑が荒らされた、ふん尿の臭いが耐

え切れない、野生化して威嚇する、繁殖期など

夜鳴きするなど耳にしたわけですけれども、特

に最近になって、空き家、空き店舗などが増え、

有害鳥獣のネズミ、ハクビシン、コウモリなど

も発生している中で野生の猫も殖えているんだ

とお聞きしています。害獣駆除の専門業者から

お聞きすると、今後もさらに殖えていくだろう

と見込んでいるそうです。 

  道路や地域での飼い主のマナーアップで、最

近はふん尿の放置などは少なくなったというこ

とでありますけれども、それ以外の市民からの

苦情などについてお尋ねしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市のほうに寄せられている動物

関連の苦情件数につきましては、令和２年度は

17件ということでありました。そのうち猫に関

するものは13件でありました。今年度は８月末

現在で全部で８件ということであります。その

うち犬に関するものが１件、猫に関するものが

６件となっております。苦情の内容のほとんど

がやはり猫によるふん尿被害に関する苦情とい

うものが多いというふうになっているところで

あります。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 そうした被害を、苦情を減らす

ためにも、今回出たガイドラインに沿って、多

頭飼育等の課題を解決していかなければならな

いと思っています。改正動物愛護法では、関係

機関が連携して多頭飼育を未然に防止したり、
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万一発見された際の対応、地域でのフォローア

ップ体制をつくっていくために、連絡協議会と

いう横の組織をつくってチームで対応していく

ということが一応目標ということになっている

わけでありまして、本市ではどのように進めて

いくお考えなのかお尋ねしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほどガイドラインの紹介あり

ましたが、多頭飼育につきましては、飼い主の

方が御自身では適正に飼養しているつもりでも、

実際は管理ができていない状態になっている場

合が多いということでありますので、生活環境

悪化の影響によって周辺住民の方々とトラブル

に発展している事案がよく見受けられるという

ことであります。また、多頭飼育をしている方

の中には独り暮らしの高齢者の方も多いという

ことでありますので、実際に寒河江市でも高齢

者支援課の保健師でありますとか、民生委員の

方と情報共有を図って対応しているというケー

スがあります。高齢化それから単身世帯の増加

など社会全体の変化に伴って、これからも動物

の飼い方のみならず、飼い主の生活面での支援

などの取組も必要になってきているというふう

に我々も認識をしています。 

  御質問にありますように、周辺住民それから

関係機関との連携が大事ではないかという御指

摘でありますが、我々としても初期段階での発

見や、確認した場合の早期対応、再発を防止す

る上でそういう連携、さらには連携の組織とい

うものが大変重要なことだ、組織の形成は重要

なことだと思っているところでありますので、

今後の具体的な取組ということになりますけれ

ども、先ほど御紹介ありました多頭飼育対策の

ガイドライン、さらには先進の事例などもある

わけでありますので、そういったところを十分

参考にしながら、寒河江市に合った内容のもの

を進めていく、関係機関と協議をしながら検討

していきたいと考えているところであります。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひそうした組織づくり、連携

を密にしていただいて、苦情ゼロになるように、

また、ここにも書いてあるとおり、人と動物と

が笑顔あふれるような社会、今日も朝、私、散

歩、ジョギング行ったら、チェリーランドでも

たくさんの動物をあやして散歩される方もいら

っしゃいましたし、先週の土日は最上川ふるさ

と公園のほうに行ったんですけれども、ドッグ

ランのほうも大変にぎわっておりました。 

  オリンピックでスケートボードなど脚光を浴

びている本市ですけれども、ぜひまた動物愛護

の点でも全国一、ふるさと納税もベストセブン

ですか、ということですので、最先端を行くま

ちづくりに向けて、ぜひまた今後とも取り組ん

でいただきたいということを要望させていただ

きます。 

  最後、結びになりますけれども、戦後76年の

今年の６月に米軍機、その戦闘偵察機のオスプ

レイが山形空港に緊急着陸しました。日米地位

協定でなぜそうなったかの情報も秘密裏にされ、

いまだにアメリカによる植民地支配を実感した

わけです。遠方のアフガニスタンでは、20年駐

留した米軍が撤退し、台頭したタリバンが銃砲

を市民に向けているにもかかわらず救出されな

い、特に日本人が退避できないというような状

況がつくられています。６年前、あれほど安保

法制で邦人救出のためと、あれだけ反対されな

がら法案を強行採決したのに、日米同盟とは一

体何なのか。武力では平和は守れないことを私

は物語っていると思います。 

  結びになりますけれども、お昼のニュースで

は、総裁選、菅さんが不出馬ということですけ

れども、この自公政権が長期間続く中で、権力

の私物化、犯罪とか不祥事も次から次へと露呈

しております。新自由主義の自助が強調される

中で、貧困と格差、差別も拡大、深刻化してい

るわけです。さらに、新型コロナウイルス感染
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症のパンデミックは、公衆衛生、医療体制の脆

弱性、さらには日本社会を支える社会的基盤、

生活保障のための公的支援の脆弱性をあぶり出

し、全国で多発する自然災害による生活再建、

生活保障は待ったなしだと思います。 

  こうした事態に対応する野党の抜本的な対策

要求にもかかわらず臨時国会開催を拒み、政策

は迷走し続け、貴い命までが奪われる最悪の事

態になっています。私たちは、こんな自公政権

にこれ以上政権を任せるわけにはいきません。

市民の命と生活を守るため、抜本的なコロナ対

策を確立すべきです。 

  最後になりますが、来る衆議院選挙におきま

しては、私ども野党統一候補の勝利に向けて、

市民の皆さんと全力で戦う決意を申しあげ、こ

れで私の一般質問を終わりたいと思います。御

答弁ありがとうございました。 

 

月光裕晶議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号７番、８番について、

５番月光裕晶議員。 

○月光裕晶議員 月光裕晶です。よろしくお願い

いたします。 

  通告番号７番、特定外来生物や害獣等の被害

の予防について。 

  ６月、新聞にある花の記事が載っておりまし

た。５月から７月にかけて河川敷や道路脇など

でコスモスに似た黄色い花を咲かせる花です。

しかし、きれいだからとむやみやたらに手に取

ってはいけません。その花はオオキンケイギク

といって、アメリカ原産のキク科植物で、家に

持ち帰って植栽しようとすれば法律違反となり、

罰則が科せられる可能性がある特定外来生物だ

そうです。 

  外来生物のうち特に人間の健康や在来種の生

態系などに害を及ぼす、またはその可能性があ

るとされる生物のことを特定外来生物といいま

すが、近年、池の水を抜いて駆除をするテレビ

番組があるなど、そういった生物からの被害は

拡大しているかと思います。 

  寒河江市でも、春には立て続けに熊の目撃情

報が出ましたし、イノシシも減っているという

感じはしないようです。私の寺の屋根裏にもハ

クビシンがすみついております。農家の方が言

うには、カモシカやキツネやテンなどもよくい

るそうです。水生生物で有名なブラックバスな

ども、もうどこにでもいて、私は小さい頃から

橋の上から川をのぞき込むのが大好きで、よく

大きなコイなどを見つけるとすごく喜んでおり

ましたが、現在、最上川の橋の上から川を眺め

ていると、ブラックバスがコイに体当たりをし

て追い払うという光景を目にします。コイも今

はほぼ外来種ですので、その外来種と特定外来

生物のブラックバスが争っている状況になって

おります。 

  県内ではアライグマやセアカゴケグモも確認

されているようですし、テレビでよく見る特定

外来生物のカミツキガメなども怖い存在であり

ます。 

  寒河江市はとても広いですし、自然も豊かで

す。地域によって、把握していない生物もいる

かもしれません。 

  そこで、今、寒河江市で把握している特定外

来生物や、農作物や生態系に特に深刻な被害を

及ぼしている動植物はどのぐらいいるものなの

でしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 月光議員から、特定外来生物そ

れから有害鳥獣被害について御質問いただきま

したが、まず、特定外来生物については、先ほ

どありましたが、海外起源の外来種で、生態系、

人の生命、身体、農林水産業へ被害を及ぼすも

の、また、被害を及ぼすおそれのあるものの中

から指定されているわけであります。 

  市内における確認状況でありますけれども、
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議員からお話ありましたオオキンケイギクの生

育については１件、市民の方からの情報提供で

確認しているわけでありますが、動物では、比

較的身近なものとしてはニホンジカ、ニホンザ

ルの一部交雑種などがこれに該当しております。

あまり多くはありませんが、目撃情報などが寄

せられているところでございます。 

  それから、有害鳥獣による農業被害について

は、御案内のとおり、主に中山間地域において

熊やイノシシによる被害が多発しているという

ことになるわけであります。昨年度、熊は８頭、

イノシシは27頭が捕獲されております。今年度

は、７月末現在で熊２頭、イノシシ11頭を捕獲

しているということであります。最近、いこい

の森や集落内で目撃をされるということがある

わけでありますので、我々も広報車を出したり、

警戒に努めている状況であります。 

○國井輝明議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 そのたびに、その都度、広報車

を出していただいているのは、とてもありがた

いことでございます。 

  やはりオオキンケイギクが寒河江市にもう入

ってきているというのはとても驚きで、ほかの

自治体では対策に苦慮しているところもあるよ

うです。もともとドライフラワー用で使われて

いた植物ですのでそういった活用法や、食用に

もなるとも聞いておりますが、量が殖えてしま

うとそうもいっていられません。 

  そこで、そういった動植物への対策として、

耕作放棄地の整備や放任果樹などの除去など、

いろいろとそういった対策はあるかもしれませ

んが、どのような対策を考えていらっしゃるの

でしょうか。また、農家をはじめとする市民は

何をするべきなのかお答えいただきたいと思い

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま御指摘のありましたと

おり、近年、農業後継者の不足でありますとか、

農業経営の方針変更などに伴って、耕作放棄地

や放任果樹園が中山間地域を中心に実際広がっ

ている状況にあるわけであります。 

  こうした場所については除草などの手入れが

行き届いておらないということで、鳥獣の活動

範囲の拡大、それから、すみかとなる可能性が

高いわけでありますので、そうしたことから、

土地の所有者、耕作者に対して、管理・整備を

促していくということがそういう対策のために

は必要だと考えておりますし、また、市民の皆

さんや農家の皆さんには、鳥獣を誘い込む、誘

引の要因となる、誘い込む要因となる生ごみの

放置でありますとか、果樹、野菜の取り残し、

それから廃棄果樹の放置などをしないようにし

ていただきたいということ、また、防御方法と

して電気柵、防鳥ネットなどの設置などについ

て、市報などを通してお願いをしているところ

でございます。 

  引き続きこうした活動に対して理解と御協力

をいただければと考えているところであります

し、先ほど御報告申しあげた特定外来種のオオ

キンケイギクについては、生育している場所が

道路の歩道でありましたので道路管理者に対応

をお願いしたところでありますけれども、この

ように生物の発見、生育を発見した場合などは

情報提供をいただくということが大事だと考え

ております。そのためには、市民の皆さんより

特定外来種についての理解を深めていただくと

いうための情報提供、こちらからの情報提供が

必要だと考えておりますので、そういった点、

どういう方法していけばいいのかということに

ついても大いにこれから検討させていただきた

いと思いますし、いろいろ既存の今ある媒体な

どを使って、まずは情報提供させていただきた

いと今考えております。 

  その上で、敷地内でありますとか近隣におい

て生息情報などが寄せられた場合には、対処方

法などについて、指導機関などと十分我々連携
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をしながら、速やかに適切に対応していきたい

と考えているところであります。 

○國井輝明議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。やはり

自治体と市民が一体となって、こういったもの

は対策をしていくべきかと私も思っております。

やはり、でも、市民の方はどうしても情報を得

る手段というのがなかなか乏しいもので、そう

いった市民に対しては情報提供のほう、これか

らもよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、近隣の自治体では、先ほども市長から

御答弁いただきましたが、猿の被害が急増し、

対策に追われているようです。猿の被害地域の

多くは優良な果樹地帯で、収穫期の食害に限ら

ず、果樹の芽の食害や、枝折り、保存用の野菜

の食害等、年間を通して被害があり、農家の生

産意欲の減退など、農業経営に甚大な影響を及

ぼしている状態だといいます。さらには、近年、

人に慣れ、人を威嚇する猿も現れているようで

す。住宅への侵入なども確認されるなど、生息

域が山里から住宅地へ拡大する傾向もあり、人

的被害も考えなければいけません。 

  同じように、植物で、まだ茨城県までしか確

認されていないようですが、特定外来生物にナ

ガエツルノゲイトウという厄介な植物もありま

す。繁殖力が強く、ため池や農地に一度侵入す

ると根絶は困難で、大繁殖して、水稲の大幅減

収や農業水利施設の目詰まりを引き起こす。地

球上で最悪の侵略的植物とも呼ばれております。 

  写真を持ってきました〔資料を示す〕。水路

に鮮やかな緑があると思うんですが、この部分

が全てナガエツルノゲイトウ、これに侵された

水路がこちらになります。 

  もし、この繁殖力の強い植物が確認されてし

まったら、今せっかく取り組んでくださってい

る圃場整備などにも影響が出かねませんし、水

路が詰まり、浸水被害なども想定されます。 

  こういった一度入ってきてしまうと甚大な被

害をもたらす動植物は、入ってくる前の水際対

策などが重要になってくるかと考えますが、こ

れから寒河江市にも入ってくるであろう特定外

来生物や害獣についてどのようにお考えなのか

お聞かせ願います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 できるだけ入ってこないように、

我々も水際対策をいろいろ講じていかなければ

ならないと思いますが、御質問にあった猿につ

いては、議員御指摘のとおり、近隣の自治体な

どにおいては被害が急増して対策に苦慮してい

るというふうにお話をお聞きいたしますが、寒

河江市においては、目撃情報はございますが猿

の群れについては確認されておりませんので、

農作物被害の情報などは寄せられていない状況

であります。 

  予防策につきましては、先ほどもお答え申し

あげましたが、猿に限らず有害鳥獣の誘引要因

となる生ごみの放置とか、野菜や果樹の取り残

し等々をしない。それから、有害鳥獣の餌とな

るものの除去を心がけていただくということ。

さらには、遭遇した際の餌づけなどは厳に慎ん

でいただくということが重要と考えます。また、

猿を目撃した場合は花火などで追い払うという

のが肝要だと言われておりますので、万が一の

場合は農家の皆さんや市民の皆さんと共に取り

組んでいかなければならないと考えております。 

  また、植物、先ほどありましたけれども、そ

ういった植物の場合は、それが特定外来生物で

あるかどうか認識をしていないということで入

ってしまうということが多々あるかと思います

ので、先ほども申しあげましたが、特定外来生

物というのはどういったものがあるのかという

ことをやはり広くお知らせをしていく、市民の

皆さんにも認識、理解をしていただくというこ

とが必要でありますので、ホームページあるい

は市報などで周知をしながら、その種類、特徴、

周辺に与える影響などについて正しい知識を持
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っていただくことに努めていきたいと考えてお

ります。そういった上で、適正に対処できるよ

うに、市民の皆さんと協力をしながら対応して

いければと考えております。 

○國井輝明議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 猿を花火で追い払うというのは

私も知らなかったです。とても手軽といいます

か、市民一般の方でもできそうなものですので、

こういったことがまた市民の皆さんに知識とし

て広がってもらえればいいなと思います。 

  それと、こういった植物、やはりこの植物だ

という認識ができないでいるでしょうから、そ

ういったものをまず市民の方にもどういう植物

なのか見た目とかも含めて認識をしていただき

たいなと考えております。 

  この先ほど見せましたナガエツルノゲイトウ

〔資料を示す〕、これですね。駆除の仕方をち

ょっと調べてみたんですが、根っこを引き抜く

ようにして採取した後に、その場からあまり移

動させずに乾燥させて枯死、枯れさせて、袋に

入れて運搬して焼却といった多くの費用と手間

がかかります。そういった情報もやはり市民の

方は知らないと思います。 

  やはり先ほど市長がおっしゃってくださいま

したように、そういったものの存在を知っても

らわなければいけませんので、そういったもの

の存在を知ってもらうために、地域住民に対す

る研修会ですとか学習会、そういったものを通

じて、特定外来生物などの、被害をもたらすで

あろう動植物の情報を共有して、持ち込まない

ように注意喚起、そして、発見してしまったと

きの対応などをそういった形で周知する方法も

あるかと考えますが、当局のお考えをお聞きし

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今、特定外来生物についてお話

ありましたが、もともと日本にない生物であり

ますから、そういう生物が入ってきて活動ある

いは生息する、生育するということによって従

来の生態系に影響を及ぼすというふうになるわ

けでありますから、そういったことは何とか食

い止めなければならない。あるいは、入ってき

たとしても速やかに対処をして、拡大をしない

ようにしなければならないと思っております。 

  そういったことから、先ほどもお話し申しあ

げましたが、市民の皆さんに情報提供して、そ

の上で市民の皆さんから逆にそういう現場での

情報をいただいて対処をしていくということに

なるんだと思います。そういった意味で、我々

行政も含めて、あるいは、市民の皆さんもその

特定外来生物の実態あるいは種類などについて

きちっと認識をする、そういうことが必要だと

思いますから、先ほどホームページや市報とい

うふうにも申しあげましたが、そのほかにもい

ろいろ方法があろうかと思いますし、先ほど御

指摘あった研修会とか地元での講習などもあろ

うかと思いますので、そういったところをして

いきながら、対応していきたいと思います。 

  さらに、有害鳥獣などについては、現在、熊

やイノシシなどについては地元の住民の皆さん

からも協力をいただいて対応しているわけであ

ります。なかなか、一番大事なのは、地元の皆

さんからの情報提供が今一番速やかに対応でき

る方法でありますので、我々にそういう情報、

連絡体制はきちっと出来上がっていると認識を

しておりますけれども、正確な情報と対処方法

などについて共有をしながら対応していくとい

うことが大事だろうと思います。 

  我々としても、御指摘のあった特定外来生物

あるいは有害鳥獣、できるだけその被害を拡大

させないための方策などについても、まだこれ

からの部分もありますので、そういったところ

研究もしながら対策を進めていきたいと考えて

いるところであります。 

○國井輝明議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。 



 - 53 - 

  地域の方は本当に、イノシシですとかそうい

ったものの対応に関しましてはすごく感謝をし

ているようであります。ですので、先ほど市長

もおっしゃいましたように、住民、市民の方の、

一般の方の情報提供がほぼだと思いますので、

ぜひ情報が共有できるように御検討お願いいた

します。 

  本当に駆除がとても大変な動植物ばかりで、

大変な思いをしている自治体が数多く見られま

すので、寒河江市もそうならないように、対策

や周知のほう、これからもどうかよろしくお願

いいたします。 

  次に、通告番号８番、冬季の通学についてお

聞きします。 

  ここ数年は、気候が安定していないように感

じます。おととしは除雪を一回もしなくていい

ような冬でありましたし、去年の大雪は記憶に

新しく、市内の除雪を担ってくださっている方

には本当にありがたく思う冬でありました。 

  これは雪国の常識ではありますが、冬場はと

にかく移動に気をつけねばいけないと皆さん思

っているはずです。県外出身の私の妻も、いま

だに雪道の運転は慣れないそうで、路面が凍っ

ている日、凍っているかもしれないときはなる

べく外出はしたくないと言っております。 

  しかし、子供たちは、そんなことは言ってい

られません。登下校の時間帯に運転をしている

と、当然ではありますが、歩いている子供たち

を目にします。私も中学時代は１時間くらいか

けて中学校に歩いていっておりました。それだ

けの時間をかけて歩いていく道のりですから、

やはり危ないところもあるようです。特に去年

の大雪のときには、除雪はしてくださっている

のですが、両サイドに雪がはけられていますの

で、雪がサイドに多くたまってしまう、道幅が

狭くなってしまって、子供たちと車の距離が近

く、危険な感じがしたとお声をいただいており

ます。 

  今年はそのことも踏まえて、建設管理課の皆

様が対策を打ってくださっているようで、とて

もありがたく思っております。しかし、全ての

通学路の状況を把握するのはなかなか難しいこ

とかと思います。 

  寒河江市の交通安全プログラムでは、年に１

回の通学路の合同点検をＰＴＡの方たちと共に

実施し、危険な箇所を把握してくださっている

ようですが、ぜひ危険な冬場の通学路の合同点

検も実施していただきたいと考えておりますが、

この点に関してどうお考えになっているのかお

聞きします。 

○國井輝明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 冬季間の通学路の合同点検に

ついての質問でございますけれども、本市にお

きましては、平成27年に作成いたしました通学

路の安全確保に関する取組方針であります寒河

江市通学路交通安全プログラムに基づいて、学

校の担当者、それから寒河江警察署交通課の担

当者、県及び市の道路管理者、市民生活課の担

当者、市教育委員会の担当者合同によって、年

１回、通学路点検を行っているところでありま

す。 

  今年度も各学校から報告がありました交通安

全上あるいは防犯上危険だと思われる箇所につ

きましては、８月26日に点検を実施したところ

でございます。合同点検を行う危険箇所につき

ましては、これまでの状況も踏まえて、冬季間

においても特に積雪等によって生じる危険を想

定した内容についても点検を行ったところでご

ざいます。 

  具体的に点検を行った箇所につきましては、

４か所ございます。１つは三泉小学区の県道

283号日和田・河原線及び県道285号湯野沢・寒

河江線の歩道、２か所目が寒河江小学区の越井

坂・新山地区の市道、３つ目は寒河江中部小学

区の洲崎地区の県道26号寒河江西川線の歩道、

４か所目が西根小学区の十二小路地区の市道で
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あります。 

  これら４か所につきましては、除雪の状況や

危険性について合同で点検を行って、必要な対

応を協議し、確認を行ったところでございます。 

  なお、寒河江市通学路交通安全プログラムに

も記載してございますが、冬季間、積雪等によ

って生じる危険箇所については、その状況に応

じて随時点検を行うということになっておりま

して、これまでも平成26年２月に実際に合同点

検を行っております。 

  なお、除雪により危険を解消できるものにつ

いては、これまでも学校からの情報を道路管理

者と共有しながら、迅速かつ適切に対応してい

るところでございます。 

  いずれにしましても、議員より御指摘いただ

いたように、冬季間においても児童生徒が安全

に登下校できるよう、関係機関としっかり情報

を共有し、連携しながら対策を講じて通学路の

安全確保に努めてまいりたいというように考え

ているところでございます。 

○國井輝明議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 もう既にある程度対策を打って

いただいているようですし、これからもその雪

の状況に応じて点検をしてくださるとの御答弁

でしたので、本当にありがたく思っております。

どうかよろしくお願いいたします。 

  先ほど、私は１時間ほどかけて歩いて中学校

に通っていたと言いましたが、現在グーグルマ

ップで確認すると、距離は3.9キロ、時間は47

分となっております。冬場の道ですので、やは

りふだんよりは時間が多くかかり、１時間ぐら

いになっていたかと思います。 

  冬場の長距離の徒歩移動は、滑って転倒して

しまう危険性、そこに車が来てしまい事故に発

展する危険性、地吹雪のような状況で運転手か

ら歩行者を視認できないような危険性など、や

はり多くの危険が伴います。 

  寒河江市はとても広いですので、例えば大江

町寄りの柴橋地区、中山町寄りの南部地区、天

童市寄りの本楯地区や日田地区、河北町寄りの

三泉地区や醍醐地区など、距離のある地域は多

くあるかと思います。そういった地域の中学生

に、冬季のスクールバス運行など通学の安全性

を確保する対策を何か検討はできないものでし

ょうか。質問させていただきます。 

○國井輝明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 冬季間の中学生のスクールバ

ス運行についてということでございますが、ま

ず、公立小中学校の通学距離につきましては、

国で小学校はおおむね４キロ以内、中学校にお

きましてはおおむね６キロ以内を基準としてお

ります。これは小中学校が統合する場合の設備

費の国庫負担対象になる条件として定めており、

この基準が一般的になっているところでござい

ます。 

  現在、本市のスクールバスは、幸生地区と白

岩小それから陵西中を結ぶ１台、それから、田

代地区と白岩小及び陵西中を結ぶ１台の計２台

運行しているわけでございますが、白岩小学校

までの距離は幸生地区からは約9.8キロ、田代

地区からは約6.3キロであります。幸生地区及

び田代地区から陵西中学校までの距離は、それ

ぞれ10.1キロ、7.7キロとなっております。 

  市内各小中学校においても通学距離に長い短

いはございますけれども、通学地区のほとんど

が小学校では４キロ以内、中学校では６キロ以

内に収まっているものと把握しているところで

ございます。 

  しかしながら、議員御指摘のように、冬季間

の登下校にあっては雪道を徒歩で通学すること

となり、積雪により道幅が狭くなることや、凍

結による転倒なども懸念されるというふうなこ

とだけではなくて、夏場より、先ほどございま

したように、長時間になることなどから、児童

生徒の安全面や負担面に対して特段の配慮が必

要となります。 
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  今後も、先ほど申しあげた関係機関としっか

り連携を図りながら冬季間の児童生徒の安全な

登下校に努めていくとともに、冬季間、登下校

に長時間を要する児童生徒については、路線バ

スなど公共交通機関の活用などが可能かどうか

も含めて研究してまいりたいというように考え

ているところでございます。 

○國井輝明議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 やはり冬場の登下校について保

護者の心配は絶えないようですので、今後も検

討のほう、よろしくどうかお願いいたします。 

  では、次に、高校生以上の学生の駅までの通

学手段についてお聞きします。 

  ニュースで高齢者の交通事故がピックアップ

されますと、どうしても地域の年配の方との話

題は、いつまで運転するのかという話題になり

ます。農家の方は、現役のうちは運転しないと

仕事にならないと。これは当然のことであり、

仕方がないことだと思っておりますし、生活を

していく上で免許は必要だということは理解し

ております。 

  皆様いろいろな理由があるかと思いますが、

農家でない方で意外と多かったのが、孫の送り

迎えをしているから免許は手放せないという方

です。お孫さんの中には、保育園に通っている

お孫さんから高校生のお孫さん、大学生のお孫

さん、様々いらっしゃいました。中にはひ孫さ

んを送り迎えしているという方もいらっしゃい

ました。共働き率全国第２位の山形県ですから、

両親が子供の送り迎えをするというのは、時間

が合えばできるでしょうが、なかなか難しいも

のがあるのではないでしょうか。 

  そのときお話をした年配の方は、同時にこう

もおっしゃっておりました。子供たちの大切な

命を預かっているのだから安全運転を心がけて

はいるが、冬道の運転は怖い。本当はやりたく

ない。でも、孫のためにもやらなければいけな

い。先ほども言いましたが、私の妻も冬道はな

るべく運転をしたくない。やはり皆さんそう思

うのかもしれません。中には、冬だけ保育園の

バスを利用するという方もいらっしゃいました。 

  徒歩で通えるのであればいいのですが、早朝

に最寄り駅まで徒歩で行くとなると、ある程度

の距離があり、危険かとは思います。 

  そこで、そういった高齢の方の雪道に対する

不安を解消するためや、徒歩で通う学生の安全

の確保のため、送り迎えのために免許が返納で

きない方の返納を促すためなど、いろいろな理

由はありますが、そういったことの解決策とし

て、電車通学をする学生への主要駅までの巡回

バスや最寄り駅までの交通費補助など、救済措

置等は検討できないものでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましては、ＪＲ

の主要な駅までの公共交通ということになりま

すと、バス事業者が運行する路線バス、それか

らタクシーということになるわけでありますけ

れども、そのほか、運行地域は限定されますけ

れども、太田議員の御質問にもありましたが、

デマンドタクシー、それから市内循環バスとい

うのが今あるわけであります。 

  月光議員からは、冬季間、ＪＲを利用する学

生に対する送迎のためのバス、巡回バスという

んですかね、巡回バスなどはどうかという御提

案でありますが、現実的にはなかなか考えてみ

ると難しいところがあるのではないかと思いま

す。 

  一つに、やっぱり、冬季間だけということで

はありますが、今のバス事業者あるいはタク

シー事業者の方からバスを確保していただくと

いうことになると、今保有している事業者の皆

さんも台数に限りがありますから、それで冬季

間だけということになると、ますます確保が難

しいという面があるのではないかと思います。

そして、実際どの程度の方が、学生さんなどが

利用できるかということはやはり見通せないの
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で、調査をしてみないとなかなか分からないと

いうところがあるので、すぐには対応が難しい

のではないかと思っております。 

  それから、もう１点は、先ほど太田陽子議員

の御質問にもお答えしましたが、一番のハード

ルは、やはり民間のバス・タクシー事業者の通

常業務を圧迫するのではないかということが懸

念されて、そういう事業者の皆さんからの了解

を得ていくというのが大変厳しい状況になって、

現時点では、いくのではないかと思っています

けれども。 

  いずれにしても、公共交通というのは、その

時々の社会情勢とか市民のニーズを反映させな

がら形成されるということになるわけでありま

すから、御指摘のとおり、時代の変化による共

稼ぎ世帯のさらなる増加などがあって、子供の

送迎に対応できない世帯が増えてくるというこ

とになっていくことも時代の変化だというふう

に捉えていけば、御指摘のような課題、これか

らも拡大していくのではないかと思っていると

ころでありますので、我々もやっぱり将来の状

況なども見通しを持ちながら、そういう認識を

持って、今後、その交通政策、市民の利便性の

向上のための交通政策はどうあるべきかという

ことを真摯に受け止めて取組を進めていきたい

ということで、これからの課題だという認識を

させていただきたいと思います。 

○國井輝明議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 御答弁ありがとうございます。

今、市長の御答弁聞いて、私はもう、時代の

ニーズで変化するので、そういった状況になれ

ば検討させていただくと、そういった御答弁を

いただいただけで満足でございます。ありがと

うございます。 

  やはり少子高齢化の中で子供は宝です。前向

きに御検討いただいて、引き続きこれからも子

供たちや保護者にとってより一層住みやすいと

思ってもらえるような市政の運営をどうかよろ

しくお願いいたします。 

  これで一般質問終わらせていただきます。 

○國井輝明議長 暫時休憩いたします。 

 休 憩 午後１時５５分  

 再 開 午後１時５６分  

○國井輝明議長 会議を再開いたします。 

  通告番号……、暫時休憩いたします。 

  それでは、５分程度でよろしいでしょうか。

再開を午後２時といたします。 

 休 憩 午後１時５６分  

 再 開 午後２時００分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

柏倉信一議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号９番、10番について、

14番柏倉信一議員。 

○柏倉信一議員 本日最後の一般質問となりまし

た。令和の会の代表柏倉でございます。よろし

くお願いいたします。 

  与えられた持ち時間を有効に活用させていた

だく意味で、早速質問に入らせていただきます。 

  通告番号９番、ふるさと納税について伺いま

す。 

  既に御案内のとおり、令和２年度、我が寒河

江市のふるさと納税寄附額56億円は、市税の調

定額53億円を上回る大きな金額となりました。

昨年度と比較して約12億円の伸びであります。

全国７位、東北、山形県で１位となり、昨今新

型コロナ感染に歯止めが利かない状況の中、本

市にとって明るい話題であります。 

  さて、令和２年度の寄附額が大きく伸びた要

因を市長はどのように分析しておられるか伺い

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 柏倉議員からふるさと納税につ

いて御質問をいただいたわけでありますけれど
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も、去る７月30日に総務省から発表されました

令和２年度のふるさと納税の寄附額、寒河江市

は、ただいま御紹介ありましたが、56億7,000

万円余りということになったわけであります。

全国の多くの寄附者の皆様には心から感謝御礼

を申しあげたいと思います。 

  この額は前年度より約12億円増えたわけであ

りますけれども、主な要因、様々あろうかと思

いますが、一つには、昨年度、一部返礼品を緊

急支援品として取り扱わせていただいたことが

ありました。これが大きい要因の一つではない

かと思います。 

  これは、新型コロナウイルス感染症が全国的

に拡大をして、それに伴って大都市圏で発出さ

れた緊急事態宣言などを受けて、山形県及び本

市においても県外からの誘客イベントの中止、

あるいは不要不急の外出自粛などが要請された

わけでありますので、そうした中で、本市観光

の目玉である観光さくらんぼ園などの観光地、

あるいは市内の宿泊施設、飲食業が営業などを

自粛する状況になってしまったわけであります。

その結果、例年なら寒河江市を訪れていただく

観光客の皆さんや宿泊者の皆さん、飲食店に訪

れる皆さんから購入をいただくはずだった米と

かさくらんぼとか肉とか魚などの寒河江市の特

産品が売れずに残ってしまうということが懸念

されたわけであります。そういったことから、

これをふるさと納税の返礼品で緊急支援品とし

て取り扱ったところであります。その取り扱っ

たところ、寄附額が前年比で約1.3倍となって、

全国の皆さんから多くの支持をいただいたと思

っております。これが大きな一つの要因ではな

かったかと思います。 

  それから、強いて申しあげれば、もう一つ、

２つ目としては、報道にありますけれども、こ

れは寒河江市だけではありませんが、全国的に

コロナ禍によって外出を控え自宅で過ごす機会

が増えて、その結果、自宅においてインターネ

ット等を介して買物などを行う、いわゆる巣籠

もり需要が増えたというその影響などにより、

全国的にもふるさと納税の寄附総額が前年比で

1.4倍になっております。寒河江市におきまし

ても、令和２年の４月に大都市圏を中心にして

緊急事態宣言が出されたわけでありますけれど

も、それ以降、米、乾麺など日もちのする特産

品を中心に寄附額が増えております。去年の４

月から５月の寄附額では、前年度、令和元年度

同月比で約5.1倍ということで、巣籠もり需要

が寄附につながった面があるというふうにも考

えているところでございます。 

  以上であります。 

○國井輝明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 今、市長の答弁にもございまし

たけれども、全国から寄附を本市に頂戴した多

くの皆様の御厚意に心から御礼を申しあげたい

と思います。 

  今ほどのお話にもございましたとおり、令和

２年度、全国のふるさと納税実績は約6,725億

円と、市長の答弁のとおり約1.4倍、件数で

3,489万件、約1.5倍という驚異的な伸び率とな

ったようでございます。 

  令和２年度のふるさと納税寄附額56億円は、

先ほどの答弁にもございましたとおり、コロナ

の経済対策や全国的な巣籠もり需要等、特殊な

状況があり大きな伸びとなったと私も思ってお

りますが、本市における当初予算の寄附額は18

億円となっており、これは市長がよく言ってお

られる、ふるさと納税を当てにした予算編成で

あってはならないという意味合いもあってのこ

とと推察しているところでありますが、現場の

目標数値としては、本市の返礼品の状況等を勘

案すると40億円前後が妥当ではないかと考えま

すが、市長の見解を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おかげさまで寒河江市のふるさ

と納税、平成30年度は35億円、令和元年度は44
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億円、令和２年度は56億円ということで、ここ

最近は特に伸ばさせていただいて、東北でも東

北一ということで実績を積ませていただいてい

るわけでありますけれども、先ほど、緊急支援

品を取り扱った返礼品が大きく伸びたという一

因ではないかと申しあげましたが、緊急支援品

の実績というのは約11億円ございます。そうい

う意味で、それを除きますと、56億円から引き

ますと45億円となるわけであります。その数字

は令和元年度の40億円、44億円と同程度の額に

なるというふうに、数字上はそうなっていくわ

けであります。 

  ただ、やっぱり先ほど御指摘ありましたとお

り、これ毎年毎年どの程度になるかというのを

想定しながらというんですかね、想定はするわ

けでありますけれども当てにしてはいかんと

我々も思っていますので、予算的には、今回補

正を出させていただきましたが、今年の場合で

すと28億円が当面の今年度の目標というふうに

しています。 

  ただ、農作物が寒河江市の場合は大変多いと

いうことになりますので、農作物というのはあ

る程度、今年みたいにさくらんぼが不作である

という場合は別ですけれども、１年間に取れる

量というのはある程度分かるわけですね。です

から、それが全部ふるさと納税でお買い上げい

ただいた場合を想定すると、大体どのくらいの

額が納税として集まるのかというのが想定でき

る。ところが、製品、農作物以外の製品で、作

れば作れるほど量が増えていくというもの、例

えば工業製品なんかもそうですけれども、例え

ば乾麺でありますとかお酒でありますとかとい

うのは、量が作れば作るほど製品としてはある

わけでありますので、需要があればそれだけ売

れていくという部分がありますから、そういう

ことをどのくらいの消費が、ふるさと納税が確

保できるかというのはなかなか想定難しいんで

すけれども、寒河江市は農作物が中心のふるさ

と納税の商品、製品でありますので、ある程度

実力というんですかね、寒河江市の持っている

ふるさと納税の力というのを想定できるという

ふうに今思っています。ですから、そういう農

作物を中心にしたふるさと納税の場合は、御指

摘にもありましたとおり、40億円、あるいは去

年の場合の五十何億円、40億円から50億円ぐら

いが今の寒河江市の返礼品の場合の納税額の寄

附額として想定できるのではないかと思ってい

ます。 

  我々としては、ただ、昨日なんかもテレビで

やっておりましたが、何で寒河江市だけが多い

んだというような御指摘を受けるわけでありま

すけれども、それはやっぱりあと関係する農家

の方あるいは事業者の方が真摯にすばらしい返

礼品と申しましょうか、そういう商品を作って

いただく、それを寄附をしていただく方が理解

していただいて、リピーターが増えていく、逃

げていかないという状況の中で、こういう、こ

れまでの長年というんですかね、ふるさと納税

制度ができてからの努力のたまものというんで

すかね、そういう努力の結果ではないかと思っ

ているところであります。 

  これからも様々新しい返礼品なども開発をし

ながら、事業者の皆さん、協力者の皆さんと連

携をしながら努力していきたいと考えておりま

す。 

○國井輝明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 答弁を頂戴したわけですが、私

が１問で40億円という数字を挙げさせていただ

いた私なりの根拠ですが、令和２年度の寄附額

56億円、全国平均の伸び率1.4と。56億円を1.4

で割ると約40億円というようなことで、全国的

な特殊事情を勘案して私なりに考えた数字であ

ります。 

  総じて市長の答弁をお聞きしますと、必ずし

も毎年目標額を決めて募っているということで

はないんだというような答弁であったかという
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ふうに理解をしておりますが、関係者からすれ

ば、ある程度の目安をつくることで緊張感も出

てくるのではないかなというようなことを思っ

た次第です。 

  また一方で、数字ばかりを気にし過ぎて、無

理をし過ぎることで、これまで築き上げてきた

多くの寄附者との信頼が失われるような結果と

なっては本末転倒になってしまうのではないか

と。具体的に申しあげるならば、先ほどの答弁

にもございましたが、今年のように、これまで

経験したことのないような凍霜被害等々が発生

すれば、当然のことながら返礼品の品質、数量

等に大きな影響が出てしまうわけで、こうした

場合、たとえ寄附額が増加傾向にあっても、信

頼関係を大切にし、長い付き合いを寄附者とさ

せていただくことを考えれば、勇気を持って返

礼品完売としなければならないこともあるので

はないかと。令和２年度56億円と、市税全般を

上回るこの驚異的なコースレコードをたたき出

した。この実績は誠に喜ばしい限りながら、市

の将来を考えるとき、数字は仮に下がったとし

ても、寒河江ブランドの返礼品が安定した評価

を得、末永い安定した自主財源となることが私

は望ましいのではないかというような趣旨でこ

の質問をさせていただきました。 

  次に、今後の課題について伺います。 

  私なりに考えますに、これまで本市のふるさ

と納税は、言わば追う立場であったのではと思

っております。今後は、他の自治体からすれば

本市は追われる立場になってきていると思われ

ますが、市長を先頭に生産者をはじめ多くの関

係者の御協力の下、ここまで来ていると思いま

すが、長年にわたり本市の発展のため寄附を頂

戴している方々との絆を大切にしながら、末永

いお付き合いをお願いしたいものです。 

  そのためには、何点かの課題があると思いま

す。 

  一つには、システムの構築が挙げられると思

います。どの納税者にどの生産者の返礼品が届

けられているのか、クレームの問合せがあった

場合、すぐに分かるような体制、言わばトレー

サビリティーのような体制。また、寄附者につ

いての情報も瞬時に調べられる、本市にどれく

らいの寄附額を頂戴しているのか、住所はどこ

の方なのか、また、これまでの付き合いの内容

やクレーマー的な情報等を瞬時に把握できる体

制を構築することで、クレーム対応時において、

より適切な判断としっかりとした対応が可能と

なると考えます。また、生産者の方々に対して、

より適切で具体的な対処を要請できるのではと

考えます。 

  デジタル社会の到来と言われる時代、システ

ム改革に早急に取り組むべきと考えます。アフ

ターコロナの時代に先駆け、進めるべきと考え

ますが、市長の見解を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在、寒河江市で使用しており

ますふるさと納税のシステムというのは、寄附

者と返礼品及び配送を一括で管理するふるさと

納税管理システムレジホームで管理をしている

状況になっております。市内の各協力事業者の

皆さんとシステムを共有して運用しているとこ

ろであります。 

  ふるさと納税の受付から返礼品の発注などの

事務については、御案内のとおり、市が業務委

託している寒河江市観光物産協会が窓口となっ

て、返礼品管理と協力事業者への発注を手がけ

て、配送管理などを含めて行っているわけであ

りまして、円滑に業務が進んでいるというふう

になっております。 

  柏倉議員御質問のクレームなどに適切に対応

するトレーサビリティーを含むシステムなどに

ついては、クレームなどの履歴管理が一目で分

かるように、寄附者ごとに一元化して情報共有

をしている状況であります。クレームなどの処

理については、これも観光物産協会が窓口とな
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って寄附者の苦情などを解消する対応を取って

おって、クレームなどが出ないよう、返礼品の

品質保持、確保、それから事業者への指導も行

ってもらっているところであります。 

  今後のこのトレーサビリティーを含むシステ

ムなどの見直し、それから再構築などに関して

は、返礼品がまだ届かないとか、配送品の連絡

がないなどという、管理システムに起因するク

レームについて、できるだけ生じさせないよう

にしていくのは当然でありますけれども、御案

内のとおり、先ほども申しあげましたが、寒河

江市の場合クレームなどが生じやすい農産物を

多く取り扱っているわけでありますので、その

品質確保に向けて、生産者と返礼品をひもづけ

て管理することなど、現在のふるさと納税管理

システムのスペックを生かし、改良しながら対

応していきたいと思っているところであります。 

  そして、この寄附をいただいた皆さんの寄附

の履歴あるいは状況などをタイムリーに把握で

きるシステムの構築に向けてさらに整備を進め

て、スムーズな処理を心がけていけるように体

制を整備したいと考えております。 

○國井輝明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 既にシステムは導入していると

いうようなことで、安心をさせていただきまし

た。私もぜひ機会を見つけて、ふるさと納税管

理システムレジホームですか、ぜひ視察などさ

せていただきたいなと思って答弁を伺っており

ました。 

  私がこの質問をさせていただいたのは、新た

な寒河江市のファンを開拓したり、寄附者との

より強い絆で結ばれるためには、ネット上の

メールのやり取りで人と人の絆が強くなるとは

思えないからであります。ましてや、コロナ禍

にあってほとんど人と人とのコミュニケーショ

ンを取ることは至難の業となっている状況であ

ります。 

  では、どうすればこちらの誠意が伝わるか。

一番いい方法は、直接顔を合わせて、お互いが

顔と顔を見合わせながら話を進めることが絆を

深める一番の近道と。当たり前のことですが。

ただ、物理的に不可能なわけで、となれば、形

のある行動を心がけるしかないと思います。答

弁にもございましたとおり、約束をきちっと守

る、良い返礼品を届ける、寄附者の要望をしっ

かりと把握すると。それをするための手段を整

えることが絆を深めることにつながると。その

ように考えて、この質問をさせていただきまし

た。 

  次に、ふるさと納税は受付サイトが大変重要

な役割を担うシステムなわけですが、サイトの

追加や、選ばれるための技術的施策も大きなポ

イントと考えますが、今後の対応をどのように

進めるつもりかお伺いをいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今、ふるさと納税のサイトにつ

いては、４つの受付サイトを活用しております。

ふるさとチョイス、楽天、さとふる、そしてふ

るなびという４つであります。 

  寄附金を頂く、さらに増やしていくためには、

議員御指摘のとおり、返礼品のラインナップと

同時に、受付サイトの数や魅力的な商品の映像、

それから分かりやすい説明といったところのＰ

Ｒが重要であるというふうにも認識をしており

ます。 

  その受付サイトについては、令和２年度にお

いては５つ、４つでなくて５つの受付サイトを

設けておりましたけれども、費用対効果の観点

から、費用に見合った寄附をいただけなかった

サイトもあったことから、１つ減らして今は４

つにしているという状況であります。 

  しかし、今、この４つ以外の受付サイト以外

のサイトなどにおいても、全国の寄附者の閲覧

状況、それからサイトの魅力、その費用対効果

なども分析をさせていただいて、適切なサイト

の追加なども今後検討してまいりたいなと考え
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ておりますし、御指摘のとおり、全国の皆さん

から本市の返礼品を選んでいただくための戦略

ということを考えますと、インターネット上、

あるいはさらに、ふるさと納税を特集するよう

な雑誌などの広告媒体などにおいても、機会を

捉えてＰＲをしていくということも必要だと思

います。 

  いずれにしても、寒河江市の宝、いろんな返

礼品の宝というものをこれまで以上に理解して

選んでいただけるような魅力的な商品画像、そ

れから説明などを、ページ作りなどを進めて、

継続してリピーターとしてなっていただけるよ

うな工夫をしていく必要があると考えておりま

す。 

○國井輝明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 前問のシステム、あるいは質問

させていただいたサイトといったものは、今ま

さに日進月歩の勢いで日々進化を遂げておりま

す。この部分には、労力、時間、予算と常に投

じておかねば取り残される部分と考えます。十

分な対応をしていただけるよう、観光物産協会

の対応も含め要望をさせていただきます。 

  次に、返礼品について伺います。 

  昨今は、これまでの答弁にもございましたと

おり、どこの自治体も返礼品の魅力アップや新

商品の開発に積極的に取り組んでいるようです

が、本市においても地域活性化につながる商品

開発を進めていかねばならないと考えますが、

市長の見解を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 返礼品の開発というのは、ふる

さと納税の、何ていうんですかね、寄附を継続

してお願いするその肝になるような部分だと思

います。新しい商品を開発して増やしていくと

いうことと、寄附者の皆さんのかゆいところに

手が届くような、何ですかね、工夫というんで

すかね、そういうところもやっぱり大事なので

はないかと思います。 

  寒河江市がこれほど寄附が増えてきた原点と

いうのは、最初はお米ですよね。お米を１俵何

万円ということで寄附を募っていたのを、１俵

では多過ぎるのではないか、１家庭で１俵もら

っても大変なのではないかということで、それ

を20キロに３回に分けて、希望する月に送って

いくという工夫をしたというところがそれこそ

原点になっています。 

  そういう意味で、今どこの自治体もそういう

ことをまねて一緒に同じようなことをやってい

ますから、知恵を出していくということもやっ

ぱり大事。それは我々のほうでもやっぱりそう

いう知恵を出していかなければなりませんし、

また、返礼品自体もいろんな工夫をして、協力

事業者の皆さんから知恵を絞っていただいて、

新しい商品を工夫していただく、地元の商品を

工夫していただくということが大事だと思いま

す。 

  話はちょっと違いますけれども、東京のアン

テナショップというの、山形県のありますが、

そこに行くと、やはり山形の店で売っている量

では東京の人は買わない。やっぱりあっちの人

は電車で移動するので、電車に乗って手提げに

入るような量でないと買わないというわけです。

ですから、３分の１ぐらいの量でないと売れな

いという話も、チェリーランドがあそこのアン

テナショップに入っていますからお話をお伺い

しますけれども、そういう相手の気持ちになっ

ていろいろ商品開発をしていくということが必

要だと思います。 

  現在、寒河江市のふるさと納税では340から

400品目というのが年間の、これも農産物があ

りますから季節によって違いますけれども、こ

のぐらいの品目があります。ところが、全国の

寄附の上位の自治体の返礼品目からすると大分

少ないということですね。上位の、上位がいい

わけではありませんけれども、そういうところ

はいろんな工夫をしているというふうには思い
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ますので、それで、利用者の人も、そういう新

たな寒河江市の魅力というんですかね、寄附者

の人が知らないような新たな寒河江市の特産品

を待っていると思いますから、そういうことを

知ってもらって寄附を募っていくということも

大変大事だと思っているところであります。 

  これは事業協力者の皆さんから御協力いただ

かなければなりませんが、それが全体として

トータルでは市内の産業の活性化に当然結びつ

いていく。あるいは、農産物であっても、さら

にこの生産力を高めていく力になっていくと思

っています。 

  そういう意味で、今、毎月１回、新商品の開

発の打合せ会、会議をさせていただいて、私も

時間あるときには参加させていただくことにし

ているわけでありますけれども、いろいろ事業

者の皆さんも工夫していただいておりますし、

我々もいろんな知恵を出して協力しながら進め

ていくことにしています。 

  そういう意味で、生産者の皆さん、それから

事業協力者の皆さん、それから観光物産協会の

ほうからも、それから行政ということで、力を

合わせて、またいいものを返礼品として開発し

ていければと思っているところであります。 

○國井輝明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 かなり詳細に答弁をいただきま

した。本市のふるさと納税が伸びたトップシー

クレット的なところまで答弁をいただいたわけ

ですが、できるならば山新さんはそこのところ

は出さないでいただければなと。ほかとの競争

にも影響いたしますので。 

  ふるさと納税についていろいろと質問をさせ

ていただきました。私の意図するところはおお

むね御理解をいただいたと思っております。 

  先ほどの答弁にもございましたが、この業務

については、寒河江市観光物産協会に委託をさ

れている部分がかなり多いわけで、協会は一般

社団法人、市の関与というのも限界があるもの

と考えておりますが、昨今、協会は慈恩寺ガイ

ダンス施設の指定管理者、また、ふる納の業務、

また、自主事業もやっておるように聞いており

ますし、観光関係はもとより、四季のまつり

等々、市とは特段関係の深い社団法人でありま

す。 

  こうした幅広い業務内容に対応していただい

ているのは大変ありがたいことでございますが、

先ほども申しあげましたとおり、どこまで市が

口を出せるのかと、あるいは関与できるのかと

いうことは様々かなり難しい点があろうかと思

いますが、業務内容がかなり、急に拡充してい

るというようなことも考えられます。そうした

ことを考えると、何かの機会に協会の組織の拡

充とか強化等々もぜひ頭の隅に置いていただい

て対応していただければなと思います。 

  寄附額について、先ほど市長から詳細な数字

もございました。2016年度には23億円と、2017

年度は16億円、2018年は35億、2019年が44億、

そして昨年56億円と、ここ５年間で174億円と

いう巨額の寄附額となってまいりました。毎年

右肩上がりの傾向にあって、本市に与える功績

は計り知れないものがあると思っております。

自主財源の確保、営農意欲の拡大、数えれば切

りがないくらいあろうと思っております。この

施策に取り組み、これだけの実績につなげたこ

とは、道路を造ったり建物を建設したりと形の

見えるものではありませんが、市長はじめ関係

各位の御尽力に心から敬意を表する次第であり

ます。 

  ただ、あまりに順調に数字が伸びて、市民も

我々議会もそうですが、数字に対して過剰な期

待を持ち始めている気がしてなりません。全国

のトップ５にいる自治体の主力の返礼品は魚介

や海産物、肉といったところで、返礼品のカテ

ゴリー別で、その２つだけで、海産物と肉とい

った２つだけで約50％ということで、本市の主

力の返礼品、米は７位、果物は３番目というよ
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うなことで、本市の返礼品は、市長の答弁にも

ございましたとおり、自然環境に大きく影響を

受けるものであります。また、簡単に栽培面積

を大きく拡大できるものでもないと思っており

ます。 

  こうした状況を踏まえると、そろそろ数字ば

かりを追いかけることよりも、先ほども申しあ

げましたが、数字は下がるようなことがあった

としても、安定した財源となることが望ましい

と考えます。先ほど来の答弁にございましたと

おり、何度も本市に御寄附いただけるリピー

ターとなっていただける関係を数多くつくって

いただける施策の展開を期待したいと思ってお

ります。 

  次に、通告番号10番、令和２年度の決算内容

について伺います。 

  令和２年度は、改めて申しあげるまでもなく、

新型コロナの影響をもろに受けた決算内容とな

ったと思っており、私自身も不安と期待があり、

特別な関心を持って決算書を拝見しました。 

  一般会計において歳出の翌年度繰越額８億

3,000万円、不用額18億3,000万円という大きな

数字となっており、かつてない内容の決算書と

なりましたが、コロナ対応初年度の決算内容に

ついてどのような感想をお持ちなのか、市長の

見解を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 令和２年度の決算の概要という

ことでありますが、御指摘のとおり、令和２年

度、新型コロナウイルス感染症への対応、さら

には７月の豪雨災害などによる例年にない支出

の必要ということが生じた年でありましたが、

歳出決算額は約309億2,400万円ということで、

過去最大規模になりました。中でも新型コロナ

ウイルス感染症対策に要した経費は約60億円に

上っております。 

  また、不用額につきましては、御指摘のとお

り約18億円ということで、昨年比約10億円の増

となっているわけであります。その主な要因と

しては、外出自粛や緊急事態宣言の影響により

事業などが中止になったこと、さらには国の交

付金が計画どおり交付されなかったことなどの

ために次年度以降に事業計画が延期されたとい

うことになっております。 

  また、歳入面でも、税収なども厳しい財政状

況でありました。そのことを踏まえて、令和２

年度の予算執行に当たりましては、各企業会計

の負担金あるいは各種補助金などについて見直

しを図るなどして、歳出の削減にも努めたとこ

ろであります。 

  その結果、各種の財政指標、経常収支比率は

令和元年度比0.4％減の90.5％に、実質公債費

比率は0.2％減の7.5％に、将来負担比率は

11.4％減の8.3％にそれぞれ改善をしたところ

であります。 

  今後も新型コロナウイルス感染症による影響

というのは続いていくということが予想されま

すので、しかしながら、国からの予定されてい

る交付金などは大変不透明な状況だというふう

になっておりますから、効果的な執行によって

歳出の削減を図りながら、より一層健全財政の

維持に取り組んでいくという必要があると認識

をしております。 

○國井輝明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 開会日に代表監査委員から決算

の内容について説明を頂戴しました。総じてコ

ロナ対応初年度の決算内容は安定しているとい

うふうに私はお聞きをしたつもりであります。 

  自分なりに内容について分析をさせていただ

いたわけですが、この類似団体比較カードとい

うのを私なりに活用させていただきました。残

念ながら令和元年度の数字しか私の手に入れる

ことはできませんでしたけれども、経常収支比

率、財政力指数、実質収支比率、公債費負担比

率と実質公債費比率、いずれも同等の自治体、

団体と比較して上回る数字というようなことで、
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心強い限りだなと思っておりました。 

  間もなく学校のあり方検討会の答申も年末に

は出てくるというようなことを聞いております

し、そうなれば、公共施設の見直し計画の検討

が具現化することになろうと思います。また、

現在最重要課題である新型コロナの感染、経済

対策にも当然取り組まねばならないわけで、こ

うした喫緊の政治課題解決に財務内容の安定は

必要不可欠なもので、今後とも健全財政に取り

組んでいただきたいと要望しておきます。 

  次に、財政調整基金について伺います。 

  コロナ対応や災害時における財政調整基金残

高は、不測の事態に対応するための非常に大切

な基金なわけですが、令和２年度末で12億円と

なっており、当初の13億5,000万円からは約１

億3,000万円の減となっていますが、コロナ対

応でかなりの予算を投じて経済対策、感染対策

を実施した割にはまずまずの数字を残していた

だいたなと安堵しておるところであります。 

  今後のコロナ対応や自然災害発生時の重要な

基金である財政調整基金は、本市の場合どのく

らいの額を目標としておられるか、市長の見解

を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 財政調整基金については、今、

柏倉議員の御指摘のとおり、令和２年度末では

12億1,692万3,000円ということで、令和元年度

末と比較すると約１億3,000万円残高が減って

いるわけであります。これは、新型コロナウイ

ルス感染症対策などのために基金を取り崩させ

ていただいて支出したことによってであるわけ

であります。 

  財政調整基金の目標額の御質問でありますけ

れども、必ずしもどのくらいの額が目標である

べきかというのはもちろん示されておらないわ

けでありますが、大体どのくらいの額が自治体

の中で多いのかということになると、一般的に

その標準財政規模の10％から20％の割合が妥当

であると言われています。それからすると、寒

河江市の財政調整基金は11.6％という割合にな

るのであります。標準財政規模が実際の予算規

模よりずっと少ないですから、そういうふうに

なる。そういう意味では、その10％から20％の

間に入っているわけであります。また、県内13

市の中でいくと、割合の高いほうから５番目ぐ

らいですかね、５番目となっています。 

  これちょっと古い平成29年度に総務省が行っ

た調査によると、全国各市町村が保有する財政

調整基金の残高の平均というのが標準財政規模

の約16％であったという結果になっております。

寒河江市はこの平均より下回っていることにな

りますが、もちろんコロナがなかった平成29年

でありますから、そういうこともあるのかなと

いうふうにも思います。 

  11.6％でも昨年のコロナ対策も含めたいろん

な不測の事態にも対応できたということであり

ますので、現在の積立額についてはおおむね適

正な額なのではないかと考えているところであ

ります。 

  東日本大震災で被災をした沿岸の自治体の首

長さんは、やっぱりいざというときはこの財政

調整基金があって何とかしのいだという話をよ

くお聞きいたしましたので、我々もそういう不

測の事態などにも対応できるような額を維持し

ていかなければならないと考えておりますし、

また、先ほど御指摘のありました近い将来予想

される市有施設の老朽化に伴う整備に向けて、

市有施設整備基金などの積み増しもこれから図

っていかなければならないと今考えているとこ

ろでございます。 

○國井輝明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 12億円という残高とはいいなが

ら、今期決算で４億円を繰入れするというよう

なことで、今現在は16億円ぐらいの数字になっ

ておるということですので、まず市長の答弁の

とおり、まずまずの額を残高としてつくってい
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ただいているのかなと思っております。 

  昨年の９月末現在で、本市がコロナ関連に対

応した市単独予算が12億6,000万円。13市の中

で４番目に多い金額でした。当時、１番が鶴岡

市で23億円、２番目が山形市で21億円、３番目

が酒田市で16億円という数字であります。ただ、

人口規模や決算額を加味すると、寒河江市の３

倍、６倍、2.5倍という自治体であります。単

純計算で本市の単独予算を３倍にすると、36億

円の予算を計上したことになります。本市とし

ては大きな金額をコロナ対策に充当していると

自負できると思っておりますが、この時点で鶴

岡市の財政調整基金残高は45億円でした。13市

の中でトップでありました。こうした不測の事

態対応には財調は大切なものと、市長の答弁に

もあったとおり、私も改めて痛感をさせられた

ところであります。 

  そうした意味で、コロナ対策はもとより、先

ほど来、霜の被害等々が話題になっております

が、こうした不測の事態に対応するための財政

調整基金がどうなっているのかというようなこ

とで心配をしておりました。 

  しかしながら、先ほど御答弁をいただいたと

おり、決算額で12億1,000万円と、それでまた、

この決算から４億円繰入れということで、16億

円の残高を持っておるということで、胸をなで

下ろしているところであります。 

  財調の残高というのは、家庭でいうならば定

期預金と同じなわけで、そんなにいっぱいため

てどうするんだということは決してないと思っ

ておりますし、我々が次の時代にバトンタッチ

するときに幾らかでも負担の軽い形でバトンタ

ッチをする、これが我々議場にいる者の使命だ

と考えます。 

  健全財政になお一層取り組んでいただくよう

提言を申しあげまして、質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

 

   散    会    午後２時５３分 

 

○國井輝明議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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令和３年９月８日（水曜日）第３回定例会 

 

○出席議員（１５名） 

   １番  國  井  輝  明  議員     ２番  太  田  陽  子  議員 

   ３番  鈴  木  み ゆ き  議員     ４番  安 孫 子  義  徳  議員 

   ５番  月  光  裕  晶  議員     ６番  後  藤  健 一 郎  議員 

   ７番  渡  邉  賢  一  議員     ８番  古  沢  清  志  議員 

   ９番  佐  藤  耕  治  議員    １０番  太  田  芳  彦  議員 

  １２番  沖  津  一  博  議員    １３番  荒  木  春  吉  議員 

  １４番  柏  倉  信  一  議員    １５番  木  村  寿 太 郎  議員 

  １６番  伊  藤  正  彦  議員 

○欠席議員（１名） 

  １１番  阿  部     清  議員 

○遅刻議員（なし） 

○早退議員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 原 隆 平  副 市 長 

軽 部   賢  教 育 長  設 楽 伸 子  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

武 田 伸 一  企画創成課長  大 沼 利 子  財 政 課 長 

片 桐 勝 元  税 務 課 長  高 林 清 美  市民生活課長 

猪 倉 秀 行  
農林課長（併） 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

 小 林 博 之  商工推進課長 

鈴 木   隆  健康福祉課長  佐 藤   肇  学校教育課長 

○事務局職員出席者 

高 林 雅 彦  事 務 局 長  東海林 茂 美  総 務 主 幹 

兼 子 拓 也  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 
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   議事日程第３号      第３回定例会 

   令和３年９月８日（水）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員は、11番阿部 清議員で

あります。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○國井輝明議長 日程第１、引き続き一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。 

 

 一般質問通告書 

 令和３年９月８日（水）                         （第３回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１１ 

 

 

 

 

 

１２ 

連携中枢都市構想

について 

 

 

 

 

脱炭素社会に向け

た取り組みについ

て 

（１）協約締結後の現在の進捗状況につ

いて 

（２）市民生活への影響について 

（３）24時間健康・医療相談サービスへ

の取り組みについて 

（４）今後の課題について 

（１）「ゼロカーボンシティ」の宣言に

ついて 

（２）排出量、吸収量のバランスについて 

（３）地域の省エネ推進における具体策

について 

（４）個人ができる排出量削減について 

８番 

古 沢 清 志 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１３ 令和２年度寒河江

市歳入歳出決算と

今後の財政運営に

ついて 

 コロナ禍初年度とも言える、令和２年

度の歳入歳出決算を受け、その分析と課

題、また影響がしばらく続くと思われる

ので今後の財政運営について伺う。 

６番 

後 藤 健一郎 

市 長 

１４ 

 

 

１５ 

 

 

寒河江市の安心・

安全に暮らせるま

ちについて 

新型コロナウイル

ス感染症における

緊急経済対策等に

ついて 

（１）防犯カメラ設置状況について 

（２）通学路の防犯カメラについて 

（３）防犯カメラ設置促進について 

（１）第５波到来により再び危機的状況

に直面している市内企業への給付金

等の追加実施について 

（２）「従来型（紙）プレミアム商品

券」発行による全世代対応型消費喚

起策の実施について 

４番 

安孫子 義 徳 

市 長 

教 育 長 

 

市 長 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

農地(耕作放棄地)

での太陽光発電 

ひきこもり対策 

 

教育問題 

（１）支援・助成制度 

（２）蓄電機器への支援 

（１）市内対象者の現況 

（２）対象者への対策 

（１）今春の学力・学習状況調査の結果

と分析 

（２）児童・生徒の学力充実策 

１３番 

荒 木 春 吉 

市 長 

 

市 長 

 

教 育 長 

 

 

古沢清志議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号11番、12番について、

８番古沢清志議員。 

○古沢清志議員 おはようございます。一般質問

２日目の第１番目に、寒政・公明クラブ、古沢

清志でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

  今年も水害による被害が九州地方及び中国地

方、また広い範囲において起きてしまいました。

被害に遭い亡くなられた方にお悔やみを申しあ

げますとともに、被害に遭われた方に心からお

見舞いを申しあげます。 

  ９月３日の一般質問で太田陽子議員が防災士

について質問されておりましたが、市内には70

名の防災士がいる旨の答弁がございました。私

も2019年に防災士の資格を取得し、それを契機

に自身の居住地において自主防災組織を立ち上

げ、避難訓練、消火訓練、安否確認、また市の

危機管理室から専門員を招いて防災の研修等を

行い、自分でできる範囲で防災に関して活動し

てまいりました。 

  令和元年12月定例会におきまして、私は中央

工業団地の避難場所について質問させていただ

きましたが、そのとき市長からは、創価学会寒

河江会館も中央工業団地内にあるので、ぜひ一

時避難所として提供していただきたい旨の答弁

をいただき、以来、私も何とか一時避難所にで

きないかと創価学会と話を重ねてまいりました。

初めは学会側も自主防災組織と協約を結ぶとの

ことでなかなか進展しませんでしたが、防災危



 - 70 - 

機管理課長から様々な情報や御指導を受けまし

て、やっとこのたび、災害時における指定緊急

避難所として、創価学会から大規模地震等の災

害時における創価学会寒河江会館施設の一時避

難所使用に関する申合せ事項確認書に協定を結

び、晴れて市指定の避難所として利用できるよ

うな運びとなりました。 

  防災危機管理課長からは、館内も視察してい

ただき確認していただきました。収容人数は、

コロナ下でもあり、安全確保を保ち100名、そ

の他救援物資の保管室、台所や洗濯場所、駐車

場は98台と、避難所としては適切な内容の施設

と感じております。使用することがないように

と思うばかりですが、危機が生じた場合は利用

していただきたいとのコメントをいただきまし

た。 

  前置きが長くなりましたが、通告に従い一般

質問させていただきます。 

  通告番号11番の連携中枢都市構想について質

問させていただきます。 

  連携中枢都市構想は、人口減少・少子高齢社

会へ向かっていく中、地域において相当の規模

と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町

と連携し、コンパクト化とネットワーク化によ

り一定の圏域人口を有し、活力ある社会経済を

維持するための拠点の形成を目指すものとあり

ます。市町同士が連携して、経済の活性化や都

市機能の強化、生活サービスの向上を図ること

を目的に形成する圏域です。圏域の中心都市と

近隣の市町との間で連携協約を締結し、それに

基づいて連携した取組を行うものとして、圏域

で約55万人が暮らしております。 

  令和２年第１回定例会におきまして國井議員

が連携中枢都市構想について一般質問しており

ますが、あのときはまだ山形市も中核都市の宣

言をしたばかりで、概要がよく分かりませんで

した。あれから大分時間もたっており事業も進

んでおられると思い、質問させていただきます。 

  現在は尾花沢市、大石田町も参加され、７市

７町まで参加自治体が増え、連携中枢都市構想

の考え方やメリットの多さを感じます。連携協

約の締結について現在の進捗状況を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  古沢議員からは連携中枢都市圏構想について

御質問いただいておりますが、その前に、災害

時のための避難所開設などについて大変御尽力

をいただいたこと、心から感謝御礼を申しあげ

たいと思います。 

  さて、御質問の連携中枢都市圏への参画とい

うことについては、去年の１月９日に山形市と

連携協約を締結して、そしてその４月より御案

内のとおり６市６町での連携事業を開始したと

ころであります。 

  事業開始に当たっては、圏域の将来像や具体

的な連携事業などを定めるために、６市６町で

協議をして、そして山形連携中枢都市圏ビジョ

ンというものを策定して取組を進めているとこ

ろであります。取組の期間も令和６年度までの

５年間とさせていただいているところでありま

す。 

  そして、目指すべき将来像ということでは住

民一人一人の暮らしを支える３つの目標という

ものを掲げているところでありまして、１つ目

は誰もが安心して快適に暮らせる圏域、２つ目

はゆとりや心の豊かさにあふれる圏域、３つ目

は夢と希望を持って生き生きと暮らせる圏域と

いう３つの目標を掲げているところでありまし

て、いずれも生活の質の向上、それから経済の

維持発展を図るということで大変重要な要素に

なっているところであります。 

  そして、具体的な連携事業としては、大きく

３つの分野に分かれるかと思いますが、特産品

の販売拡大などを図る経済成長の分野、それか

ら市町をまたぐ公共交通の在り方の検討などを

行う都市機能の分野、そして３つ目は移住定住
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促進のための共同での情報発信などを行う生活

関連サービスの分野ということで、それだけで

はありませんが、33の連携事業としてスタート

したところであります。 

  そして、先ほど御案内ありましたが、今年の

１月には新たに尾花沢市、大石田町が連携協約

をそれぞれ締結をして、今、７市７町の連携形

成と拡大をしているところであります。 

  そして、具体的な連携事業についても、先ほ

ど申しあげましたほかに、学校給食用炊飯施設

の建設でありますとか病児・病後児保育施設の

広域利用など９の事業を加えて現在42の事業と

なって、連携分野の広がりを見せているところ

であります。 

  寒河江市といたしましては、今後におきまし

ても活力あふれる圏域づくりに向けて鋭意取組

を推進してまいりたいというふうに今考えてい

るところでございます。 

○國井輝明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ただいま市長の答弁で42の事業

が展開されているということをお聞きしまして、

大変いろんな面でもう進んでおられるんだなと

いうことを実感いたしております。ぜひ今後も

進めていただきたいというふうに思います。 

  私も連携協約を聞いたときは、寒河江市のふ

るさと納税のような実績のある事柄を持ってい

かれるのではないかと危惧しておりましたが、

市長答弁では、ふるさと納税の返礼品としてパ

イを取られるという考えではなくて、パイを増

やすという考えに立つべきであるとの答弁を以

前にいただきました。そのかいあってか、昨年

は納税額が56億円を超えるほどの納税をいただ

き、また山形市も県内第２位と躍進するなど、

お互いに相乗効果があったのでしょうか。 

  こういう事柄を踏まえまして、連携協約の締

結が市民生活にどう直結していくのかお伺いい

たします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この連携協約締結の目的という

のは、生産性あるいは経済効率に関してスケー

ルメリットを生かして、市民の暮らしをよりよ

くして魅力ある圏域を形成するということにあ

るわけでありますので、参加する市町がお互い

に利益を享受できる関係であることが前提条件

になるわけであります。 

  したがいまして、各種の連携事業の協議のテ

ーブルに着いてからでも、事業の推進によって

市民に不利益を及ぼすことが危惧されるなどと

いう場合には、前の状態に、従前に戻すという

ことも可能になっているところであります。地

方自治法の規定によってそういうふうになって

いるというところであります。 

  連携事業については、先ほども申しあげまし

たが、経済関連の分野、都市機能の分野、さら

には生活関連サービスの分野をはじめとして多

岐にわたっているわけでありますが、どれも市

民生活に影響する事業となっておりますので、

その推進によってこれまで利用できなかったサ

ービスが利用できるようになっていくというこ

となど、寒河江の市民の生活のサービス向上に

おいては大変プラスに作用する面が多いものと

いうふうに考えております。 

  したがって、42事業ということを申しあげま

したが、それぞれの事業について寒河江市とし

てのメリットをしっかり分析、検討しながら、

お互いにウィン・ウィンの関係が構築できるよ

うに今後さらに協議を進めてまいりたいという

ふうに考えているところであります。 

○國井輝明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 山形は、村山盆地はどちらかと

いうとコンパクトなまちが点々とそろっており

ますので、私はこの連携協約が非常に有意義に、

有効に進んでいけるんじゃないかなという気が

しております。 

  山形市、山辺町、中山町では広域行政に取り

組んでいますが、24時間健康・医療相談サービ
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スがあります。119番に迷ったときに受けられ

るサービスとして、病院に行ったほうがいいの

か、また、家族の健康状態が気になる方や、救

急車を呼んだほうがいいのか、また、けがをし

たけれども応急手当てはどうするのかなど、健

康・医療相談が気軽に電話で相談できる非常に

よいサービスだと思います。 

  コロナウイルス感染の収束も見えない中、医

療機関に行ったほうがよいのか、また、医療費

削減にもつながると思いますが、連携協約を機

に寒河江市も参加できないのか伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま御質問ありました24時

間健康・医療相談サービスについては、連携事

業の一つとして現在協議を進めているものでご

ざいます。 

  この事業については、先ほど御紹介ありまし

たが、住民の皆さんが安心して生活をできるよ

うに、医師や看護師などの専門スタッフが24時

間体制で住民の方が抱える不安や体調不良時の

対応、そのほか様々な相談を受け付ける健康・

医療相談サービスを実施するということになっ

ているわけであります。相談の内容によって救

急搬送が必要と判断されれば119番に転送され

るというものでありまして、迅速な対応が可能

なシステムで運用されているというふうに聞い

ております。 

  この事業については、住民の命、それから安

全・安心に関わる重要な分野だというふうに思

っておりますので、現在は、先ほどありました

が、山形市と山辺町と中山町で運用されている

サービスでありますが、これを圏域を拡大して

広く寒河江市民も享受できるように、住民の不

安解消につながるように、この連携事業の早期

実施に向けて協議を進めていきたいというふう

に考えているところであります。 

○國井輝明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 私ごとではありますが、私も子

育て世代のときに子供を医者に連れていったら

「こんなんで来なくてもいいんだ」とかとちょ

っと大きい声で医者から言われたりして、相談

をする間もなく、やっぱり医者にかかったほう

が早いんだべなと思いまして連れていったら医

者からそんなことを言われたものですから、山

形近辺ではこういうふうな事業が進んでいるん

だなと思いまして、ぜひ寒河江でもお願いした

いなと思っていたところでした。市長の答弁で

は今後実施に向けた方向性でやっていくとお聞

きしまして、心強いなという感じがいたしてお

ります。ぜひ今後頑張っていただきたいと思い

ます。 

  税金を有効に活用し、無駄なものはつくらな

いことがこれからも進む道と考えますが、財政

措置も含め、今後の課題としてどういうことが

挙げられるのかお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど来申しあげておりますけ

れども、現在42の事業の連携協議を実施してお

りますので、それぞれの協議が調うということ

になれば市民が新たなサービスを利用できると

いうことになって、大変市民生活に安心、それ

から潤い、活力をもたらすものだというふうに

期待をしているわけでありますが、この連携事

業をスムーズに実施していくためには、国から

の交付税措置などがあるわけでありますけれど

も、その経費については各市町における費用負

担ということが課題として挙げられてくるとい

うふうになろうかと思います。当然といえば当

然かもしれませんが、挙げられております。 

  各市町では、費用対効果というものを十分踏

まえていくということは当然でありますけれど

も、それが適正な負担割合ということになって

いかなければならないというふうにも思ってお

ります。そういうことからして、ほかの市町の

考え方などにも十分寄り添いつつも、より客観

性を持った判断基準が必要でないか、そういう
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ことによってスムーズに事業が展開していける

ことになるのではないかということで今考えて

いるところでございます。 

○國井輝明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 市長からも今、費用負担の割合

がやっぱり課題だと、そういうことをおっしゃ

っておりましたが、やはり私も気にしておりま

したが、連携協約によって経費が削減できるか

らこそこういう事業ができるのかなと思います

ので、どうか頑張っていただきたいというふう

に思います。 

  次に、通告番号12番の脱炭素社会に向けた取

組についてお伺いいたします。 

  世界的に進行している気候変動を食い止める

べく、多くの国や企業が環境問題の解決に取り

組む一方で、日本ではゼロカーボンシティを宣

言して温暖化対策に乗り出す都道府県や市町村

が日に日に増えています。 

  ゼロカーボンシティの定義としては、2050年

までにＣＯ２（二酸化炭素）の排出量を実質ゼ

ロにすることを目指す旨を、首長もしくは地方

公共団体から公表された都道府県または市町村

のことをいうとあります。 

  世界的に猛暑や豪雨災害をもたらしている気

候変動、今年８月の九州地方や中国地方にもた

らされた豪雨災害も地球温暖化による気候変動

の関連であると思います。これからも温暖化の

原因となる二酸化炭素の排出量で上位を占めて

いる日本など５か国が、排出規制などの取組を

もっと強化すべきであるということで名指しさ

れました。毎年起こってくるゲリラ豪雨、また

猛暑についても、国民一人一人、市民一人一人

がふだんの生活について、行政だけでなく市民

も一緒になって取り組まなければならない問題

だと認識しております。 

  2021年７月30日時点で、本市としてまだゼロ

カーボンシティを宣言されておりません。県と

しては宣言されておりますが、まだ11の市町し

か宣言されておりません。本市として今後宣言

されるのか伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 近年、地球温暖化が原因と見ら

れる気候変動の影響から自然災害が頻発をして、

強く危惧される状況であります。地球温暖化対

策については、議員御指摘のとおり喫緊の課題

というふうに考えております。 

  御質問のゼロカーボンシティにつきましては、

自治体が国の脱炭素社会を目指す動向に呼応し

て全国的な広がりを見せているわけでありまし

て、県内でも、先ほどありましたが、県をはじ

め各自治体で取組を進めているところでありま

す。６市５町ということで11の自治体というこ

とでありますが、本市における脱炭素社会に向

けた取組ということについては、新第６次振興

計画の中で、ゼロカーボンシティの実現に向け

て省エネルギー活動や再生可能エネルギーの普

及拡大を図るという重点目標を掲げているとこ

ろでありますが、これまでも再生可能エネルギ

ー設置導入への支援でありますとか、今年度は

新たに環境問題に関心を持っていただくために

小学生に対して環境教育の実施などを行ってい

るところでございます。 

  市といたしましては、カーボンニュートラル

の目標達成に向けて、2050年までに二酸化炭素

の排出を実質ゼロにする具体的な施策などの取

組を推進するために、今年度中のゼロカーボン

シティの宣言を目指しているところであります。

その上で寒河江市環境基本計画及び寒河江市地

球温暖化対策実行計画を見直しをして、新たな

施策や指標を策定してまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

○國井輝明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 市長答弁として今年中に宣言さ

れるというお話を聞きまして、大変心強いなと

いう感じがいたしております。ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。 
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  実質ゼロとは、地域内で出る二酸化炭素の排

出量と森林等の吸収源による除去量が均衡を保

たれている状態のことであるそうです。市内に

は、中央工業団地内にある企業も多く存在する

反面、葉山までに及ぶ広大な森林も存在いたし

ております。市内における工場や会社等、二酸

化炭素を多く排出している事業所には規制が及

ぶのか、経済活性化を中心に、排出量、吸収量

も含めた二酸化炭素のバランスを本市ではどう

認識しておられるのかお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 カーボンニュートラルの実現に

は、議員御指摘のとおり、温室効果ガスの排出

量と森林などによる吸収量を均衡させるという

ことが必要であるわけであります。 

  令和２年３月改定の寒河江市地球温暖化対策

実行計画のデータでは、本市の温室効果ガス排

出量は年間31万8,000トンであります。対する

森林による二酸化炭素吸収量は１万6,000トン

というふうになっているわけであります。森林

面積が市全体の半分を超える寒河江市におきま

しても、二酸化炭素の吸収量については排出量

の約５％にとどまっているというのが現状であ

ります。 

  省エネルギー対策やリサイクル活動の推進な

ど、温室効果ガスの排出量を大幅に削減してい

く取組をさらに加速化していくことが重要であ

るというふうに考えております。 

  また、吸収量につきましても、二酸化炭素の

吸収機能を十分に発揮させるためにも、森林の

保全、さらには適正管理等をさらに推進をして、

カーボンニュートラルの実現に向けてより一層

努力していかなければならないというふうに考

えているところでございます。 

○國井輝明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 今、市長から排出と吸収の両方

の数字を出していただきましたが、やはり排出

がかなりの量で多いと。やっぱりそういうふう

なことを考えますと、今後企業にも、排出を避

ける手だてといいますか、税金とかそういった

ものに対してお金がかかってくるのかなという

ことを心配しております。できるだけ排出を少

なく吸収量を多くしたような、バランスの取れ

た地域にしていきたいものだなという考えでお

ります。 

  ゼロカーボンシティの実現に向けた取組とし

て、カーボンニュートラルに向けた地域主導の

再生可能エネルギーのさらなる拡大、地域の省

エネ推進などが挙げられております。何か具体

策はお考えでしょうか、お伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 省エネルギー活動の推進につき

ましては、新第６次振興計画の中の地球温暖化

防止に取り組むまちづくりにおいて施策の一つ

として掲げているわけでありますけれども、寒

河江市におきましては、温室効果ガス排出量の

約７割を家庭生活、それから職場活動、輸送業

務における車両使用が占めている状況になって

おります。また、全国平均値と比較しますと一

般家庭からの排出が多い傾向になっているわけ

でありますので、各家庭で省エネルギー活動に

ついて取り組むことが温室効果ガスの効果的な

削減につながっていくというふうに考えており

ます。 

  こうしたことを踏まえて今後、議員からは事

業者などもというお話もありましたが、市民の

皆さん、それから事業者の皆さん、行政が共通

認識を持って、全体として連携しながら取り組

んでいくことが必要だというふうに考えており

ます。そういう意味で、現在実施をしている再

生可能エネルギー設備の導入でありますとか集

団資源回収活動への支援などのほかに、より一

層省エネルギー対策あるいはリサイクル活動の

普及促進に取り組む必要があるというふうに考

えております。 

  今後、温室効果ガスの削減を推進するために、
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太陽光発電システムと連携をして、今話題にな

っている、電気自動車への蓄電と住宅への電力

供給が可能なＶ２Ｈ機器などの新しい設備・機

器導入への支援などについても検討を進めてい

っているところであります。こういう新しい事

業については他の自治体でも先進事例などもあ

ろうかというふうに思いますので、そうした取

組などを十分参考にしながら、しかも寒河江市

に適した事業などについて研究して進めていき

たいというふうに考えております。 

○國井輝明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 やっぱり私も、電気自動車とか

二酸化炭素を出さない取組としてやっぱりまだ

まだあるのではないかなという考えがいたして

おります。いろんなことを検討していただいて、

出さないような社会づくりにしていきたいと思

います。 

  先ほども申しあげましたが、市民一人一人も

意識を持って生活をしていただきたいと思いま

すが、具体的にはどういったことをすれば排出

量削減に貢献できるのかお伺いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 一人一人、個人でもできる排出

量削減ということについては、国のほうで環境

省においても、クールチョイスということで脱

炭素社会づくりに貢献する省エネ製品への買換

えでありますとか、あるいは、電気の使用量が

リアルタイムで分かる省エネあるいは節電を計

画できるスマートメーターなどというものがあ

って、そういうものを活用していくこと、さら

には、今は一般的になりましたが、クールビズ

とかエコドライブといったライフスタイルの選

択などということですね、あらゆる地球温暖化

対策に資する賢い選択をしていこうという取組

が環境省のほうで進めているところであります

ので、寒河江市におきましても、こうした取組

を周知、推進していきながら、省エネルギー活

動の実践、それから温室効果ガスの排出量削減

を図っていきたいということで考えております。 

  さらに、先ほど御紹介申しあげましたが、今

年度は、市内の小学校４年生の児童の皆さんか

ら地球温暖化対策について考えていただこうと

いうことで、こどもエコチャレンジというタブ

レット端末を利用した参加型の啓発活動を実施

しているところでございます。内容としては、

家庭でできる省エネルギー行動に対してその効

果に応じてポイントを付与して、自分の省エネ

ルギー行動がどれだけ温室効果ガスの削減に役

立っているかを実感してもらうという取組でご

ざいます。そういう事業を展開しながら、その

効果なども検証していきたいというふうに思っ

ております。 

  それから、先般の８月５日号の市報では、省

エネルギーやＳＤＧｓについて関心を持ってい

ただくために、脱炭素社会を目指してというこ

とで特集を組まさせていただいているところで

あります。そういった意味で市民の皆さんにも

周知を図っているところであります。 

  御指摘のとおり、一人一人が省エネルギーに

心がけて、地球温暖化防止に対する意識をさら

に持っていただけるよう、これからも様々な媒

体などを通して積極的に取組を進めていきたい

というふうに考えております。 

○國井輝明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 市長から、こどもエコチャレン

ジと、小学生に向けて教育を今からしていくと

いうふうなことをお聞きしまして、非常に大事

なことだなと、小さい頃から省エネ、エコを考

えながら生活していくことは本当に大事なこと

じゃないかなというような感じがいたしました。 

  排出量削減については機会あるごとに周知を

していただき、カーボンニュートラルに向けた

都市として、一波が万波となり社会に貢献する

ものと確信いたします。そして、住みよい社会

を後世に渡していきたいと思います。 

  以上で一般質問を終了いたします。ありがと
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うございました。 

 

後藤健一郎議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号13番について、６番後

藤健一郎議員。 

○後藤健一郎議員 ８月30日、文化センターでコ

ロナの集団接種を受けました後藤健一郎です。 

  昨日ニュースで流れて非常にびっくりしまし

て、ただ、内容がシールの貼り間違えというこ

とで、異物混入等ではなくてほっと胸をなで下

ろした次第であります。これだけの人数、そし

て大規模で迅速にということで前代未聞の状態

ですから、非常に御苦労も多いかと思いますが、

健康、安全に関わることですのでより丁寧に今

後も進めていただければと思います。 

  さて、その新型コロナウイルス感染症、以下、

新型コロナと略させていただきますけれども、

新型コロナの感染拡大は医療や経済だけにとど

まらず、広く社会全体に多大な影響を与えてお

ります。 

  感染が確認されました昨年度初冬のウイルス

と、現在流行しているデルタ株とでは全く違う

ウイルスだという認識を持ったほうがいいとい

う医療関係者もいるぐらい変異しており、度重

なる感染拡大の波に対してその最前線に立ち、

対応や蔓延防止のために懸命に取り組んでいら

っしゃる関係者各位に敬意を表します。 

  また、新型コロナは、私たちの生活だけでは

なく、行政分野でのデジタル化、オンライン化

の遅れなど我が国が抱える様々な課題を明らか

にいたしました。この課題と対策については、

さきの６月の定例会にて一般質問させていただ

いた次第であります。 

  今直面している様々な問題を当局、議会、市

民の皆さんとで共有し、力を合わせて乗り越え

ていきたいと願い、以下、通告に従い質問をい

たします。 

  今回、同様のテーマで先日柏倉議員が一般質

問していらっしゃいますので、重複する部分の

質問は省略させていただき、意見だけ述べさせ

ていただく部分もございますので、あらかじめ

御了承ください。 

  それでは、令和２年度寒河江市歳入歳出決算

に新型コロナはどのような影響を及ぼしたのか

をお尋ねいたします。 

  今議会で審査されます令和２年度寒河江市歳

入歳出決算。昨年３月30日に山形県で初めての

新型コロナ陽性判明者が確認されたことから、

令和２年度は類を見ない地域経済活動の停滞か

ら始まり、感染防止対策や経済活動支援のため

の臨時的な支出も必要になったことから、自治

体にとっては収入減と支出増の二重苦となる財

政的に非常に厳しい、言うなれば新型コロナ初

年度になりました。 

  先日の柏倉議員の一般質問で決算の概要につ

いて市長から御答弁いただいておりますが、少

しまとめさせていただきますと、新型コロナと

７月豪雨被害より歳出は過去最大規模の約309

億2,400万円、中でも新型コロナ対策に要した

経費は約60億円に上ったとのことでした。 

  以上が歳出面での主な影響ですので、私は歳

入面での影響について伺いたいと思います。 

  令和２年度の一般会計決算において財源全体

の16.1％を占める市税は前年度対比0.7％減少、

うち市税の39.5％を占める市民税は、個人分が

0.2％、法人分が20.1％それぞれ減少とのこと

でした。６月定例会で渡邉議員が行った一般質

問への答弁では、令和２年度における寒河江市

内法人の解散・閉鎖件数は18件あったものの、

前年度より４件少なく、企業の倒産は確認され

ていないとのことでした。企業の倒産もなく、

前年度よりも少ない解散・閉鎖件数から勘案し

ますと、この20.1％という数字は非常に乖離が

あるなというふうに感じるんですが、この法人

市民税の減少をどのように分析し、そしてどの
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ような課題があると捉えていらっしゃるのか伺

います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 令和２年度の法人市民税の決算

ということでありますが、約２億8,000万円と

いうことで、令和元年度と比較をしますと約

7,000万円、後藤議員御指摘のとおり約20.1％

減少しているわけであります。 

  この減少の理由あるいは内訳ということにな

るわけなんですけれども、実は令和元年10月よ

り法人税割額の税率が11.9％から8.4％に引き

下げられております。その引き下げられたこと

による減少というのが約3,500万円分ありまし

た。そのほか、御指摘のような新型コロナウイ

ルス感染症の影響によると見られる減少、それ

から徴収猶予が合わせて約3,500万円というふ

うに、7,000万円のうちは大まかに言うとそう

いうことになっているわけであります。 

  業種別に納税の増減などを見ますと、医療、

福祉、不動産業などの一部の業種では前年比で

やや上振れが見られましたが、大部分の業種に

ついては減少しております。特に建設業、製造

業、卸売業、小売業といった業種では前年度比

３割以上の減少が見られるということでありま

して、こうした業種に新型コロナウイルス感染

症の影響が大きく出ているのではないかという

ふうに思っているところであります。 

○國井輝明議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 分かりました。減少した分が

全てが全ていわゆる業績悪化というか業績不振

ではなく、制度的なものがまず改定されたとい

うところも原因としては半分ぐらいあると、

3,500万円ですからね、というようなことでご

ざいました。 

  日本企業、約７割が３月決算と前に聞いたこ

とがありますので、決算の時期を考えますと、

令和２年度だけではなくて今年も多少影響する

ところも、この法人税の引下げについては影響

するのもまだもう少しあるのかななんては思う

ところではありますが、やはり半分、3,500万

円の部分に関してはいわゆる業績悪化、多少上

振れする業種はあったとしても、やっぱり多く

の業種で減少しているというところであったと

いう分析でありました。 

  これについては後ほどまた詳しくお伺いした

いと思うんですけれども、まず、やはり収入が

なければ市の事業は行えないわけですから、ま

ちづくりの鍵になるのは何といっても収入、つ

まり歳入であります。柏倉議員の一般質問でも

取り上げておりましたが、まずは自主財源とし

て、今、寒河江市のふるさと納税が非常に伸び

ております。この結果は、市役所職員の皆様や

返礼品生産者の皆さん、関係する皆さんの御尽

力のたまものと思います。今９月ですので、こ

こから年明け１月まででしょうかね、ふるさと

納税関係は非常に一番忙しい時期を迎えますの

で、何とぞ御尽力のほどよろしくお願いしたい

と思います。 

  そういった御尽力、御努力、御苦労もありま

して、寒河江市ではしっかりとした対応でリピ

ーターが多いというような市長の答弁でござい

ましたけれども、しかしながら、ふるさと納税

は一般の市民の方の感覚からいきますとまだま

だお取り寄せの感覚というものが強く、他市の

動向によってはいきなりがらっと変わってしま

うということも少なくないかと思います。 

  昨年11月の日経新聞には、「コロナ禍の特産

品を救え 自治体、ネット通販で支援」という

記事が載っておりました。この一例として長野

県東御市のことが掲載されておったんですが、

昨年９月に楽天市場に公式オンラインショップ

を開設。オンラインショップはふるさと納税サ

イトにもつながるようになっており、まず返礼

品で東御市の商品の魅力を知ってもらい、通販

でリピートしてもらうと、返礼に使用する地域

産品もネットで販売しておりました。市直轄で
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はなくて観光物産協会の事業のようでしたけれ

ども、忙しさに輪をかけるようで心苦しいので

すが、ぜひ、ふるさと納税が好調な今、そして

コロナの影響で人の往来が非常に左右されてお

りますので、そういう人の往来に左右されない

地域の収入増、そして市の歳入増への取組の一

つとして今後御検討いただければと思います。 

  新型コロナの影響に話を戻させていただきま

すけれども、先日新聞等でも大きく報道されて

おりましたが、８月31日の東京商工リサーチの

発表によりますと、新型コロナ関連の経営破綻

が全国で累計2,000件に達し、2020年２月に第

１号が判明してから１年後の2021年２月には

1,000件だったのに対し、５月には1,500件、そ

して、その後月間100件を超える高いペースで

推移しております。 

  業種別では飲食業が最多で366件とのこと。

寒河江の飲食店に話を聞きますと、昨年よりも

今年のほうがひどい、まともに営業できている

のはもう数えるほどしかない、ここまでという

先が見えないのが非常に厳しい、今はぎりぎり

のところで何とか踏みとどまっている状態とお

っしゃっておりました。また、山形県の感染拡

大防止特別集中期間になったらお客さんはさら

に減って、もうしばらくお店を休んで、年末近

くまで様子を見てみようかと思うなんておっし

ゃる方もいらっしゃいました。 

  私は、議員を拝命する前、タウン情報誌発行

の仕事をしておりました。その当時、飲食店は

まちの元気のバロメーター、飲食店がにぎわえ

ばまちが活気づくと考え、毎月主に飲食店さん

の特集を組んでまちの活性化に取り組んでいた

のですが、議員になった今もその考え、根本に

あるものは同じであります。 

  現時点では、大人数ではなくても飲み会など

は自粛、あるいは周囲の目を気にして出歩けな

いという雰囲気なので、なかなか施策でどうこ

うというのは難しいところではあるのですが、

例えば他市の事例であれば、外食が難しいなら

ばおうちで宴会をと、飲食店の持ち帰りに限定

したクーポンや商品券で支援をしているという

ところも少なくないようです。 

  また、山形県では、大規模接種で２回接種を

終えた方に、仕事や飲食など様々な場面でお互

いが安心できるように活用してもらいたいと、

独自の接種済みカードを配付するとの報道があ

りましたし、政府の新型コロナウイルス感染症

対策分科会は、この秋を念頭に、ワクチン接種

が進んだ段階で日常生活における行動制限の緩

和に関する提言をまとめたとの報道もありまし

た。 

  飲食店さんや宿泊関係施設の方々が本来だっ

たら一番の書き入れどきであり、今頼みの綱に

している年末年始にそれらの業種に特化した支

援事業、あるいは、寒河江市では11月までに希

望する方のワクチン接種がほぼ完了するという

見込みとのことでしたので、ワクチン接種率が

高くなった段階での新たな行動様式の提案、普

及などを検討してみてはどうかと思いますが、

市長の見解を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市内の飲食業、それから旅館業

といった業種の方々に関しましては、この新型

コロナウイルス感染症の影響により減収幅が一

番大きい業種の一つであろうというふうに考え

ております。 

  そういった意味でこれまでも様々な支援をさ

せていただいたわけでありますけれども、今後

も対策が必要な場合には機を逸しないようにス

ピード感を持って支援をしていく必要があると

いうふうに思いますし、そういった申しあげた

業種のみならず、様々な業態などについては、

状況を把握しながらこれからも支援を考えてい

かなければならないというふうに思いますし、

御指摘の年末年始というんですかね、去年と違

うのはやっぱりワクチンの接種状況があります
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ので、ある程度めどが見えてくるということに

なるのであればですね、そういった状況を踏ま

えながらいろんな対策を講じながら少し景気を

上向かせるという取組が必要なんだろうという

ふうに思います。東京方面ではある程度感染が、

少しではありますが落ち着きつつあるという、

全国的な数字もそうでありますけれども、その

辺のところ、今が踏ん張りどころだというふう

に思いますけれども、その辺の状況を見てやは

り対応していかなければならんというふうに思

っております。 

  そういう意味では、いろんな今現在も進行形

の支援事業などもありますから、そういったと

ころなども活用いただきながら、積極的な事業

展開なども検討していただければというふうに

思いますし、テレビなどでは、ホテルなどにお

いてワクチンパスポートを提示をすると少し割

引をするなどという独自の取組などをしている

事業者の方もいらっしゃるというふうに聞きま

すけれども、これから状況を見ながら年末年始

に向かっての対策というものを考えていかなけ

ればならないというふうに思っております。 

○國井輝明議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございました。市

長のお話もありましたが、今、第５波というの

を数で把握すると波がやっと少し落ちてきてい

るような感じなので、このままぐっと下がって

もらえればなと思うところであります。 

  今回、昨年度からずっとですけれども、新型

コロナの対策というものをいろいろ講じて行っ

てきているんですけれども、皆さんの心的なと

ころというのもやっぱりありまして、対策がで

すね、言ってしまえばゼロか100かみたいな感

じになってしまっているんですよね。出たらも

う何もしない。大丈夫だったらじゃあ前に戻れ

るのかというと、100まで行けるかというと、

今100まで戻せる状態ではないと。なので、や

はりワクチン接種が進んだという一つの事象を

基に、少しずつゼロから100に向かって上げて

いくというようなことが必要ではないかと思い

ます。ここでいきなり、去年、おととしまでと

一緒で、いいです、100で大丈夫ですとなった

ら、また多分わあっと感染者数が増えて、また

今度100になったら次ゼロに落とさなくちゃい

けないというふうになってしまうので、少しず

つ、ただ状況を見ながらですけれども、こうい

うことをしたのであればじゃあ次はここまで行

けますねというふうに、段階を経て徐々に経済

のほうを戻していくというようなことをぜひや

っていただければと思います。 

  ワクチンが日本よりも先に普及した欧米各国

では経済が急激に回復し、デルタ株の影響があ

りながらも、アメリカでは量的緩和金融政策の

縮小を年内にも始めるといった話が出ておりま

すが、日本では残念ながらまだ景気回復を感じ

ることはできない状況であります。これは先ほ

ど申しあげたとおり、業績動向というよりも、

周りの目であったりとか気持ち的なところでま

だまだ回復していないというところがあるので、

いろんな施策を考えて講じている行政としては

非常に難しい状況であるかと思います。 

  市政概況では、本県経済は新型コロナの影響

により依然厳しい産業はあるものの、全体とし

ては持ち直しつつというお話でございましたが、

当面は従来どおりの密回避等の感染対策を講じ

る必要性、また、感染者が増加した場合には経

済活動を制限せざるを得ない可能性が高いこと

が想定されまして、さきに述べたとおり、税収

は下がるけれども、感染対策及び地域経済を下

支えするための財政出動が必要という二重苦が

続くことがまだ予想されております。 

  我々地方自治体は、この新型コロナへの対応

だけではなく、何十年に一度という言葉が全く

当てにならない、昨年７月豪雨のような毎年の

ように発生する大規模な災害への対応、そして

これまでも問題となってきました人口減少、少
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子高齢化への対応など喫緊の政策課題が立ち並

んでおります。 

  しかし、たとえどんな時代であっても、どん

な困難が起ころうとも、これらの課題を一つ一

つ確実に克服し、地域住民に安心と安全、そし

て満足度を高めて幸せをもたらすことが私たち

行政に携わる者の使命であります。 

  この決算議会後すぐに編成が始まるであろう

令和４年度予算は、財政運営上さらに厳しさが

増すのではないかと危惧するところであります

が、現在のこの令和３年の状況などを踏まえ、

令和４年度予算についてどのような考えを持っ

て編成に当たるか、お尋ねをさせていただきま

す。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 令和４年度の予算編成について

の考え方という御質問でありますが、まだまだ

先が長いのでそこまでは考えが至っていない部

分があるわけでありますけれども、先ほど御紹

介ありましたけれども、県内の景気動向につい

ては、山形県経済動向月例報告とか山形県県内

経済情勢報告などによりますと、新型コロナの

影響によって依然厳しい産業もあるものの、全

体としては持ち直している。また、法人企業景

気予測調査によると、企業の景況判断は今後上

昇となる見込みもあるというふうになっている

ところでありますが、しかし市内におきまして

は、先ほどもちらっと後藤議員のほうからあり

ましたが、令和３年の４月から７月までの法人

市民税、令和３年、今年ですね、の税収実績で

は前年度比約12％のマイナスであることからも、

令和４年度も厳しい状況が続くのではないかと

いうふうに思っております。 

  それから、国から予定されている交付金など

については、大変不透明な部分が多くて、去年

度とは違う、来年度は分からないと、こういう

大変減少の可能性があるというふうに思われて

いるところであります。 

  このような歳入の減少が見込まれるという厳

しい状況の中で来年の予算編成をどうしていく

かということになるわけでありますけれども、

財政の鉄則、入るを量りていずるを制するとい

う礼記の言葉がありますが、歳出についてはよ

り一層効率的な執行による歳出の削減というも

のを進めながら、健全財政を維持していかなけ

ればならないというふうに考えているわけであ

りますが、しかしながら、守るだけでは、守り

に入るだけではですね、やっぱり前を向いてい

くということが大変大事だというふうに思って

います。アフターコロナに向けた取組というも

のを御指摘のような点も踏まえて強化をして、

さらに元気を取り戻すと同時に、人口減少対策

あるいはデジタル化の問題など寒河江市の未来

を切り開くそういう分野にも積極的に取組を進

めて、新第６次振興計画の「さくらんぼと笑顔

かがやく 安全・安心なまち 寒河江」の実現

のために、市民の皆さん、それから子供たちな

どが未来への希望を実感できるような、そうい

うしっかりとした予算編成を行ってまいりたい

というふうに考えているところであります。 

○國井輝明議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 御答弁ありがとうございまし

た。 

  今回、新型コロナの影響により歳入減と歳出

増というのが如実に数字となって顕在化しまし

たけれども、先ほど申しあげたとおり、そもそ

も私たち地方自治体は人口減少や経済活動の停

滞により緩やかに税収が減ってきておりまして、

また少子高齢化による社会保障費の増加、さら

には公共施設、今プランを立てておりますけれ

ども、公共施設の老朽化により維持管理経費や

施設更新経費が必要になりまして、先ほど言っ

た二重苦どころか、もう三重苦、四重苦という

ような厳しい状況が続いております。 

  市長がおっしゃられるように、使えるお金、

財源が限られている以上、施策、事業に優先順
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位をつけて取捨選択をして、あるいは少ない経

費で効率的に事業が実施できるように経費の精

査を行ったりしながら、見込まれる収入の範囲

内で支出を抑えていくという、これまでとは少

し違った考えを持って、違ったというかより進

んだ考えを持って予算編成をしなくてはいけな

いというようなことでありまして、私もそのと

おりだなと思った次第であります。 

  今回、コロナ禍の中でその厳しさが顕在化し、

将来起こるべき危機が少し早めにやってきたと

捉えていただいて、これを機会に今後をも見据

えた予算編成をお願い申しあげまして、私の一

般質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

 

安孫子義徳議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号14番、15番について、

４番安孫子義徳議員。 

○安孫子義徳議員 寒河江創生会の安孫子です。

よろしくお願いいたします。 

  私、８月19日にワクチン、２回目の接種を終

えました。次の日、議員懇談会があったわけで

すけれども、副反応で議員懇談会を休ませてい

ただきました。副反応があったということは少

し抗体ができているのかなと、あれから２週間

ほどたちますけれども、少し安心してこれから

過ごせるのではないかと思っているところです。 

  通告番号に従って質問させていただきます。 

  通告番号14、寒河江市の安心・安全に暮らせ

るまちについて。 

  防犯カメラの設置状況について。 

  安心・安全なまちづくりについてですが、新

第６次寒河江市振興計画の中で、第３章、元気

に安心して暮らせるまちの第７節、交通事故や

犯罪のない地域づくりの特に防犯対策について

現状を質問いたします。 

  防犯活動の推進では、犯罪防止のための意識

の高揚を図り、子供や女性、高齢者などを犯罪

から守る活動、地域住民による安全で安心な地

域づくり、公共空間の安全を図るため、防犯灯

の整備や道路等の屋外への防犯カメラなどの設

置を推進し、犯罪の未然防止を図るため、犯罪

や不審者情報などの伝達の迅速化や共有化を図

る体制を整備するとあります。 

  今や日本の安全神話は近年少し危ぶまれてい

る状況となっている感があり、寒河江市におい

ては、警察や地域の防犯協会の見守りのおかげ

で軽犯罪は減少傾向にあり、凶悪な犯罪は幸い

にも起きていません。特に防犯協会の青パトの

見守り、また、皆様も御承知かと思いますが、

防犯協会のオレオレ詐欺の取組はＮＨＫの「た

めしてガッテン」で放映されるなど、犯罪の抑

止力に貢献されており感謝申しあげます。 

  しかし、我が国全体を見回すと残念ながら決

して安堵しているわけにはいきません。そこで、

最近、犯人逮捕や犯罪の抑止に威力を発揮して

いるのが防犯カメラです。防犯カメラのない社

会が望ましいのですが、今後、安全に、平和に

なるとは悲しい話ですが考えにくく、自治体を

挙げ、地域を挙げて安心・安全なまちづくりが

必要ではないでしょうか。その一つの形として

防犯カメラも必要になってくると思います。 

  第６次寒河江市振興計画では、防犯灯のＬＥ

Ｄ化及び道路等の屋外への防犯カメラの設置と

あり、今年４月には防犯カメラの補助金制度が

施行されましたが、その中で市内における防犯

カメラの設置状況はどのような状態なのか伺い

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 安孫子議員から防犯カメラ設置

の状況ということで御質問いただきましたが、

防犯カメラの設置につきましては、先ほど御紹

介ありましたが、犯罪を予防して被害を未然に

防ぐということ、それから、万が一事件事故等

が発生した場合には、迅速的確な対応、それか
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ら犯罪解決に役立つものというふうに認識をし

ているところでありまして、近年は防犯カメラ

の効用についても相当認知されてきているとい

うふうに思いますね。寒河江市でも、公共施設

など犯罪の発生が危惧されるような場所などへ

は防犯カメラを設置しているわけであります。 

  現在、寒河江市で、施設管理上の防犯あるい

はその他利用者の安全確保、いたずら防止など

を目的として設置している防犯カメラ、市が管

理している施設、学校も含めますけれども、そ

れを含めると25か所に71台を設置しております。

市民や利用者の安全・安心を確保しているとい

うところであります。 

  そのほか我々が承知しているところでは、寒

河江市防犯協会の柴橋支部が独自でですかね、

地域の防犯対策として、柴橋地区内の通学路へ

平成29年度にソーラーパネル式の防犯カメラ１

基を設置しているというふうなところは承知し

ています。 

  そのほか、いわゆる民間の商業施設、金融機

関、コンビニなどについては、施設管理上の目

的として防犯カメラを設置しているというふう

に聞いているところであって、これらについて

寒河江警察署にお伺いしましたが、ほとんどの

そういう施設では設置を確認しているというこ

とでございました。ただ、何台かということは

把握できませんでしたが、承知をしているとこ

ろでございます。 

○國井輝明議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 今、設置場所などの説明をい

ただいたわけですが、本市において安心・安全

の中でその数が多いのか少ないのかというのは

私はちょっと判断できないわけですが、コンビ

ニやスーパーなど、今もお話がありましたけれ

ども、必ずといってよいほど防犯カメラを設置

しています。あるスーパーなどは50台のカメラ

を設置していると。それは外、中ということで

50台の防犯カメラを設置しているという話を聞

いています。 

  先日、私も警察の方から寒河江の犯罪の動向

をお聞きしました。その中で、寒河江市市民に

よる犯罪はあまりないのだが、市外、県外ある

いは外国人の犯罪が増えているんだと。皆さん

が分からないだけで、ほかから来て悪いことを

されているんですよということをお聞きしまし

た。つい先日のことですが、陵南中学校近くの

スーパーに２人組の外国人の窃盗があり、１人

はすぐに確保されたんですけれども、もう１人

が逃走するという事件がありました。すぐにも

う１人も確保に至ったわけですが、その警察の

方とお話ししていたら、「それは私が確保した

んだ」とすごい自慢げに言われました。 

  寒河江もこういういろいろな危険にさらされ

ている実感をしたわけですけれども、そのよう

な観点から次の質問をしたいと思います。 

  通学路の防犯カメラについて。 

  令和元年12月定例会において、小中学校にお

ける安全確保対策という視点から携帯電話の持

込みについて質問しておりますが、今回は安全

確保の視点から通学路の防犯カメラについて質

問したいと思います。 

  コロナ禍の中、このような調査がありました。

都道府県ストレス度ランキングというものです。

調査の結果は、ストレスを感じている県ランキ

ング１位は山形県。山形県人は内向的で口数が

少なく、努力を重ねるひたむきな人が多い。そ

ういう人ばかりではないと思いますけれども、

真面目で辛抱強い気質がストレスをためてしま

う理由の一つだというようなことでした。また、

隣県の秋田県は47位。同じ東北にありながら全

然違う気質だと思いました。これは私思ったん

ですけれども、県庁所在地できっと調査したの

ではないかと。内陸と秋田は海側ということで、

きっとこれを酒田でやったら違うランキングが

出たのかなと思っております。 

  このようにストレスを抱えてしまう私たち山
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形県人は、我慢に我慢を重ね、どこかでいつか

爆発してしまうのでは、ストレスが犯罪につな

がらないかと危惧しているところです。そのス

トレスが子供たちに向ける犯罪にならないかと

心配しているところでありますが、幸いにも凶

悪な犯罪には至っておりません。 

  軽犯罪や不審者など、特に子供たちへの声か

けが後を絶ちません。下校途中の児童が「こっ

ちおいで」と手招きされたり、「どこの学校、

名前は。年齢、家を教えて」、また、下校途中

だけではなく、これは元町だと思いますけれど

も、登校途中にも声をかけられたという事案も

あるようです。このように子供たちは登下校中

にも危険にさらされているわけですが、犯罪抑

止の手段として通学路への防犯カメラの設置が

有効と思いますが、教育長の御見解を伺います。 

○國井輝明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 通学路の防犯カメラの設置と

いうことについての御質問でございますけれど

も、まず本市におきましては、防犯上の観点か

ら、先ほど市長からもございましたが、全ての

学校の敷地内に不審者対応のための防犯カメラ

を設置してございます。議員御指摘のとおり、

防犯カメラにつきましては犯罪の抑止力にもな

りますし、未然防止にも有効であるというふう

に認識しているところでございます。 

  通学路の安全管理でございますが、これまで

も各小学校で地域の方々の御協力をいただいて

見守り隊を結成したり、ＰＴＡ、学校関係者に

よる立哨を行ったりなどしながら、子供たちの

安全確保の対応をしておりますけれども、防犯

カメラの通学路への設置というふうになります

と、プライバシーの問題あるいは設置後の維持

管理などカメラ設置については地域住民との合

意形成も必要であるということから、教育委員

会が独自に設置するということは現状では難し

いというふうに考えているところでございます。 

  現在各学校において、学校と保護者、地域の

方が共に知恵を出し合って、一緒に協働しなが

ら、子供たちの豊かな未来を支える地域と共に

ある学校づくりというふうなことで、コミュニ

ティ・スクールによる学校運営を推進している

ところであります。来年度は全ての小中学校で

このコミュニティ・スクールによる学校運営が

行われるというふうな予定になってございます。 

  通学路の防犯カメラの設置につきましても、

地域と共にある学校づくりというふうなことの

一環から、コミュニティ・スクールに設置して

ある学校運営協議会、地域の関係団体等と議論

してコンセンサスを図りながら、必要であれば

設置に向けた取組も可能であるというふうに考

えているところでございます。 

  いずれにしましても、市としましても、これ

まで以上に学校、ＰＴＡ、学校運営協議会が一

体となって寒河江警察署あるいは防犯協会等関

係機関と緊密に連携しながら、児童生徒の安全

確保に努めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○國井輝明議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 やっぱり登下校中の子供を見

守るということで、防犯カメラ、すごく有効だ

と思うんですが、今お聞きすればやはりちょっ

と無理があるというか、いろいろ地域の周りの

人との兼ね合いもありますし、ちょっと無理な

のかなという今話でしたが、一つ、さっき元町

の登校途中の子供が声かけられたという事案が

あったんですけれども、これは昨年のことです

ね。登校は集団登校だと思うんですけれども、

これは１人だったのかというのをお答えできれ

ばお聞きしたいんですけれども、把握している

のであれば。 

○國井輝明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 これは後で調べましてお答え

させていただきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

○國井輝明議長 安孫子議員。 
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○安孫子義徳議員 分かりました。ということで、

結局難しいという話なので、次の質問に移らさ

せていただきます。 

  防犯カメラ設置促進についてです。 

  地域全体の防犯体制を整えるには、住民一人

一人が防犯意識を高く持つことはもちろん、町

内会や商店街、自治体による自発的な取組も必

要かと思います。その一つとして防犯カメラの

導入、設置が有効ではないでしょうか。 

  しかし、カメラに見張られていることの不安

や圧迫、警戒心を抱く住民の方も中にはいらっ

しゃると思います。10年前のアンケートにより

ますと、防犯カメラはプライバシーや監視され

ているようで反対という意見が多数を占めてい

たんですけれども、近年、防犯上のカメラにつ

いては、犯罪の抑止、また子供や高齢者の見守

りの点から防犯カメラの設置については賛成と

いう意見が多くなったということです。 

  警視庁から警察が設置する街頭の防犯カメラ

システムに関する研究会の取りまとめが発表さ

れています。それによりますと、１、防犯カメ

ラのさらなる設置促進、２、適正な街頭防犯カ

メラの設置・運用の確保、そして３つ目に自治

体・民間による防犯カメラの設置促進とその健

全な管理・運用の確保が提案されています。 

  本市では、先ほども申しましたが、今年４月

に防犯カメラの補助金制度が施行されましたが、

これからどのように安心・安全のための防犯カ

メラ設置を推し進めていくのかを伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど来ありましたけれども、

寒河江市の新第６次振興計画の重点目標の一つ

として、犯罪の未然防止を図って、それから快

適で安全・安心な地域づくりを強化するという

ことを目標にしているわけでありまして、その

ために、令和３年度から公共空間の安全を図る

ため道路などの屋外へ防犯カメラの設置を促進

するということで、新たに補助制度を実施した

ところでございます。 

  この事業、先ほど申しあげましたが、道路、

公園などの屋外で誰でも自由に利用できる場所

などに、町内会でありますとか防犯団体、それ

から商店街の団体などの地域団体の方が設置し

た場合、その設置費用の３分の２、上限で20万

円を補助するというものになっております。 

  先ほど防犯協会の柴橋支部で独自に設置をし

たということを申しあげましたが、機器も結構

な値段がするということで、やっぱり少しでも

促進を助長する意味でこの補助制度をつくらせ

ていただきましたが、現在、今年度から始めた

制度ということもあって、まだ２団体から問合

せをいただいている状況であります。商店街、

それから町内会１つずつということであります。 

  我々としては、先ほど申しあげましたが、議

員からも御指摘ありましたけれども、犯罪抑止

に大変効果があるというふうに思っております

ので、設置をさらに進めていく必要があるとい

うふうに思っています。そういう意味で、この

制度については今年の４月に全町会長さん方に

御案内を申しあげたわけでありますけれども、

改めてもう１回、町内会、それから商店街、そ

れから地域の防犯団体などへ働きかけを行って

活用していただきたいというふうに思っている

ところであります。 

  御質問にもありましたが、安全・安心なまち

づくりというのはただ行政だけが取り組んでで

きるものではないわけであります。地域の皆さ

ん、それから事業者の皆さんが協力をして協働

で取り組んでいくということが必要であります

ので、我々としても、地域の皆さんのプライバ

シーというものを尊重しながら、必要な場所に

この防犯カメラが設置できるようにさらに支援

を進めていきたいというふうに考えております。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時10分といたします。 

 休 憩 午前１０時５６分  
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 再 開 午前１１時１０分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  ここで、軽部教育長より発言の申出がござい

ますので、これを許可いたします。軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 先ほど通学路の防犯カメラの

御質問に関わって、昨年度だと思いますが、下

校途中の児童が「こっちおいで」と手招きされ

て不審者が声がけをしたというふうなことにつ

いて、声かけられたのは何人だったかというふ

うな御質問でありますけれども、学校から報告

がありました記録を読みますと、昨年度ですけ

れども、今年の１月27日ですね、下校途中の16

時頃であります。確かに元町で「こっちにおい

で」と声をかけられた事案がございました。そ

のときの帰ったときの児童の数は１人でありま

した。下校時ですので通学班でないので、帰っ

た子供は１名ということでございました。 

  学校からの報告がありましたので、警察とも

情報を共有するとともに、全ての市内の小中学

校に情報を共有して注意喚起を行ったところで

あります。声をかけられてもついて行かない、

あるいは車に乗らない、不審な質問には答えな

い、それから、できるだけ人目のある通りを選

んで複数で帰ること、被害に遭いそうになった

ときは大声を出して助けを求めること、それか

ら、不審者に会ったときは情報をすぐに家の人、

学校、警察に知らせるというふうなことにつき

ましても、情報とともに各学校に注意喚起を行

ったところでございます。 

  以上でございます。 

○國井輝明議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 今、教育長にお話しいただい

たわけですけれども、私の質問とちょっと趣旨

が違うなと思いました。今、下校途中と言いま

したが、私は登校途中のというお話をさせてい

ただいたと思います。登校途中です。これ、時

間は７時45分、登校途中なので集団登校が基本

ではないのかという先ほどちょっと質問をした

と思いますので、今は下校時間の話になってい

るので、それは後でお伺いしますのでよろしい

です。 

  先ほど市長からも何度か柴橋地区の防犯カメ

ラについてお話しいただいておりますけれども、

この柴橋地区の防犯カメラ、私、防犯協会の方

と視察に行ってまいりました。中山三郷寒河江

線、柴橋から金谷へ抜ける、民家もない本当に

静かなところなんですけれども、防犯協会の方

に設置までの状況などを伺ってきたわけですが、

まず当初電信柱に設置をお願いしたところ、電

信柱の所有者、これは東北電力だと思いますけ

れども、電信柱には駄目ですと断られ、畑の所

有者にお願いをし、支柱を立て防犯カメラを設

置したが、電源がなく、先ほどおっしゃいまし

たソーラーによる電源確保まではよかったのだ

が、畑の所有者の御厚意で今は無償で借りられ

ている。しかし、代替わりしたら土地代が発生

するのではないか。また、ソーラーはよいのだ

けれども、バッテリー劣化による交換にまた費

用がかかるのではないかという苦労話を聞いて

きました。 

  このように防犯カメラ設置に至るまでは大変

な労力が必要なので、執行部の御尽力を期待し

たいと思います。 

  では、続いて通告番号15、新型コロナウイル

ス感染症における緊急経済対策等について。 

  第５波到来により再び危機的状況に直面して

いる市内企業への給付金等の追加実施について

伺います。 

  現在、感染力が強いとされるデルタ株の影響

で、首都圏をはじめ全国各地でこれまでにない

急速な感染拡大となり、感染爆発と言っても過

言ではない状況です。一層深刻さを増しており

ます。また、県内でも、県外との往来に起因し

て、７月下旬から新規感染者数の急増により医

療崩壊が現実のものになるおそれがあることか
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ら、８月20日から９月12日まで感染拡大防止特

別集中期間が実施されました。 

  コロナ禍の長期化は市内の経済活動に甚大な

影響をもたらしており、さらに今回の第５波に

よる感染爆発によって、特に飲食業、宿泊業、

観光業が危機的な状況に陥っております。また、

小売業、サービス業に加え、製造業、建設業等

にもその影響が及んでおり、今後深刻な悪化が

懸念されます。 

  こうした状況を勘案すると、市内企業にとっ

て国や県の緊急経済対策だけでは十分とは言え

ない状況であり、事業継続や雇用維持に取り組

む市内企業への給付金等の緊急な追加支援が必

要であると思いますが、市長の見解をお伺いし

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在の状況は、先ほど安孫子議

員からも御紹介がありましたが、県内は感染拡

大防止特別集中期間ということでありまして、

寒河江市内においても感染拡大がなかなか収ま

らないという状況であります。今日は久しぶり

に寒河江市内はゼロのようでありましたが、こ

こ最近はずっと感染者が確認されているという

状況であります。 

  そうした感染者が出てくるとなかなかいろん

な経済活動というのが進んでいかないというと

ころが端的に現れるのが、やっぱり飲食、それ

から宿泊、そして観光だというふうに思ってお

りますし、そういう小売業、サービス業に加え

てその他の業種にも影響が出ているということ

であるわけであります。 

  この件に関しては、先般、寒河江市商工会の

会長のほうから対策をということで要望いただ

いているところであります。寒河江市におきま

しては、行政報告でも申しあげましたが、これ

までも緊急事業継続給付金などなどいろんな支

援策を講じてまいったところでありますし、昨

年後半から切れ目のない形でいろんな経済対策

を講じてきたところでありますが、ここに来て

なかなか、感染が第５波ということでさらに収

まりが見えてこないということであります。 

  近々、料理飲食業組合、それから温泉協同組

合、それから旅行業協会の代表の方から私が要

望をお受けするという予定になっているわけで

ありまして、お話を十分お聞きをしながらその

対応を検討していきたいというふうに思います

が、我々としては、やっぱり困っている業態あ

るいは困っている人たちを何とか救って助けて

いく一助にいろんな支援を講じていきたいとい

う気持ちはずっと持ち続けておりますので、そ

ういう取組をお話を伺いながら検討していきた

いというふうに思います。 

○國井輝明議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 前向きな御答弁と思います。

よろしくお願いします。 

  自民党総裁候補の岸田文雄前政調会長の公約

では、持続化給付金や家賃支援給付金を再支給

するなど、数十兆円の規模の経済対策を実施す

ると。財源はと問われておりましたが、借金、

国債だとはっきり言っていました。皆様の家で

も何か困ったことがあれば借金をするでしょう

と、借金してでも経済対策や医療体制に十分な

資金をもって臨むべきと言っておりました。私

はこういう方に総理大臣になってほしいと思っ

ているところであります。 

  続いて、従来型プレミアム商品券発行による

全世代対応型消費喚起策の実施について伺いま

す。 

  現在実施中のキャッシュレスさがえさくらん

ぼプレミアム商品券については、コロナ禍にお

ける新生活様式の推進とキャッシュレス決済の

推進という観点から、本市にとりましても大変

重要な事業であると認識しております。しかし

ながら、特に御高齢の市民の方々を中心に、今

回のキャッシュレス商品券に対して我々は買え

ないとの声を数多くお聞きしております。 
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  幅広い年齢層の市民の方々から、その購買力

に応じて市内企業から商品、サービスを御購入

いただくことが経済対策であると私は考えます。

昨年度実施しましたさがえさくらんぼプレミア

ム商品券は50％のプレミアム率で、かつ幅広い

年齢層の市民の方々から御購入いただき利用し

ていただきました。市民の方々はもちろん、市

内企業の加盟店からも大変な好評を得たと聞い

ております。 

  つきましては、今回の第５波の到来により危

機的な状況に陥っている市内企業に対して強い

消費刺激作用があり、短期的に地域経済への波

及効果が期待できる、従来型（紙）プレミアム

商品券を実施することによる全世代対応型の消

費喚起策を実施するべきと考えますが、市長の

御見解を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今実施しているキャッシュレス

さがえさくらんぼプレミアム商品券（チェリン

Ｐａｙ）でありますけれども、今購入申込者を

募っている状況でありますが、議員のほうから

ありましたが、高齢者の方々を中心にして、高

齢者が買えない、あるいはスマートフォンでは

ないので買えないとか手続が面倒だという声も

寄せられているところであります。 

  高齢者の皆さんがどのくらいスマホを利用し

ているかということですけれども、これは、も

ちろん県内の調査は分かりませんが、総務省が

令和２年、去年の８月に行った通信利用動向調

査によりますと、スマートフォンの保有世帯と

いうのは全国で86.8％、これは県内でも84.6％

というふうになっております。個人のインター

ネット利用機器についてはスマートフォンがパ

ソコンより上回っているという状況でありまし

て、パソコンは20代、30代では９割以上、40代、

50代では８割以上、60代では６割以上、70代で

は３割以上が利用しているという状況になって

いるところであります。 

  今、チェリンＰａｙ購入申込みを募っている

わけでありますけれども、購入申込者のうち70

歳以上の方は7.6％、今の段階ですね、60代の

方は17.9％ということで、合わせますと60代以

上の方で25.5％の方が購入申込みをしていただ

いているという状況でありまして、最高齢の方

は86歳の方が申し込んでいるという状況であり

ます。 

  もちろん持っていない方は使えないというこ

とにはなるわけでありますけれども、そういう

多くの方が利用できるような状況にもなってい

るのではないかということでこの事業をスター

トしたわけでありまして、全国的に見ても200

を超える自治体でこういう事業が導入されてい

る状況であります。 

  そういった意味でぜひ寒河江市内でもという

ことで取組をさせていただきましたし、また、

この事業の目的の一つは、やっぱり商店街の商

店などの事業者の皆さんがソーシャルディスタ

ンスに対応するためにキャッシュレスを進めて

いただくということが大きな目的の一つであり

ます。そういうコロナ禍の中での新しい生活様

式にマッチした商業者の皆さんの取組を助長し

ていくという狙いがありますので、その辺のと

ころを御理解をいただきたいというふうに思い

ますし、また、県内でも鶴岡、酒田、上山です

かね、そういった自治体でも既に導入して大変

効果が上がっているという話をお聞きをしてい

るところであります。 

  いずれにしても、今回の取組、事業の成果あ

るいは課題などについて整理をしていきたいと

いうふうに思いますし、御指摘の御意見なども

踏まえて、先ほど後藤議員の御質問にもありま

したが、年末年始などに向けての取組などで新

たな事業展開などについても検討していきたい

というふうに考えているところであります。 

○國井輝明議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 連日、商工推進課よりツイッ
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ターが届いています。今もピリピリンという、

私腕時計で見れるんですけれども、キャッシュ

レスさがえさくらんぼプレミアム商品券申込期

間まで今日を含めて４日、こう毎日出していた

だいております、商工推進課のほうから。利用

拡大のための執行部の御尽力、御努力に感謝申

しあげたいと思います。 

  また、寒河江市の公式ツイッターを見ました

ら、この前まで900ちょっとだったかなと思っ

たら、1,000人超えているんですね。というこ

とで、ＳＮＳというのが、経費も抑えられ、有

効な情報手段として役立っていると思いますの

で、数が増えていくというのは大変喜ばしいと

ころであります。 

  また、チェリンＰａｙのアプリを見ています

と、ちょっと前まで500ダウンロードだったん

ですけれども、昨日見たら1,000ダウンロード

と、チェリンＰａｙのダウンロード数も増えて

いる状況です。これはアプリだけで見ると500、

1,000しか分からないわけで、その後はきっと

5,000となってしまうと思うんです。大体想像

するに3,000ぐらいの申込みは来ているのでは

ないかというただ想像ですけれども、これ、も

し伺えるのであればどれだけの申込数が来てい

るのか伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ９月６日時点しかありませんが、

申込者数2,046名ということになっております。 

○國井輝明議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 私3,000と言いましたけれど

も、2,000、1,000人足らなかったです。予算額

から見ますと、きっとまだまだな数字じゃない

かと。これは6,000万円の予算がついていると

思うんですけれども、大体１万ダウンロードと

いうか１万の人から使っていただかないと、予

算計上した6,000万円には達せないのかなとい

うふうに感じています。 

  私はお盆過ぎにすぐにアプリを入れさせてい

ただきました。私はキャッシュレスを前からや

っておりますので、何の違和感もなくキャッシ

ュレスのこれ入れさせていただいたんですけれ

ども、私ももちろん60を過ぎていまして、周り

の友達というと、スマホは持っています。しか

し、アプリさえ入れられない人がたくさんいま

す。私は丁寧にそれを説明して10人ぐらいの方

にアプリを入れていただきました。中にはやっ

ぱり、「こだな分がらねえ」、捨てぜりふを残し

て途中で作業をやめてしまう方もいらっしゃい

ました。私も丁寧に教えているつもりなんです

けれども、なかなか伝わらなかったのかなとい

うふうに反省していますけれども、昨日も１人

の方に入れてくださいと言って頼んで入れてい

ただきました。 

  これは本当にお得感がありますので、あと便

利ですので、使っていただきたい、本当にいい

施策と思っています。ただ、先ほども言いまし

たけれども、やっぱり恩恵が受けられない人が

たくさんいると聞いております。ぜひ不公平感

のない施策をお願いしたいと思います。 

  以上で私の質問を終わります。 

 

荒木春吉議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号16番から18番までにつ

いて、13番荒木春吉議員。 

○荒木春吉議員 私は令和の会の一員として通告

している３課題について質問しますので、市長

と教育長、答弁よろしくお願いします。 

  まず、通告16番の太陽光発電について伺いま

す。 

  本市農業委員会広報紙「いきいき」№79に令

和２年度遊休農地の調査結果が写真入りで出て

いた。市内８地区の合計が49万4,180平方メー

トルだそうです。資源小国の日本としては非常

にもったいない事象ではあります。 

  そこで、本市内の太陽光発電の助成策につい
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て伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 荒木議員からは耕作放棄地での

太陽光発電ということで御質問をいただいてお

りますが、寒河江市におきます遊休農地、荒廃

農地の発生防止と解消への取組というのは新第

６次振興計画にも掲げております重要施策の一

つになっております。 

  令和２年度における市内８地区の遊休農地の

総面積は、先ほど御紹介ありましたが、49.4ヘ

クタールということで、これは前年度49.2ヘク

タールでありましたからほぼ横ばいで推移して

いる状況であります。 

  寒河江市におきましては、令和２年度に遊休

農地の解消策として寒河江市耕作放棄地再生利

用交付金事業というものを市独自で実施してお

ります。令和２年度は９件の申請で1.12ヘクタ

ールが解消されている状況であります。また、

改正農業委員会等に関する法律の施行以来、農

地などの利用の最適化の推進が最重要事務とい

うふうにされておりまして、この中にあります

遊休農地の発生防止・解消について、新たなや

まがた「人・農地」リニューアル事業の施行、

それから耕作放棄地有効活用交付金の拡充を図

るなど、発生防止と解消に鋭意取り組んでいる

ところであります。 

  御質問は耕作放棄地を利用した太陽光発電設

備を対象とする補助制度ということであります

が、市単独ではそういう補助制度はございませ

んが、国におきましては、電動農業機械を導入

する取組などを対象として、発電した電気を営

農面でフル活用するモデルの構築を目指す営農

型太陽光発電システムフル活用事業、それから、

地域や農業と調和した再生可能エネルギーの導

入を促すことにより、地域内電力消費のモデル

事例を創出し自発的な取組の拡大を目指す、廃

熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱

炭素化推進事業というのが施行されているとい

うふうに聞いております。 

  我々としては、今後も遊休農地の発生防止・

解消に向けて、いろんな方面からの可能性を模

索しながら課題解決に努めていきたいというふ

うに考えているところであります。 

  以上です。 

○國井輝明議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 答弁ありがとうございました。 

  続いて、蓄電機器の支援策を伺います。 

  10年前の東日本大震災の教訓は「万が一を頭

の片隅に置く」であります。停電になって大変

困ったことは市民の記憶に新しいところです。

電気の欠点はためることができないことにあり

ます。 

  そこで、蓄電機器の助成策について伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましては、再生

可能エネルギー設備導入事業費補助金制度とい

うものを設けまして、平成30年度から市内の一

般住宅及び事業所を対象にして太陽光発電設備

や蓄電池、木質バイオマス燃料機器等の設置に

ついて助成をしているところであります。 

  蓄電池については、平成30年度は太陽光発電

設備との併設を要件としておりました。交付実

績としては４件、補助金額は62万円ということ

でございました。翌令和元年度からは、再生可

能エネルギー導入の一層の普及と促進を図ると

いう観点から、要件の一部を緩和して蓄電池単

体での設置も補助対象にしたところであります。

交付実績については、令和元年度は18件、補助

金額286万円、令和２年度は17件、補助金額222

万8,000円、そして、今年度はまだ８月末現在

でありますけれども、既に20件、286万2,000円

になっているということでありまして、蓄電池

のほかに太陽光発電設備や木質バイオマス燃料

機器等の補助金などを合算しますと当初予算を

超える件数が見込まれることから、今定例会に

追加の予算を計上させていただいているところ
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であります。 

  こうした状況を見ますと、再生可能エネルギ

ー導入に対する市民の皆さんの関心が年々高ま

ってきているものというふうに思います。また、

蓄電池については、近年多発しております自然

災害時への蓄えとしても大変有効なものである

というふうに思われますので、これからも地球

温暖化対策の施策の一つとしてより一層推進し

てまいりたいというふうに考えているところで

あります。 

○國井輝明議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 最近の新聞を見ますと、太陽光

発電も住友不動産と東電で実質ただでできるよ

うな技術が開発されたと、１週間ちょっと前の

新聞に出ていました。そして、個人の普及率は

まだ10％にも満たない普及率なので、そういう

制度を整えて前進できるようにしてもらいたい

なと思っています。 

  次に、通告17番のひきこもり対策について伺

います。 

  アンアンに「美女入門」を連載し、評論家か

らは思想がないと言われている林 真理子氏の

「小説8050」がベストセラーになりました。粗

筋は、学生時代に受けたいじめのために不登校

とひきこもりになった息子のために、父親が本

気丸出しで裁判に訴えるという小さな説です。

結末は必ずしも幸せではありませんが、考えさ

せられる中身ではあります。ちなみに、弁護士

に言わせると、裁判は原告が８割、弁護士が２

割だそうです。 

  そこで、本市内のひきこもり者の現況につい

て伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市内におきますひきこもりの対

象者の状況、現況ということでありますが、こ

れはなかなか実態の把握というのが難しい状況

であります。 

  そういう状況でありますが、県のほうで平成

25年と平成30年の２回、ひきこもりなどへの支

援の充実に役立てるためということで、地域の

実情に通じた民生委員・児童委員並びに主任児

童委員の方々を対象にしたアンケート調査を行

っております。民生児童委員の方を通じたアン

ケートですから、寒河江市の民生児童委員の方

もということになりますので、その結果、本市

におきましては、ひきこもりなど社会生活に参

加する上で困難を有する若者などについては、

平成25年は49人、平成30年は58人ということで、

２割ほど増加しているという状況にあります。 

  しかし、この調査は、今申しあげましたとお

り、あくまでも民生児童委員の方々が日頃の支

援活動で参加している人数をアンケート形式で

まとめたというものでありますので、この調査

のほかにも悩みを持ったまま相談できずにいら

っしゃる方もいるというふうに推測されるとこ

ろであります。 

  一方、国全体になりますけれども、内閣府で

は平成30年に、生活状況に関する調査というも

ので全国から無作為に抽出した40歳から64歳ま

での5,000人とその同居家族を対象にアンケー

ト調査を実施しております。 

  その結果、まとめのほうに書いてありますか

らちょっと読まさせていただきますが、平成30

年度調査の結果により、全国の満40歳から満64

歳までの人口の1.45％に当たる61万5,000人が

ひきこもり状態にあると推計される。また、専

業主婦や家事手伝いでひきこもり状態の者も存

在すること、ひきこもり状態になってから７年

以上の者が半数近くに及ぶこと、「8050」も７

年でしたね、ということでありますが、初めて

ひきこもりの状態になった年齢が全年齢層に大

きな隔たりなく分布していること、若い世代と

異なり退職したことをきっかけにひきこもり状

態になった者が多いことなどが明らかになった。

また、平成27年度に実施した満15歳から満39歳

までを対象にした調査でも、人口の1.57％に当
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たる54.1万人がひきこもり状態にあると推計さ

れており、ひきこもりはどの年齢層でもどんな

立場の者にも見られるものであり、どの年齢層

からでも実に多様なきっかけでなり得るもので

あることが分かると、こういうことを言ってお

ります。 

  そういうことで、最後に締めておりますが、

この調査結果が、子供、若者の支援に直接関わ

らない部局を含め政府全体で共有されるととも

に、地方自治体や民間団体にも広く共有され、

ひきこもり対策を一層充実するために活用され

ることを期待したいということであります。

我々もこうした調査結果を踏まえて、取組の参

考にしていきたいというふうに考えているとこ

ろであります。 

○國井輝明議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 答弁どうもありがとうございま

した。 

  次に、彼らへの対策について伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ひきこもりなどで悩んでいる方、

あるいはその御家族の方については、御近所な

どに知られないようにというふうにしている場

合なども多くあるわけでありますけれども、本

人及び家族が悩みや不安を相談する場などの環

境を整えていくということは大変大事なことだ

というふうに思いますので、寒河江市におきま

しては、ひきこもりの方や御家族の方の相談支

援として保健師が随時相談に応じる体制を取っ

ております。また、精神科医師や専門の相談員

による個別相談など、予約制でありますが、行

っているところであります。 

  また、年代や課題に応じて相談する窓口も変

わってくるということでありますので、内容に

応じて、県の精神保健福祉センター内の自立支

援センター「巣立ち」というところがあります

が、などの関係機関と連携を図りながら支援を

行っているところであります。 

  ただ、ひきこもりなどの方が積極的に相談に

応じて来られるのかというところが一つ課題が

ありますので、そうした場合なども踏まえなが

ら、やはり地域での関わり合いが大変重要であ

るというふうに思います。今後も、先ほど来あ

りますが、民生児童委員の方からの情報提供な

どをいただきながら、ひきこもりなどの方々に

対するサポートを継続していかなければならな

いというふうに考えているところであります。 

○國井輝明議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 この質問はたしか渡邉さんが２

年ほど前に多分質問して、平成30年は58人です

か、そういう答弁を聞いていると思います。私

が危惧するのは、8050ではなくて9060、ひいて

は10070となるんじゃないかなという懸念から

質問したものです。 

  不登校もひきこもりも、私と違ってナイーブ

な方というか繊細な方がなるものだなと。だか

ら、自分から進んで相談に訪れるという、そう

いう類いのものではないんですね。林 真理子

さんの小説にもあったとおり、解決というか回

答というか、そんなものは多分ないんだろうと

思います。ピンク色の解決もないし、かといっ

て真っ黒かというと真っ黒でもない。多分中間

のグレーの対応しかできないのかなと思います

けれども、最近でも毎日新聞とあと赤旗日曜版

でも取り上げていましたが、最近ひきこもり白

書というのができたんだそうです。対象者が

1,600人ちょっとなんですけれども、そういう

文書が出ること自体が多分問題の深さを物語っ

ているんだなと私は思っています。多分公的な

文書ではないので、正確さがどうだか私は分か

りませんが、多分そういうことが出てくること

自体が今の時代を反映しているなと思っていま

すので、ピンク色の解決はなくとも、ウエルビ

ーイングな、生きてりゃいいんだよというふう

な解決策で対処していただければなと思ってい

ます。 
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  次に、最後の18番の教育問題について伺いま

す。 

  今春５月27日には２年ぶりの小６、中３対象

の全国学力調査が行われた。コロナ禍での休業

実施等があって大変な状況だったと推察します。 

  ８月31日の文科省公表が９月１日の新聞等に

結果が出ていました。中身は全国都道府県の平

均正答率（％）だった。そこで、市内小中校の

現況分析について伺います。 

○國井輝明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 春に実施されました全国学

力・学習状況調査の結果につきましては、先ほ

どございましたが、８月31日に公表されており

ますけれども、本市の状況を申しあげますと、

国語の平均正答率は全国と比較しますと小学校

が2.3ポイント、それから中学校が2.4ポイント

上回っておりました。それから、算数・数学に

つきましては、小学校は僅かでありますが0.2

ポイント全国を下回っておりましたが、中学校

は0.8ポイント上回っております。一方、本市

の状況を山形県の平均正答率と比較いたします

と、小中学校全ての教科で上回るというふうな

状況になりました。 

  また、経年の変化で見ますと、本市は平成30

年度までは多くの教科で全国平均正答率を下回

って、学力向上ということが喫緊の課題でござ

いましたが、令和元年度、昨年度はコロナで中

止だったので今年ということになりますけれど

も、ほとんどの教科で全国正答率を上回ってい

るというふうな状況でございます。 

  また、同一の集団の児童生徒に着目して、小

学校６年生のときの結果、その子供たちが中学

校３年生になった、それを比較してみますと、

全国平均正答率との差で比較してみますと、平

成29年度以降はほとんどの教科で小学校６年生

時よりも中学校３年生時のほうが改善されて、

良好な結果になってきているということが言え

ます。 

  本市の学力がこのように改善してきている要

因の一つには、平成29年度から市の教育研究所、

これは全ての教職員の研修・研究機関でござい

ますが、その教育研究所の組織運営の改編を行

って、中学校区ごとに小学校と中学校が連携し

て学力向上に取り組んできたということがある

というふうに思っております。小中学校の教員

が様々な学力調査の結果をお互いに開示をして

共有化を図るとともに、そこで浮き彫りになっ

た課題を解決するために、実際の授業を参観し

ながら授業改善について議論を重ね、小中９年

間を見通して育成すべき資質・能力を明確にし

ながら授業改善を推進してきたということがこ

のような良好な結果につながったのではないか

なというふうに考えているところであります。 

  今回の調査結果につきましてはさらに分析を

進めて、その結果を各小中学校と共有しながら、

引き続き児童生徒一人一人の学力向上を図る手

だてを講じてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○國井輝明議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 答弁どうもありがとうございま

した。 

  ９月１日の新聞記事で私の目がいったのは、

朝日19ページの「自宅にある本の冊数 浮かぶ

学力との関係」の箇所でした。同テストで同時

に取ったアンケート項目は２つあり、自宅にあ

る本の冊数と家庭での日本語会話回数とのこと。 

  そこで、教育長答弁を踏まえた小中校生の学

力充実策について伺います。 

○國井輝明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 学力調査と同時に学習状況調

査というものも行われているわけでありますけ

れども、今議員からございました、自宅にある

本の冊数をテストでは本棚の絵を示しながら問

うというふうな質問がございました。これは今

年度初めて、調査以来初めて出題されたもので

ございます。議員より御指摘がありました自宅
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にある本の冊数と学力の関連について、本市の

児童生徒についても分析を行ったところでござ

います。 

  小学生では、家にある本501冊以上と回答し

た児童は全体の3.4％であります。その児童の

国語の平均正答率は78.6％であります。一方で、

家にある本がゼロから10冊と回答した児童は全

体の12.4％で、その児童の国語の平均正答率は

60.5％でございました。 

  中学生につきましては、501冊以上と回答し

た生徒は全体の4.2％で、その生徒の国語の正

答率は76.0％であります。一方、ゼロから10冊

と回答した生徒は全体の13.0％で、その生徒の

国語の平均正答率は66.5％でございました。 

  これまでの学力調査でも読書量が多い児童生

徒の学力が高いというような考察がなされてお

りましたけれども、今回の調査では家庭の蔵書

数と学力にも相関関係があるということが明ら

かになっており、本市の児童生徒にもその傾向

が認められたなというふうに思っております。 

  しかし、各学校の状況を細かく見ていきます

と、家にある本の冊数が少ない児童生徒の割合

が高い学校でも高い学力を示した学校がありま

すので、学力との相関は、家庭の本の数ですね、

蔵書数だけでなくて、学校図書館の活用状況、

あるいは授業での指導方法、内容も含めて総合

的な分析が必要だなというふうに考えておりま

す。 

  いずれにせよ、学校、家庭において児童生徒

の周りに本があるという環境は、それだけ書籍

に触れる機会が増え、ひいては読書をする時間

が増える効果があるんだろうなというふうに考

えられるところでございます。本市では今年度

から読書活動のさらなる推進を目的として全て

の小中学校に教育活動補助員を配置しておりま

すので、本好きな子供たちを増やすということ

とともに、家庭だけでなく学校においても読書

量を増やす取組につながるものだというふうに

考えているところでございます。 

  また、議員より家でどのくらい日本語を話す

のかという問いについても御指摘がございまし

たが、この問いにつきましては、新聞でも報道

されておりますが、外国にルーツを持つ児童生

徒への細やかな対応を目指すために尋ねられた

ものでございます。 

  本市の結果は、家で日本語を時々話すと全く

話さない、この答えを合わせた割合であります

けれども、全体の1.9％であります。本市には、

外国にルーツがあり、市として日本語指導支援

員を配置して日本語を個別に指導している児童

生徒もおりますし、中には家庭では日本語では

なくて保護者の母国語で会話するという児童生

徒もおりますので、今回の結果につきましては

その背景なども含めてさらなる分析が必要だと

考えております。教育委員会としましては、外

国にルーツを持つ児童生徒や障がいがあり支援

の必要な子供たちも含めて、全ての児童生徒一

人一人の学力向上に向けて各学校の教育環境の

整備あるいは研修の充実に努めてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○國井輝明議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 今日は前回より中身がよかった

ということで、これまでの教育委員会の取組が

よかったということだと私は思っています。こ

れからも地道な努力をしていただきたいと思い

ます。 

  今回、私質問するに当たって、にわか勉強で

すが、工藤勇一さんという山形出身の麹町中の

校長を務めた方と鴻上尚史という演出家の対談

本を読みました。その中で私が一番印象に残っ

たのが見える学力、見えない学力でして、今回

テストの結果でいろいろ考察したわけですが、

テストの点数というのは見える学力ですね。で

も、見える学力を支えるのは見えない学力とい

うか、学習習慣とか好きなことに取り組む、興

味を持つ心とか、そういうものが大事なんです
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ね。テストの結果というのは数字ですからすぐ

分かりますけれども、それを支えるのはやっぱ

り日頃の習慣とか興味を持っているか否かが多

分そうなんだと思います。 

  私の好きなゴリラ学者の山極壽一さんが８月

21日の朝日新聞で、塾、代々木ゼミナールの親

分と対談しているんです。その中で述べている

ことは、人間は、人と、動物と、それから自然

と対話することによって一丁前になっていくん

だということを言っています。だから、家庭内

においても会話というか対話というかそういう

ものがないと、気持ちが熟成していかないんじ

ゃないかなと私は思っています。それに向かっ

て、イソップ童話ではありませんけれども、北

風と太陽の精神で先生を叱咤激励し、生徒も叱

咤激励していただければなと思います。 

  質問を終わります。 

 

   散    会    午後０時０３分 

 

○國井輝明議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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令和３年９月９日（木曜日）第３回定例会 

 

○出席議員（１５名） 

   １番  國  井  輝  明  議員     ２番  太  田  陽  子  議員 

   ３番  鈴  木  み ゆ き  議員     ４番  安 孫 子  義  徳  議員 

   ５番  月  光  裕  晶  議員     ６番  後  藤  健 一 郎  議員 

   ７番  渡  邉  賢  一  議員     ８番  古  沢  清  志  議員 

   ９番  佐  藤  耕  治  議員    １０番  太  田  芳  彦  議員 

  １２番  沖  津  一  博  議員    １３番  荒  木  春  吉  議員 

  １４番  柏  倉  信  一  議員    １５番  木  村  寿 太 郎  議員 

  １６番  伊  藤  正  彦  議員 

○欠席議員（１名） 

  １１番  阿  部     清  議員 

○遅刻議員（なし） 

○早退議員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 原 隆 平  副 市 長 

軽 部   賢  教 育 長  久保田 洋 子  病院事業管理者 

設 楽 伸 子  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 武 田 伸 一  企画創成課長 

大 沼 利 子  財 政 課 長  高 林 清 美  市民生活課長 

東海林   恒  防災危機管理 
課 長  武 田 新 二  建設管理課長 

伊 藤   孝 
 
上下水道課長  猪 倉 秀 行  

農林課長（併） 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

小 林 博 之  商工推進課長  山 田 良 一  
さくらんぼ観光 
課 長 

鈴 木   隆  健康福祉課長  眞 木 立 子  子育て推進課長 

柏 倉 信 一  
会計管理者(兼) 
会 計 課 長  小 林 弘 之  病 院 事 務 長 

佐 藤   肇  学校教育課長  後 藤 芳 和  生涯学習課長 

船 田 孝 夫  監 査 委 員  木 村 幸 一  
監 査 委 員 
事 務 局 長 

○事務局職員出席者 

高 林 雅 彦  事 務 局 長  東海林 茂 美  総 務 主 幹 

兼 子 拓 也  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 
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   議事日程第４号      第３回定例会 

   令和３年９月９日（木）  午前９時３０分開議 

 

   再  開   

日程第 １ 認第 １号 令和２年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ２ 認第 ２号 令和２年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ３ 認第 ３号 令和２年度寒河江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ４ 認第 ４号 令和２年度寒河江市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ５ 認第 ５号 令和２年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に 

            ついて 

 〃  ６ 認第 ６号 令和２年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認 

            定について 

 〃  ７ 認第 ７号 令和２年度寒河江市立病院事業会計決算の認定について 

 〃  ８ 議第４３号 令和２年度寒河江市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃  ９ 議第４４号 令和２年度寒河江市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃 １０ 議第４５号 令和３年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃 １１ 議第４６号 令和３年度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃 １２ 議第４７号 寒河江市個人情報保護条例の一部改正について 

 〃 １３ 議第４８号 寒河江市手数料条例の一部改正について 

 〃 １４ 議第４９号 寒河江市チェリーランドに関する条例の一部改正について 

 〃 １５ 議第５０号 西村山広域行政事務組合規約の一部変更について 

 〃 １６ 議第５１号 市道路線の認定について 

 〃 １７ 請願第４号 米の需給調整に関する請願 

 〃 １８ 質疑 

 〃 １９ 決算特別委員会設置 

 〃 ２０ 予算特別委員会設置 

 〃 ２１ 委員会付託 

   休  憩 

   再  開 

日程第２２ 寒河江市議会決算特別委員会正副委員長の互選結果報告について 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第４号に同じ 
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   再    開     午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員は、11番阿部 清議員で

あります。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第４号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第１、認第１号令和２年度

寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について

から、日程第17、請願第４号米の需給調整に関

する請願までの17案件を一括議題といたします。 

 

質     疑 

 

○國井輝明議長 日程第18、これより質疑に入り

ますが、所属する委員会の審査案件に関する質

疑は極力控えるとともに、概括的な質疑にとど

めていただくようお願いします。 

  初めに、認第１号令和２年度寒河江市一般会

計歳入歳出決算の認定についてに対する質疑は

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、認第２号令和２年度寒河江市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定についてに対

する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、認第３号令和２年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてに

対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、認第４号令和２年度寒河江市介護保険

特別会計歳入歳出決算の認定についてに対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、認第５号令和２年度寒河江市介護認定

審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、認第６号令和２年度寒河江市財産区特

別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認

定についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、認第７号令和２年度寒河江市立病院事

業会計決算の認定についてに対する質疑はあり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第43号令和２年度寒河江市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定についてに対す

る質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第44号令和２年度寒河江市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定についてに対

する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第45号令和３年度寒河江市一般会計

補正予算（第５号）に対する質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第46号令和３年度寒河江市介護保険

特別会計補正予算（第１号）に対する質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第47号寒河江市個人情報保護条例の

一部改正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第48号寒河江市手数料条例の一部改

正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第49号寒河江市チェリーランドに関
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する条例の一部改正についてに対する質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第50号西村山広域行政事務組合規約

の一部変更についてに対する質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第51号市道路線の認定についてに対

する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、請願第４号米の需給調整に関する請願

に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

決算特別委員会設置 

 

○國井輝明議長 日程第19、決算特別委員会の設

置についてお諮りいたします。 

  認第１号令和２年度寒河江市一般会計歳入歳

出決算の認定についてから議第44号令和２年度

寒河江市下水道事業会計利益の処分及び決算の

認定についてまでの９案件については、議長及

び議会選出監査委員を除く14人を委員に選任し

て構成する決算特別委員会を設置し、これに付

託の上審査することにしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、認第１号令和２年度寒河江市一般会

計歳入歳出決算の認定についてから議第44号令

和２年度寒河江市下水道事業会計利益の処分及

び決算の認定についてまでの９案件については、

決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査

することに決しました。 

 

予算特別委員会設置 

 

○國井輝明議長 日程第20、予算特別委員会の設

置についてお諮りいたします。 

  議第45号令和３年度寒河江市一般会計補正予

算（第５号）については、議長を除く15人を委

員に選任して構成する予算特別委員会を設置し、

これに付託の上審査することにしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第45号令和３年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）については、予算特別委

員会を設置し、これに付託の上審査することに

決しました。 

 

委 員 会 付 託 

 

○國井輝明議長 日程第21、委員会付託でありま

す。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す委員会付託案件表のとおり、それぞれ所管の

委員会に付託いたします。 

 

 委員会付託案件表  

委 員 会 付 託 案 件 

総務産業常任委員会 

議第４７号、議第４８号、

議第４９号、議第５０号、

議第５１号、請願第４号 

厚生文教常任委員会 議第４６号 

予算特別委員会 議第４５号 

決算特別委員会 

認第１号、認第２号、 

認第３号、認第４号、 

認第５号、認第６号、 

認第７号、議第４３号、 

議第４４号 

 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

 休 憩 午前 ９時３７分  
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 再 開 午前１１時０５分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

寒河江市議会決算特別委員会 

正副委員長の互選結果報告について 

 

○國井輝明議長 日程第22、寒河江市議会決算特

別委員会正副委員長の互選結果報告についてで

あります。 

  休憩中に決算特別委員会が開催され、正副委

員長が互選されましたので、御報告いたします。 

   決算特別委員会委員長  古沢清志議員 

   決算特別委員会副委員長 月光裕晶議員 

  以上であります。 

 

   散    会    午前１１時０５分 

 

○國井輝明議長 以上で本日の日程は終了いたし

ました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 



 - 100 - 

 



 - 101 - 

令和３年９月２２日（水曜日）第３回定例会 

 

○出席議員（１６名） 

   １番  國  井  輝  明  議員     ２番  太  田  陽  子  議員 

   ３番  鈴  木  み ゆ き  議員     ４番  安 孫 子  義  徳  議員 

   ５番  月  光  裕  晶  議員     ６番  後  藤  健 一 郎  議員 

   ７番  渡  邉  賢  一  議員     ８番  古  沢  清  志  議員 

   ９番  佐  藤  耕  治  議員    １０番  太  田  芳  彦  議員 

  １１番  阿  部     清  議員    １２番  沖  津  一  博  議員 

  １３番  荒  木  春  吉  議員    １４番  柏  倉  信  一  議員 

  １５番  木  村  寿 太 郎  議員    １６番  伊  藤  正  彦  議員 

○欠席議員（なし） 

○遅刻議員（なし） 

○早退議員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 原 隆 平  副 市 長 

軽 部   賢  教 育 長  久保田 洋 子  病院事業管理者 

設 楽 伸 子  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 武 田 伸 一  企画創成課長 

大 沼 利 子  財 政 課 長  伊 藤   孝  上下水道課長 

柏 倉 信 一  
会 計 管 理 者 
（兼）会計課長  小 林 弘 之  病 院 事 務 長 

佐 藤   肇  学校教育課長  船 田 孝 夫  監 査 委 員 

木 村 幸 一  
監 査 委 員 
事 務 局 長     

○事務局職員出席者 

高 林 雅 彦  事 務 局 長  東海林 茂 美  総 務 主 幹 

兼 子 拓 也  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 
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   議事日程第５号       第３回定例会 

   令和３年９月２２日（水）  予算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

  （決算特別委員会付託関係） 

日程第 １ 認第 １号 令和２年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ２ 認第 ２号 令和２年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ３ 認第 ３号 令和２年度寒河江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ４ 認第 ４号 令和２年度寒河江市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ５ 認第 ５号 令和２年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に 

            ついて 

 〃  ６ 認第 ６号 令和２年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認 

            定について 

 〃  ７ 認第 ７号 令和２年度寒河江市立病院事業会計決算の認定について 

 〃  ８ 議第４３号 令和２年度寒河江市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃  ９ 議第４４号 令和２年度寒河江市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃 １０ 決算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １１ 質疑・討論・採決 

 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第１２ 議第４５号 令和３年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃 １３ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １４ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第１５ 議第４７号 寒河江市個人情報保護条例の一部改正について 

 〃 １６ 議第４８号 寒河江市手数料条例の一部改正について 

 〃 １７ 議第４９号 寒河江市チェリーランドに関する条例の一部改正について 

 〃 １８ 議第５０号 西村山広域行政事務組合規約の一部変更について 

 〃 １９ 議第５１号 市道路線の認定について 

 〃 ２０ 請願第４号 米の需給調整に関する請願 

 〃 ２１ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２２ 質疑・討論・採決 

 

  （厚生文教常任委員会付託関係） 

日程第２３ 議第４６号 令和３年度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃 ２４ 厚生文教常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２５ 質疑・討論・採決 
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日程第２６ 議会案第８号 米の需給調整に関する意見書の提出について 

 〃 ２７ 議案説明 

 〃 ２８ 質疑・討論・採決 

 〃 ２９ 議会案第９号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書 

             の提出について 

 〃 ３０ 議案説明 

 〃 ３１ 委員会付託 

 〃 ３２ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第５号に同じ 

 

   日程の追加 

   寒河江市議会議会運営委員会委員長の互選結果報告について 

 

 

 

   再    開    午前１０時４５分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  ここで本日の会議運営について、議会運営委

員長の報告を求めます。古沢議会運営委員長。 

   〔古沢清志議会運営委員長 登壇〕 

○古沢清志議会運営委員長 本日の会議運営につ

きましては、去る９月21日、委員６名全員出席

並びに関係者出席の下、議会運営委員会を開催

し、協議いたしましたので、その結果について

御報告申しあげます。 

  初めに、本日追加されます案件について申し

あげます。 

  追加案件は、議会案第８号米の需給調整に関

する意見書の提出について及び議会案第９号コ

ロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財

源の充実を求める意見書の提出についての２件

であります。 

  このことにより、議事日程の一部変更が必要

となります。日程変更の詳細につきましては、

お示ししております日程表のとおり変更となり

ます。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、御報告といたします。 

○國井輝明議長 お諮りいたします。 

  本日の会議運営は、ただいまの議会運営委員

長報告のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は、議会運営委員長
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報告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第５号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第１、認第１号令和２年度

寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について

から日程第９、議第44号令和２年度寒河江市下

水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

てまでの９案件を一括議題といたします。 

 

決算特別委員会の審査の 

経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第10、決算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  決算特別委員長報告を求めます。月光決算特

別委員会副委員長。 

   〔月光裕晶決算特別副委員長 登壇〕 

○月光裕晶決算特別副委員長 ただいま委員長が

不在となっておりますので、副委員長の私から

決算特別委員会における審査の経過と結果につ

いて御報告申しあげます。 

  本委員会に付託になりました案件は、認第１

号令和２年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の

認定について、認第２号令和２年度寒河江市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、認第３号令和２年度寒河江市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定について、認第

４号令和２年度寒河江市介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定について、認第５号令和２年度

寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入

歳出決算の認定について、認第６号令和２年度

寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

歳入歳出決算の認定について、認第７号令和２

年度寒河江市立病院事業会計決算の認定につい

て、議第43号令和２年度寒河江市水道事業会計

利益の処分及び決算の認定について、議第44号

令和２年度寒河江市下水道事業会計利益の処分

及び決算の認定についてであります。 

  ９月９日、委員13名出席、当局からは市長は

じめ関係課長等出席の下、委員会を開会し、９

案件を一括議題とし、議案説明を受け質疑に入

り、質疑の後、各分科会に分担付託し、審査す

ることにいたしました。 

  各分科会の審査の経過につきましては、本日

再開されました委員会で詳しく報告されており

ますので省略させていただきますが、各分科会

とも原案を了とすることと決した旨の報告があ

りました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。 

  最初に、認第１号から認第７号までの７案件

を一括して採決した結果、賛成多数をもって原

案のとおり認定すべきものと決しました。 

  次に、議第43号及び議第44号の２案件につい

て一括して採決した結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決及び認定すべきものと決しまし

た。 

  その後、古沢清志委員より、委員長辞任願が

提出され、本委員会においてこれを許可してお

ります。 

  以上で決算特別委員会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第11、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、認第１号令和２年度寒河江市一般会

計歳入歳出決算の認定について、認第２号令和

２年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について、認第３号令和２年度寒河

江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について、認第４号令和２年度寒河江市介護

保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認

第５号令和２年度寒河江市介護認定審査会共同

設置特別会計歳入歳出決算の認定について、認

第６号令和２年度寒河江市財産区特別会計（高

松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認定について

及び認第７号令和２年度寒河江市立病院事業会

計決算の認定についての７案件を一括して採決

いたします。 

  ただいまの７案件に対する委員長報告はいず

れも認定であります。 

  ７案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、認第１号、認第２号、認第３号、認

第４号、認第５号、認第６号及び認第７号の７

案件は原案のとおり認定されました。 

  次に、議第43号令和２年度寒河江市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について及び議

第44号令和２年度寒河江市下水道事業会計利益

の処分及び決算の認定についての２案件を一括

して採決いたします。 

  ただいまの２案件に対する委員長報告はいず

れも可決及び認定であります。 

  ２案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第43号及び議第44号は原案のとお

り可決及び認定されました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第12、議第45号令和

３年度寒河江市一般会計補正予算（第５号）を

議題といたします。 

 

予算特別委員会の審査の 

経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第13、予算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。佐藤予算特

別委員長。 

   〔佐藤耕治予算特別委員長 登壇〕 

○佐藤耕治予算特別委員長 予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申しあげ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第45

号令和３年度寒河江市一般会計補正予算（第５

号）であります。 

  ９月９日、委員14名出席、当局からは市長は

じめ関係課長等出席の下、委員会を開会し、議

第45号を議題とし、質疑の後、各分科会に分担

付託し審査することといたしました。 

  各分科会の審査の経過につきましては、本日

再開されました委員会で詳しく報告されており

ますので省略させていただきますが、各分科会

とも原案を了とすることと決した旨の報告があ

りました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。 

  議第45号を採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、予算特別委員会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 
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質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第14、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第45号令和３年度寒河江市一般会計補正予

算（第５号）に対する委員長報告は可決であり

ます。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第45号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第15、議第47号寒河

江市個人情報保護条例の一部改正についてから

日程第20、請願第４号米の需給調整に関する請

願までの６案件を一括議題といたします。 

 

総務産業常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第21、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。後藤総

務産業常任委員長。 

   〔後藤健一郎総務産業常任委員長 登壇〕 

○後藤健一郎総務産業常任委員長 総務産業常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申しあげます。 

  本委員会は、９月10日、委員７名出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第47号から議第51

号まで及び請願第４号の６案件であります。 

  審査に入る前に審査の都合上、初めに、議第

51号の審査を行い、次に、議第47号、議第48号、

議第49号、議第50号、請願第４号の順で審査す

ることを諮り、異議なく了承され、そのように

審査することに決しました。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第51号市道路線の認定についてを

議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りまし

た。質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「仲田のほうについては、今回認定

する市道の突き当たりに舗装された民地が接続

しているが、雪置場などでのトラブル発生の心

配はないか」との問いがあり、当局より「開発

行為を行う前に事前に図面での協議はされてお

りますが、御指摘の場所については、今後、な

お開発業者との協議で調整していく必要がある

と思っております」との答弁がありました。 

  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議第47号寒河江市個人情報保護条例の

一部改正についてを議題とし、当局の説明を求

め、質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を

終結し、採決の結果、賛成多数をもって原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第48号寒河江市手数料条例の一部改

正についてを議題とし、当局の説明を求め、質

疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結し、

採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次に、議第49号寒河江市チェリーランドに関

する条例の一部改正についてを議題とし、当局
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の説明を求め質疑に入りましたが、御報告する

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第50号西村山広域行政事務組合規約

の一部変更についてを議題とし、当局の説明を

求め質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を

終結し、採決の結果、賛成多数をもって原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第４号米の需給調整に関する請願

を議題とし、担当書記による請願文書朗読後、

審査に入りましたが、質疑、意見等もなく、討

論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり採択すべきものと決しました。 

  請願第４号が採択すべきものと決しましたの

で、請願第４号に係る意見書について、担当書

記による意見書案の朗読後、審査に入りました

が、質疑、意見等もなく、討論を終結し、採決

の結果、賛成多数をもって意見書案のとおり議

会案を提出するものと決しました。 

  以上で総務産業常任委員会における審査の経

過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第22、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第47号寒河江市個人情報保護条例の一部改

正について、議第48号寒河江市手数料条例の一

部改正について、議第49号寒河江市チェリーラ

ンドに関する条例の一部改正について、議第50

号西村山広域行政事務組合規約の一部変更につ

いて、議第51号市道路線の認定について及び請

願第４号米の需給調整に関する請願の６案件を

一括して採決いたします。 

  ただいまの６案件に対する委員長報告はいず

れも可決及び採択であります。 

  ６案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第47号、議第48号、議第49号、議

第50号、議第51号及び請願第４号の６案件は原

案のとおり可決及び採択されました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第23、議第46号令和

３年度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 

厚生文教常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第24、厚生文教常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  厚生文教常任委員長報告を求めます。鈴木厚

生文教常任委員長。 

   〔鈴木みゆき厚生文教常任委員長 登壇〕 

○鈴木みゆき厚生文教常任委員長 厚生文教常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申しあげます。 

  本委員会は、９月13日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第46号の１案件で

あります。 

  審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第46号令和３年度寒河江市介護保
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険特別会計補正予算（第１号）を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数を

もって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  以上で厚生文教常任委員会における審査の経

過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第25、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第46号令和３年度寒河江市介護保険特別会

計補正予算（第１号）を採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第46号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第26、議会案第８号

米の需給調整に関する意見書の提出についてを

議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第27、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第８号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り議案説明を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明を省略することに決しまし

た。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第28、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議会案第８号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議会案第８号米の需給調整に関する

意見書の提出についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議会案第８号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第29、議会案第９号

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税

財源の充実を求める意見書の提出についてを議

題といたします。 

 

議 案 説 明 
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○國井輝明議長 日程第30、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第９号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り議案説明を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明を省略することに決しまし

た。 

 

委 員 会 付 託 

 

○國井輝明議長 日程第31、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第９号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第32、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議会案第９号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議会案第９号コロナ禍による厳しい

財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意

見書の提出についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議会案第９号は原案のとおり可決さ

れました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

 休 憩 午前１１時１３分  

 再 開 午前１１時２５分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

日 程 の 追 加 

 

○國井輝明議長 先ほど古沢清志議会運営委員長

から委員長の辞任願が提出されました。 

  休憩中に開催されました議会運営委員会にお

いて、古沢議員の議会運営委員長辞任について

許可され、後任の委員長の互選が行われました。 

  お諮りいたします。 

  この際、寒河江市議会議会運営委員会委員長

の互選結果報告についてを日程に追加すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、寒河江市議会議会運営委員会委員長

の互選結果報告についてを日程に追加すること

に決しました。 

 

寒河江市議会議会運営委員会 

委員長の互選結果報告について 

 

○國井輝明議長 議会運営委員会委員長の互選結

果を報告いたします。 

  議会運営委員会委員長は、阿部 清議員に決

定いたしました。 
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   閉    会    午前１１時２６分 

 

○國井輝明議長 これにて令和３年第３回寒河江

市議会定例会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 
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    寒河江市議会議長   國  井  輝  明 

 

 

    会議録署名議員   鈴  木  み ゆ き 

 

 

    会議録署名議員   木  村  寿 太 郎 
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令和３年９月９日（木曜日）決算特別委員会 

 

○出席委員（１３名） 

   ２番  太  田  陽  子  委員     ３番  鈴  木  み ゆ き  委員 

   ４番  安 孫 子  義  徳  委員     ５番  月  光  裕  晶  委員 

   ６番  後  藤  健 一 郎  委員     ７番  渡  邉  賢  一  委員 

   ８番  古  沢  清  志  委員     ９番  佐  藤  耕  治  委員 

  １０番  太  田  芳  彦  委員    １３番  荒  木  春  吉  委員 

  １４番  柏  倉  信  一  委員    １５番  木  村  寿 太 郎  委員 

  １６番  伊  藤  正  彦  委員 

○欠席委員（１名） 

  １１番  阿  部     清  委員 

○遅刻委員（なし） 

○早退委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 原 隆 平  副 市 長 

軽 部   賢  教 育 長  久保田 洋 子  病院事業管理者 

設 楽 伸 子  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 武 田 伸 一  企画創成課長 

石 橋 慶 幸  
デジタル戦略 
課 長  大 沼 利 子  財 政 課 長 

片 桐 勝 元  税 務 課 長  高 林 清 美  市民生活課長 

東海林   恒  防災危機管理 
課 長  武 田 新 二  建設管理課長 

伊 藤   孝 
 
上下水道課長  猪 倉 秀 行  

農林課長（併） 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

小 林 博 之  商工推進課長  山 田 良 一  
さくらんぼ観光 
課 長 

軽 部 修 一  慈恩寺振興課長  鈴 木   隆  健康福祉課長 

今 野 育 男  高齢者支援課長  眞 木 立 子  子育て推進課長 

柏 倉 信 一  
会計管理者(兼) 
会 計 課 長  小 林 弘 之  病 院 事 務 長 

佐 藤   肇  学校教育課長  後 藤 芳 和  生涯学習課長 

小 泉   尚  
スポーツ振興 
課 長  船 田 孝 夫  監 査 委 員 

沖 津 一 博  監 査 委 員  木 村 幸 一  
監 査 委 員 
事 務 局 長 

○事務局職員出席者 

高 林 雅 彦  事 務 局 長  東海林 茂 美  総 務 主 幹 

兼 子 拓 也  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 
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   決算特別委員会議事日程第１号  第３回定例会 

   令和３年９月９日（木）     本会議休憩中開議 

 

   開  会 

日程第 １ 寒河江市議会決算特別委員会正副委員長の互選について 

 〃  ２ 認第 １号 令和２年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ３ 認第 ２号 令和２年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ４ 認第 ３号 令和２年度寒河江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ５ 認第 ４号 令和２年度寒河江市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ６ 認第 ５号 令和２年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に 

            ついて 

 〃  ７ 認第 ６号 令和２年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認 

            定について 

 〃  ８ 認第 ７号 令和２年度寒河江市立病院事業会計決算の認定について 

 〃  ９ 議第４３号 令和２年度寒河江市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃 １０ 議第４４号 令和２年度寒河江市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃 １１ 議案説明 

 〃 １２ 質疑 

 〃 １３ 分科会分担付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会     午前９時５０分 

 

○高林雅彦事務局長 初めての決算特別委員会で

ありますので、委員会条例第10条第２項の規定

により、年長の木村寿太郎委員に臨時委員長を

お願いいたします。 

○木村寿太郎臨時委員長 おはようございます。 

  初めての決算特別委員会でありますので、委

員長が互選されるまでの間、年長の私が委員長

の職務を行います。暫時の間、御協力をお願い

いたします。 

  ただいまから、決算特別委員会を開会いたし

ます。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

寒河江市議会決算特別委員会 

正副委員長の互選について 

 

○木村寿太郎臨時委員長 日程第１、寒河江市議

会決算特別委員会正副委員長の互選についてを
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議題といたします。 

  これより、委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。委員長の互選については

指名推選によることとし、私から指名したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  では、私から委員長には古沢清志委員を指名

いたします。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員長には古沢清志委員が当選され

ました。 

  委員長より就任の御挨拶をお願いいたします。 

○古沢清志委員長 おはようございます。 

  ただいま指名推選によりまして決算特別委員

長を拝命いたしました古沢清志でございます。

議員各位のさらなる議論を通じて市民の皆様の

負託に応えてまいりたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  これより、副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。副委員長の互選について

は指名推選によることとし、私から指名したい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  では、私から副委員長には月光裕晶委員を指

名したいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  よって、副委員長には月光裕晶委員が当選さ

れました。 

  副委員長より自席にて就任の御挨拶をお願い

いたします。 

○月光裕晶副委員長 ただいま決算副委員長を拝

命いたしました月光裕晶です。委員長をサポー

トしながら一生懸命やらせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

議 案 上 程 

 

○古沢清志委員長 日程第２、認第１号令和２年

度寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定につい

てから、日程第10、議第44号令和２年度寒河江

市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてまでの９案件を一括議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○古沢清志委員長 日程第11、議案説明でありま

す。 

  初めに、認第１号令和２年度寒河江市一般会

計歳入歳出決算の認定についてから認第６号令

和２年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、

三泉）歳入歳出決算の認定についてまでの６案

件について当局より説明を求めます。柏倉会計

管理者。 

○柏倉信一会計管理者（兼）会計課長 おはよう

ございます。 

  令和２年度寒河江市一般会計及び特別会計決

算の概要について御説明申しあげます。 

  初めに、認第１号令和２年度寒河江市一般会

計歳入歳出決算の認定について御説明申しあげ

ます。 

  なお、金額につきましては、1,000円未満の

数字は切捨てとさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

  歳入について御説明いたします。令和２年度

寒河江市歳入歳出決算書の３ページ、４ページ

を御覧ください。 

  款ごとの収入済額と前年度と比較した増減率

を申しあげます。 

  第１款市税は収入済額が51億2,654万1,000円

で、前年度比0.7％の減であります。 

  第２款地方譲与税は１億4,339万2,000円で、
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3.0％の増。 

  第３款利子割交付金は423万4,000円で、

0.6％の増。 

  第４款配当割交付金は983万円で、17.1％の

減。 

  第５款株式等譲渡所得割交付金は1,455万

4,000円で、120.7％の増。 

  第６款法人事業税交付金は2,660万6,000円で、

皆増。 

  第７款地方消費税交付金は９億2,422万8,000

円で、21.5％の増。 

  第８款自動車取得税交付金はゼロ円で、皆減

であります。 

  ５ページ、６ページを御覧ください。 

  第９款環境性能割交付金は983万8,000円で、

105.4％の増。 

  第 10款地方特例交付金は 4,714万円で、

11.3％の増。 

  第11款地方交付税は44億4,224万9,000円で、

5.8％の増。 

  第12款交通安全対策特別交付金は765万1,000

円で、7.1％の増。 

  第13款分担金及び負担金は１億3,753万9,000

円で、31.1％の減。 

  第14款使用料及び手数料は7,784万2,000円で、

8.4％の減。 

  第15款国庫支出金は76億7,803万8,000円で、

264.9％の増。 

  第16款県支出金は12億7,797万9,000円で、

18.0％の増であります。 

  ７ページ、８ページを御覧ください。 

  第17款財産収入は4,652万2,000円で、15.0％

の減。 

  第18款寄附金は57億880万8,000円で、29.0％

の増。 

  第19款繰入金は30億9,329万7,000円で、

48.9％の増。 

  第20款繰越金は２億1,844万7,000円で、

27.7％の減。 

  第21款諸収入は12億9,915万1,000円で、

19.4％の増。 

  第22款市債は16億1,580万円で、8.7％の増で

あります。 

  以上、歳入合計は収入済額319億969万2,000

円で、前年度比37.2％の増であります。 

  次に、歳出でありますが、９ページ、10ペー

ジを御覧ください。 

  款ごとの支出済額と前年度と比較した増減率

を申しあげます。 

  第１款議会費は支出済額が１億6,273万1,000

円で、2.1％の減。 

  第２款総務費は134億8,671万4,000円で、

82.4％の増。 

  第３款民生費は62億6,435万4,000円で、

11.3％の増。 

  第４款衛生費は15億7,124万7,000円で、

7.0％の増。 

  第５款労働費は2,198万円で、0.2％の増。 

  第６款農林水産業費は４億2,823万円で、

5.9％の増であります。 

  11ページ、12ページを御覧ください。 

  第７款商工費は24億6,414万2,000円で、

81.6％の増。 

  第８款土木費は19億619万2,000円で、2.5％

の減。 

  第９款消防費は６億5,226万1,000円で、

11.1％の増。 

  第10款教育費は20億7,328万1,000円で、

5.1％の減。 

  第11款災害復旧費は２億7,419万2,000円で、

869.3％の増。 

  第12款公債費は16億1,830万4,000円で、

1.5％の減。 

  第13款予備費はゼロ円であります。 

  以上、歳出合計は支出済額309億2,363万

3,000円で、前年度比35.4％の増であります。 
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  13ページを御覧ください。 

  この結果、歳入歳出差引き残額は９億8,605

万9,000円となり、これより繰越明許費に係る

翌年度へ繰り越すべき財源２億716万9,000円を

差し引いた実質収支額は７億7,889万円で、前

年度比87.4％の増であります。 

  また、地方自治法第233条の２及び寒河江市

財政調整基金条例の規定により、財政調整基金

に４億円を繰り入れ、残る３億7,889万円は翌

年度に繰越しをしております。 

  次に、認第２号令和２年度寒河江市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定について御説

明申しあげます。 

  14ページ、15ページを御覧ください。 

  歳入でありますが、第１款国民健康保険税は

収入済額７億5,015万1,000円。 

  第４款県支出金26億3,385万5,000円。 

  第６款繰入金３億5,590万6,000円。 

  第７款繰越金4,882万9,000円などであります。 

  歳入合計は37億9,919万円で、前年度比6.0％

の減であります。 

  次に、歳出でありますが、16ページ、17ペー

ジを御覧ください。 

  第２款保険給付費は支出済額25億268万2,000

円。 

  第３款国民健康保険事業費納付金10億3,482

万2,000円などであります。 

  18ページ、19ページを御覧ください。 

  歳出合計は36億8,026万7,000円で、前年度比

7.8％の減であります。この結果、歳入歳出差

引き残額は１億1,892万3,000円となり、これは

翌年度に繰越しをしております。 

  次に、認第３号令和２年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定について御

説明申しあげます。 

  20ページ、21ページを御覧ください。 

  歳入でありますが、第１款保険料は収入済額

３億8,555万円。 

  第４款繰入金１億3,367万9,000円などで、歳

入合計は５億4,015万円で、前年度比8.4％の増

であります。 

  次に、歳出でありますが、22ページ、23ペー

ジを御覧ください。 

  第２款後期高齢者医療広域連合納付金は支出

済額５億1,524万円などで、歳出合計は５億

3,020万1,000円で、前年度比8.4％の増であり

ます。この結果、歳入歳出差引き残額は994万

9,000円となり、これは翌年度に繰越しをして

おります。 

  次に、認第４号令和２年度寒河江市介護保険

特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申

しあげます。 

  24ページ、25ページを御覧ください。 

  歳入でありますが、第１款保険料は収入済額

９億1,713万6,000円。 

  第３款国庫支出金10億9,422万6,000円。 

  第４款支払基金交付金11億2,349万1,000円。 

  第５款県支出金６億1,720万円。 

  第７款繰入金６億5,860万9,000円などであり

ます。 

  26ページ、27ページを御覧ください。 

  歳入合計は44億7,095万9,000円で、前年度比

0.3％の減であります。 

  次に、歳出でありますが、28ページ、29ペー

ジを御覧ください。 

  第２款保険給付費は支出済額40億7,189万円。 

  第４款地域支援事業費１億5,605万7,000円な

どであり、歳出合計は43億7,343万9,000円で、

前年度比1.3％の減であります。 

  30ページを御覧ください。 

  この結果、歳入歳出差引き残額は9,752万円

となり、これは翌年度に繰越しをしております。 

  次に、認第５号令和２年度寒河江市介護認定

審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて御説明申しあげます。 

  31ページ、32ページを御覧ください。 
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  歳入でありますが、第１款分担金及び負担金

は収入済額1,465万9,000円。 

  第２款繰入金909万3,000円などであり、歳入

合計は2,947万9,000円で、前年度比6.6％の増

であります。 

  次に、歳出でありますが、33ページ、34ペー

ジを御覧ください。 

  第１款介護認定審査会費は支出済額1,542万

2,000円で、歳出合計も同額であり、前年度比

29.7％の減であります。この結果、歳入歳出差

引き残額は1,405万6,000円となり、これは翌年

度に繰越しをしております。 

  次に、認第６号令和２年度寒河江市財産区特

別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認

定について御説明申しあげます。 

  35ページ、36ページを御覧ください。 

  歳入でありますが、第１款高松財産区は収入

済額19万9,000円。 

  第２款醍醐財産区20万7,000円。 

  第３款三泉財産区28万1,000円で、歳入合計

は68万8,000円で、前年度比5.6％の増でありま

す。 

  次に、歳出でありますが、37ページ、38ペー

ジを御覧ください。 

  第１款高松財産区は支出済額11万2,000円。 

  第２款醍醐財産区15万1,000円。 

  第３款三泉財産区16万7,000円で、歳出合計

は43万円で、前年度比6.3％の増であります。

この結果、歳入歳出差引き残額は25万8,000円

となり、これは翌年度へ繰越しをしております。 

  以上、一般会計及び５特別会計の決算の概要

について御説明を申しあげましたが、詳細につ

きましては、事項別明細書及び主要な施策の成

果に関する説明書を御覧くださいますようお願

い申しあげます。 

○古沢清志委員長 次に、認第７号令和２年度寒

河江市立病院事業会計決算の認定について当局

より説明を求めます。久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 おはようございま

す。 

  認第７号令和２年度寒河江市立病院事業会計

決算の認定について御説明申しあげます。 

  なお、金額につきまして、1,000円未満の数

字は切捨てさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

  最初に、１ページ、令和２年度決算報告書

（税込み）の収益的収入及び支出であります。 

  収入の決算額は、第１款病院事業収益19億

8,543万5,000円、その内訳は第１項医業収益が

15億2,468万8,000円、第２項医業外収益が４億

5,044万6,000円、第３項特別利益が1,030万円

であります。 

  支出は、第１款病院事業費用が19億3,911万

7,000円、その内訳は第１項医業費用19億1,823

万9,000円、第２項医業外費用1,057万7,000円、

第３項特別損失1,030万円であります。 

  次に、２ページ、資本的収入及び支出であり

ます。 

  収入の決算額は、第１款資本的収入が１億

995万2,000円で、その内訳は第１項企業債

3,440万円、第２項他会計負担金6,669万3,000

円、第３項補助金885万9,000円であります。 

  支出は、第１款資本的支出が１億5,978万

4,000円で、その内訳は第１項建設改良費4,852

万3,000円、第２項企業債償還金１億1,126万円

であります。 

  また、支出額に対する収入不足額4,983万

1,000円は損益勘定留保資金等で補塡しており

ます。 

  次に、３ページ、損益計算書でありますが、

１の医業収益は、入院収益及び外来収益、他会

計負担金など合計15億2,301万6,000円でありま

す。 

  ２の医業費用は、給与費、材料費など合計18

億8,909万5,000円であります。 

  ３の医業外収益は、他会計負担金や補助金な
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どで合計４億4,964万7,000円であります。 

  ４の医業外費用は、企業債利息など合計

5,329万9,000円であります。 

  経常利益は3,026万9,000円となっております。 

  また、５の特別利益及び６の特別損失1,030

万円は、感染症対応従事者への慰労金に関した

ものです。 

  この結果、当年度純利益は経常利益と同額の

3,026万9,000円となり、当年度未処理欠損金は

2,677万円となりました。 

  また、４ページは剰余金計算書及び欠損金処

理計算書でありますが、先ほど申しあげました

当年度未処理欠損金2,677万円を翌年度に繰り

越すものであります。 

  次に、５ページ、貸借対照表であります。 

  最初に、資産の部、１の固定資産であります

が、有形固定資産の合計が12億8,122万8,000円

で、これに無形固定資産５万1,000円及び投資

2,623万1,000円を加え、合計13億751万1,000円

であります。 

  ２の流動資産でありますが、現金預金、未収

金及び貯蔵品で合計３億6,900万5,000円であり

ます。 

  この結果、資産合計は16億7,651万6,000円で

あります。 

  次に、負債の部でありますが、１の固定負債

は企業債及びリース債務で合計３億1,774万

9,000円であり、２の流動負債は未払金、企業

債引当金など２億4,978万6,000円であります。 

  ３の繰延収益は、長期前受金２億5,281万

2,000円から長期前受金収益化累計額１億4,422

万5,000円を引いた１億858万6,000円となり、

この結果、負債合計は６億7,612万3,000円であ

ります。 

  次に、資本の部でありますが、１の資本金は

９億8,910万3,000円、２の剰余金は資本剰余金

が3,806万円、欠損金が2,677万円で、剰余金合

計は1,129万円となり、資本合計は１億39万

3,000円であります。 

  この結果、負債資本合計は16億7,651万6,000

円であり、資産合計と同額となるものでありま

す。 

  なお、６ページ以降に附属資料を添付してお

りますので、御参照くださるようお願いいたし

ます。 

  以上、寒河江市立病院事業会計の決算につい

て御説明を申しあげました。よろしくお願い申

しあげます。 

○古沢清志委員長 次に、議第43号令和２年度寒

河江市水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について及び議第44号令和２年度寒河江市下水

道事業会計利益の処分及び決算の認定について

の２案件について当局より説明を求めます。伊

藤上下水道課長。 

○伊藤 孝上下水道課長 おはようございます。 

  議第43号令和２年度寒河江市水道事業会計利

益の処分及び決算の認定について御説明申しあ

げます。 

  タブレットにあります決算書１ページ、２ペ

ージを御覧願います。 

  金額につきましては、1,000円未満の金額は

省略させていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

  決算報告書でございますが、消費税込みの金

額となっております。 

  初めに、収益的収入及び支出であります。収

入の第１款水道事業収益の決算額は、前年度比

1.2％減の11億814万8,000円で、支出の第１款

水道事業費用の決算額は、前年度比２％増の10

億650万3,000円であります。 

  次に、３ページ、４ページを御覧願います。 

  資本的収入及び支出であります。収入の第１

款資本的収入の決算額は、前年度比33.8％減の

8,808万1,000円で、支出の第１款資本的支出の

決算額は、前年度比30.3％減の４億5,230万

5,000円であります。この結果、収入額が支出
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額に対して不足する額３億6,422万4,000円は、

欄外下段に記載のとおり過年度分及び当年度分

損益勘定留保資金などで補塡しております。 

  次に、５ページ、６ページを御覧願います。 

  損益計算書でございます。これ以降は消費税

抜きの金額となっております。 

  １の営業収益は給水収益が主なもので、合計

９億1,994万8,000円であります。 

  ２の営業費用は浄水及び配給水費など合計９

億1,765万1,000円であります。 

  ３の営業外収益は受託金及び長期前受金戻入

など合計9,480万6,000円であります。 

  ４の営業外費用は支払利息など合計2,528万

円であります。 

  ５の特別利益はございません。 

  ６の特別損失は123万1,000円であります。 

  この結果、当年度純利益は7,059万円となっ

たところであります。 

  さらに、前年度繰越利益剰余金5,667万1,000

円を加えた当年度未処分利益剰余金は１億

2,726万2,000円であります。 

  次に、７ページ、８ページを御覧願います。 

  剰余金計算書でございます。 

  資本剰余金でありますが、前年度からの増減

はなく、1,584万6,000円であります。 

  次に、利益剰余金でありますが、未処分利益

剰余金処分後残高5,667万1,000円に当年度純利

益7,059万円を加えることにより、当年度末残

高は１億2,726万2,000円であります。 

  この結果、利益剰余金合計年度末残高は７億

6,231万5,000円となったところであります。 

  次に、10ページ、11ページを御覧願います。 

  貸借対照表でございます。 

  先に資産の部でありますが、１の固定資産と

２の流動資産で、資産合計は102億8,239万

5,000円であります。 

  次に、負債の部でありますが、３の固定負債

と４の流動負債及び５の繰延収益で、負債合計

は30億4,322万7,000円であります。 

  次に、資本の部でありますが、６の資本金と

７の剰余金で、資本合計72億3,916万8,000円で

あります。 

  その結果、負債合計と資本合計の負債資本合

計102億8,239万5,000円となり、前の10ページ

の資産合計と同額となるものであります。 

  次に、利益の処分について申しあげます。 

  戻っていただきまして、９ページの剰余金処

分計算書（案）について御説明申しあげます。 

  未処分利益剰余金当年度末残高１億2,726万

2,000円から建設改良積立金に7,000万円を積み

立てることについて、地方公営企業法第32条第

２項の規定に基づき議会の議決を求めるもので

ございます。 

  また、処分後残高5,726万2,000円は翌年度へ

繰越しとなるものでございます。 

  なお、14ページ以降に決算附属資料を添付し

てございます。 

  以上、よろしくお願いします。 

  続きまして、議第44号令和２年度寒河江市下

水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

て御説明申しあげます。 

  タブレットにあります決算書１ページ、２ペ

ージを御覧願います。 

  金額につきましては、1,000円未満の金額は

省略させていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

  決算報告書でございますが、消費税込みの金

額となっております。 

  また、公営企業法適用開始年度の決算となっ

ております。 

  初めに、収益的収入及び支出であります。収

入の第１款下水道事業収益の決算額は15億652

万9,000円で、支出の第１款下水道事業費用の

決算額は14億6,638万9,000円であります。 

  次に、３ページ、４ページを御覧願います。 

  資本的収入及び支出でありますが、収入の第
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１款資本的収入の決算額は６億2,308万9,000円

で、支出の第１款資本的支出の決算額は11億

5,947万5,000円であります。この結果、収入額

が支出額に対して不足する額５億3,638万5,000

円は、欄外下段に記載のとおり特別会計からの

引継金及び当年度分損益勘定留保資金などで補

塡しております。 

  次に、５ページ、６ページを御覧願います。 

  損益計算書でございます。これ以降は消費税

抜きの金額となっております。 

  １の営業収益は下水道使用料、雨水処理負担

金が主なもので、合計６億2,798万6,000円であ

ります。 

  ２の営業費用は汚水・雨水施設及び浄化槽に

係る維持管理費及び減価償却費などが主なもの

で、合計12億6,167万7,000円であります。 

  ３の営業外収益は他会計負担金補助金及び長

期前受金戻入などが主なもので、合計８億

2,346万8,000円であります。 

  ４の営業外費用は支払利息など合計１億

6,583万6,000円であります。 

  ５の特別利益はございません。 

  ６の特別損失は985万円であります。 

  この結果、当年度純利益は1,409万1,000円と

なったところであります。 

  今期が初めての決算でありますので、前年度

繰越利益剰余金及びその他未処分利益剰余金変

動額はございませんので、当年度未処分利益剰

余金は1,409万1,000円であります。 

  次に、７ページ、８ページを御覧願います。 

  剰余金計算書でございます。 

  資本剰余金でありますが、当年度末残高資本

剰余金合計は、特別会計から企業会計開始時に

引き継いだ金額３億1,250万8,000円と当年度未

処分利益剰余金1,409万1,000円であります。 

  次に、10ページ、11ページを御覧願います。 

  貸借対照表でございます。 

  先に資産の部でありますが、１の固定資産と

２の流動資産で、資産合計は238億7,084万円で

あります。 

  次に、11ページの負債の部でありますが、３

の固定負債と４の流動負債及び５の繰延収益で

あり、負債合計203億6,399万4,000円でありま

す。 

  次に、資本の部であります。６の資本金と７

の剰余金であり、資本合計35億684万5,000円と

なり、負債と資本の合計、負債資本合計は238

億7,084万円で、前の10ページの資産合計と同

額となるものであります。 

  次に、利益の処分について申しあげます。 

  戻っていただきまして、９ページの剰余金処

分計算書（案）について御説明申しあげます。 

  未処分利益剰余金当年度末残高1,409万1,000

円から減債積立金に1,400万円を積み立てるこ

とについて、地方公営企業法第32条第２項の規

定に基づき議会の議決を求めるものでございま

す。 

  また、処分後残高９万1,000円は翌年度へ繰

越しとなるものでございます。 

  なお、14ページ以降に決算附属資料を添付し

てございます。 

  以上、よろしくお願い申しあげます。 

 

質     疑 

 

○古沢清志委員長 日程第12、これより質疑に入

りますが、各委員の所属する分科会の審査案件

に関する質疑は極力控えるとともに、質疑の際

はページ数を示し要点を簡潔に一括して発言さ

れ、また、執行部におきましても、質問者の意

をよく捉えられ、簡潔にして適切に答弁されま

すよう御協力願います。 

  初めに、認第１号令和２年度寒河江市一般会

計歳入歳出決算の歳入全部について質疑はあり

ませんか。柏倉委員。 

○柏倉信一委員 まず質問に入る前に、８月23日
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以前に会派代表者会議があって、その席上、決

算書の配付というのは招集告示の日に配付にな

るというようなことで今までそうやっていただ

いたわけですが、我々議会のほうからすると、

招集告示日に決算書をもらって一般質問の通告

をするまで２日間しかないというようなことで、

日程的にかなりきついんだと。なので、何とか

もう少し早く決算書を我々の手元にお願いでき

ないかというような要望を申しあげました。そ

うしたら、先週の金曜日に配付をしていただき

ました。今回、一般質問、私と後藤議員が決算

の関係の一般質問をさせていただいたわけです

が、大変ありがたかったなというふうに思って

おります。欲を言うならば、監査委員の意見書

もそのときに間に合えばなというふうに思った

次第です。 

  ちょっと歳入のことについて、多分私どこか

で聞いたのかもしれませんけれども、ちょっと

定かでない部分があるものですからお尋ねをい

たします。 

  決算書、歳入の３ページ、４ページの市税。

収入済額、不納欠損額、収入未済額、これのト

ータルが当然のことながら調定額になるわけで

すよね。この数字を計算すると７万何がし合わ

ないんですよね。その合わないのは何なんだと

いうようなことで私一生懸命調べたんですが、

これは、事項別明細書を見ると事項別明細書の

中の還付未済額が合わないんです。 

  要は私何をお聞きしたいかというと、こうい

う記載の仕方をするにはそれなりの理由がある

と思うんですが、何で事項別明細書のほうには

数字を入れて、こちらの歳入歳出決算のほうに

は未済額を計上していない理由。こういう決ま

りがあってこれは載せないんだというようなこ

とだと思うんですが、分かれば教えていただき

たい。 

○古沢清志委員長 大沼財政課長。 

○大沼利子財政課長 お答えします。 

  決算書の様式については総務省の標準の様式

を使用しておりまして、御指摘の３ページ、４

ページについては決算部分ということで未還付

の記載がございません。しかしながら、事項別

明細書についてはその内訳等について詳しく記

載するものという資料になっておりますので、

未還付のほうを記載しております。 

  ただ、未還付については調定額とかそれから

収入額に入れるべきものではなく、本来であれ

ば、年度内に還付が完了すれば未還付が発生し

ないというようなお金ですので、こういった記

載になるということで御理解をいただきたいと

思います。 

○古沢清志委員長 柏倉委員。 

○柏倉信一委員 さすがに財政課長、勉強してい

らっしゃいます。よく分かりました。 

  ところで、こういうような記載の仕方をする

のはほかの科目も何かあるのかどうか。 

○古沢清志委員長 大沼財政課長。 

○大沼利子財政課長 未還付についてですが、現

在のところ税の部分しか未還付は発生しており

ません。しかしながら、住民の方からお金を頂

戴する分担金や使用料といったところで万が一

未還付が発生した場合には、こういった記載に

なるのではないかと考えております。以上です。 

○古沢清志委員長 柏倉委員。 

○柏倉信一委員 ちょっと俺の聞き方が悪かった

のかな。未還付の部分以外でこういうような記

載の仕方をする可能性のあるものというのは、

ほかの科目でもあるんですかということをお聞

きしたつもりなんです。 

○古沢清志委員長 大沼財政課長。 

○大沼利子財政課長 調定額が収入済額と不納欠

損額とか足した合計額と合わないようなのが未

還付以外に何かあるのかといったような御質問

かと思いますが、未還付以外ございません。 

○古沢清志委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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  次に、歳出第１款及び歳出第２款について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第３款及び歳出第４款について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  ここで、当局入替えのため暫時休憩いたしま

す。 

 休 憩 午前１０時４２分  

 再 開 午前１０時４５分  

○古沢清志委員長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

  歳出第５款から歳出第７款までについて質疑

はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第８款及び歳出第９款について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第10款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第11款から歳出第13款までについ

て質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、認第２号令和２年度寒河江市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定についてに対

する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、認第３号令和２年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてに

対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、認第４号令和２年度寒河江市介護保険

特別会計歳入歳出決算の認定についてに対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、認第５号令和２年度寒河江市介護認定

審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、認第６号令和２年度寒河江市財産区特

別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認

定についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、認第７号令和２年度寒河江市立病院事

業会計決算の認定についてに対する質疑はあり

ませんか。渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 １点だけ御質問させていただき

ます。 

  連日のコロナ対応ということで、発熱の患者

とかの外来、救急などの対応に御苦労されてい

る事業管理者はじめ職員の皆さんに敬意を表し

感謝を申しあげたいと思います。 

  ３ページの事業損益計算書の特別損失、特別

利益の1,030万円については、コロナ対応の慰

労金だというふうな御説明だったと思うんです

けれども、これは、いつ、何月に何人に対して

幾らずつ支給されたのか、あるいは会計年度任

用職員とか臨時職員などへの対応などについて

お聞きいたしたいと思います。 

○古沢清志委員長 小林病院事務長。 

○小林弘之病院事務長 お答えします。 

  こちらのほうについては、特別利益、特別損

失のほうに、新型コロナウイルス感染症対策従

事者慰労金交付事業ということでコロナ感染の

重点支援病院等に支給される中で、当院におき

ましてはコロナの患者を取り扱わない病院とい

うことで５万円、１件になります。該当者につ

きましては、職員、任用職員、委託事業者含め

て、関連する出入り業者含めて合計206名とい

うことになります。５万円の206名で1,030万円

となっております。支出につきましては、年末

まで取りまとめして年明けに支出したところで

ございます。 

○古沢清志委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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  次に、議第43号令和２年度寒河江市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定についてに対す

る質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第44号令和２年度寒河江市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定についてに対

する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

分科会分担付託 

 

○古沢清志委員長 日程第13、分科会分担付託で

あります。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す分科会分担付託案件表のとおり、それぞれの

分科会に分担付託いたします。 

 

 分科会分担付託案件表  

分  科  会 分担付託案件 

総務産業分科会 

認第１号中歳入全部、歳出

第１款、歳出第２款の一

部、歳出第３款の一部、歳

出第５款、歳出第６款、歳

出第７款、歳出第８款、歳

出第９款、歳出第１１款、

歳出第１２款、歳出第１３

款、認第６号、議第４３

号、議第４４号 

厚生文教分科会 

認第１号中歳出第２款の一

部、歳出第３款の一部、歳

出第４款、歳出第１０款、

認第２号、認第３号、認第

４号、認第５号、認第７号 

 

 

   散    会    午前１０時５０分 

 

○古沢清志委員長 本日はこれにて散会いたしま

す。 

  御苦労さまでした。 
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令和３年９月２２日（水曜日）決算特別委員会 

 

○出席委員（１４名） 

   ２番  太  田  陽  子  委員     ３番  鈴  木  み ゆ き  委員 

   ４番  安 孫 子  義  徳  委員     ５番  月  光  裕  晶  委員 

   ６番  後  藤  健 一 郎  委員     ７番  渡  邉  賢  一  委員 

   ８番  古  沢  清  志  委員     ９番  佐  藤  耕  治  委員 

  １０番  太  田  芳  彦  委員    １１番  阿  部     清  委員 

  １３番  荒  木  春  吉  委員    １４番  柏  倉  信  一  委員 

  １５番  木  村  寿 太 郎  委員    １６番  伊  藤  正  彦  委員 

○欠席委員（なし） 

○遅刻委員（なし） 

○早退委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 原 隆 平  副 市 長 

軽 部   賢  教 育 長  久保田 洋 子  病院事業管理者 

設 楽 伸 子  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 武 田 伸 一  企画創成課長 

大 沼 利 子  財 政 課 長  伊 藤   孝  上下水道課長 

柏 倉 信 一  
会 計 管 理 者 
（兼）会計課長  小 林 弘 之  病 院 事 務 長 

佐 藤   肇  学校教育課長  船 田 孝 夫  監 査 委 員 

沖 津 一 博  監 査 委 員  木 村 幸 一  
監 査 委 員 
事 務 局 長 

○事務局職員出席者 

高 林 雅 彦  事 務 局 長  東海林 茂 美  総 務 主 幹 

兼 子 拓 也  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 
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   決算特別委員会議事日程第２号  第３回定例会 

   令和３年９月２２日（水）    午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 認第 １号 令和２年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ２ 認第 ２号 令和２年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ３ 認第 ３号 令和２年度寒河江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ４ 認第 ４号 令和２年度寒河江市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ５ 認第 ５号 令和２年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に 

            ついて 

 〃  ６ 認第 ６号 令和２年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認 

            定について 

 〃  ７ 認第 ７号 令和２年度寒河江市立病院事業会計決算の認定について 

 〃  ８ 議第４３号 令和２年度寒河江市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃  ９ 議第４４号 令和２年度寒河江市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃 １０ 分科会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務産業分科会委員長報告 

      （２）厚生文教分科会委員長報告 

 〃 １１ 質疑・討論・採決 

   閉  会  

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

   日程の追加 

   寒河江市議会決算特別委員会委員長辞任の件 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○古沢清志委員長 おはようございます。 

  ただいまから決算特別委員会を再開いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○古沢清志委員長 日程第１、認第１号令和２年

度寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定につい

てから日程第９、議第44号令和２年度寒河江市
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下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いてまでの９案件を一括議題といたします。 

 

分科会審査の経過並びに結果報告 

 

○古沢清志委員長 日程第10、分科会審査の経過

並びに結果報告であります。 

 

総務産業分科会委員長報告 

 

○古沢清志委員長 初めに、総務産業分科会委員

長報告を求めます。後藤総務産業分科会委員長。 

  〔後藤健一郎総務産業分科会委員長 登壇〕 

○後藤健一郎総務産業分科会委員長 総務産業分

科会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本分科会は９月10日、委員６名出席し、開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、認第１号中歳入

全部、歳出第１款、歳出第２款の一部、歳出第

３款の一部、歳出第５款から歳出第９款まで及

び歳出第11款から歳出第13款まで並びに認第６

号、議第43号及び議第44号であります。 

  審査に入る前に、審査の都合上、認第１号に

ついては、初めに歳入全部の審査を行い、次に

歳出第１款、歳出第２款の一部、歳出第３款の

一部、歳出第９款、歳出第５款、歳出第７款、

歳出第６款、歳出第11款、歳出第８款、歳出第

12款、歳出第13款の順で審査を行うこととし、

その後、認第６号、議第43号、議第44号の順で

審査することを諮り、異議なく了承され、その

ように審査することに決しました。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、認第１号令和２年度寒河江市一般会

計歳入歳出決算の認定について中、歳入全部を

議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りまし

た。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「個人市民税の収入未済額が増え、

不納欠損額も450万円以上と非常に多くなって

いる。コロナ禍の影響もあると思われるが、そ

の要因をどう把握しているのか」との問いがあ

り、当局より「収入未済額の増加の主な要因は、

新型コロナの影響による徴収猶予です。不納欠

損額増加の要因としては、生活困窮のため執行

停止をかけましたが、３年間、生活が変わらな

いため不納欠損となったケースなどが挙げられ

ます。そのほか従来からの事業不振によるもの

や、新型コロナの影響による事業経営悪化も重

なったことが要因になっているものもありま

す」との答弁がありました。 

  委員より「新型コロナの影響は多くの市民に

あったはずだ。様々な事情も分かるが、多くの

市民が納得いくように滞納処分も必要だ。差押

えなどの金額や件数はどのようになっているの

か」との問いがあり、当局より「令和２年度の

実績は債権が37件、金額にして433万円になっ

ております」との答弁がありました。 

  委員より「新型コロナ対策について、事業費

は総額約60億円とのことだったが、国及び県か

らの交付金、補助金などは総額どれぐらいにな

ったのか」との問いがあり、当局より「国及び

県からの交付金、補助金などについては56億

2,200万円ほどで、残りの約３億5,000万円ほど

が市の一般財源を充当しております。この部分

については財政調整基金を充てております」と

の答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号中歳出第１款を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数を

もって原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号中歳出第２款の一部を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 
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  委員より「令和２年４月から代表監査委員が

常勤から非常勤になり報酬も激減したが、定例

監査資料などを見る限り、仕事量は変わらない

のではないかと推察する。今後、体制強化が必

要ではないか」との問いがあり、当局より「代

表監査委員には業務対応が必要な日に登庁して

執務に当たっていただき、議選の監査委員と合

わせて２名体制で調整しています。これまでの

監査上、特に支障が生じる場面はありませんで

したが、効率的な監査の在り方などについて引

き続き検討を重ねていきたいと考えています」

との答弁がありました。 

  委員より「コンビニエンスストアでの収納が

増えていると聞いているが、どれぐらいの割合、

金額か。またトラブルなどは報告されている

か」との問いがあり、当局より「収納全体の総

数は21万件ほどで、そのうちコンビニエンスス

トアは約４万1,000件で、割合は19.5％となっ

ております。現時点でトラブルは報告されてお

りません」との答弁がありました。 

  委員より「ふるさと納税が全国的に急増して

いる。ポータルサイト利用料も上昇傾向なの

か」との問いがあり、当局より「昨年度は５社

と契約し、今年度は経費などの関係から１社を

除き４社と契約しています。年々、全国的にも

ふるさと納税の利用が増え、その分、ポータル

サイトの手間も増えていることから手数料が増

えることも想定していかなければいけませんが、

現時点では示されておりません」との答弁があ

りました。 

  委員より「情報化推進事業費約1,852万円に

ついては、市職員が使用するパソコン関係の費

用とのことだが、市職員のテレワークはどの程

度推進できたのか」との問いがあり、当局より

「昨年度の新型コロナ感染拡大を受けてテレワ

ークなどの様々な検討を行ってまいりました。

業務上、自宅から庁内システムにアクセスが必

要となりますが、昨年度はその対応ができず、

ネットワークにアクセスしなくても業務を行え

る方のみテレワークを行った事例があります。

テレワークは国を挙げて推奨しておりますので、

今後も検討してまいりたいと考えております」

との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号中歳出第３款の一部を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号中歳出第９款を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「災害対策の備蓄品として液体ミル

クと使い捨て哺乳瓶及びフロアに敷くマットと

パーティションはどれぐらい購入したのか」と

の問いがあり、当局より「液体ミルクと使い捨

て哺乳瓶は240本、防災用マットは300枚、パー

ティションは418個購入しました」との答弁が

ありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号中歳出第５款を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数を

もって原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号中歳出第７款を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数を

もって原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号中歳出第６款を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「中山間地域等直接支払交付金の具

体的な対象地域は」との問いがあり、当局より、

「昨年度は谷沢地区、上野地区、田代地区、幸

生地区、熊野石田地区、平塩地区の合計６組織
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に対して交付しました」との答弁がありました。 

  委員より「農畜産物ブランド緊急応援事業で

は、新型コロナ対策として自粛した観光農園の

さくらんぼもぎ取り作業に係る人件費の補助な

どを行い、苦しい農家の方の一助となったこと

と思う。一方、同様に救済の意味も込められた

観光農園のさくらんぼ送付についてはクレーム

が相次ぎ、農家の方は意気消沈し、憤慨してい

る方も多いとお聞きしている。出荷管理の体制

などに問題があったと考えるが、例えばこの緊

急応援事業の一環などとしてできることはなか

ったか」との問いがあり、当局より「その件に

ついては市場用のさくらんぼに準じた規格に対

応するものを出荷していただくようお願いして

いたと認識しています。また、周年観光農業推

進協議会を対象にした事業であったため、ＪＡ

に管理体制を構築していただくようお願いして

おく必要があったと思っております」との答弁

がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号中歳出第11款を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、御報告

する質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、

賛成多数をもって原案を了とすることに決しま

した。 

  次に、認第１号中歳出第８款を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、御報告

する質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、

賛成多数をもって原案を了とすることに決しま

した。 

  次に、認第１号中歳出第12款を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数を

もって原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号中歳出第13款を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数を

もって原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第６号令和２年度寒河江市財産区特

別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認

定についてを議題とし、当局の説明を求め、質

疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結し、

採決の結果、賛成多数をもって原案を了とする

ことに決しました。 

  次に、議第43号令和２年度寒河江市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定についてを議題

とし、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「令和２年度において水道管の耐震

措置はどの程度進み、今後何年ぐらいをめどに

進めていくのか」との問いがあり、当局より

「令和２年度で25.8％となっており、現在のと

ころ、令和７年度で32％という目標を掲げて進

めております」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第44号令和２年度寒河江市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定についてを議

題とし、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「地方公営企業法での初年度決算が

原因と思われるが、下水道使用料の未収金が非

常に大きな数字になっている。実質的な数字で

見ても年々増えており、市民から不公平感が出

ないようしっかりと対応しなくてはならないと

思うが、どのような対策を講じているのか」と

の問いがあり、当局より「未納者に対しては定

期的に督促状を送付しており、夏と冬に強化月

間を設け、給水停止措置の実施も併せながら納

入を促すような指導を行っております」との答

弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  以上で、総務産業分科会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 
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厚生文教分科会委員長報告 

 

○古沢清志委員長 次に、厚生文教分科会委員長

報告を求めます。鈴木厚生文教分科会委員長。 

  〔鈴木みゆき厚生文教分科会委員長 登壇〕 

〇鈴木みゆき厚生文教分科会委員長 厚生文教分

科会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本分科会は９月13日及び14日、委員全員出席

し、開会いたしました。 

  分担付託されました案件は、認第１号中歳出

第２款の一部、歳出第３款の一部、歳出第４款

及び歳出第10款、並びに認第２号から認第５号

まで並びに認第７号であります。 

  審査に入る前に、審査の都合上、初めに認第

７号の審査を行い、次に認第１号中歳出第４款、

歳出第２款の一部、歳出第３款の一部、歳出第

10款、その後認第２号、認第３号、認第４号、

認第５号の順に審査を行うことを諮り、異議な

く了承されました。 

  初めに、認第７号令和２年度寒河江市立病院

事業会計決算の認定についてを議題とし、当局

の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「国から新型コロナウイルス感染症

対応従事者に対し慰労金が出ているが、そのほ

かに手当などは出しているのか」との問いがあ

り、当局より「防疫等作業手当として医師、看

護師、医療技術員が特別外来に従事した際に、

１日当たり3,000円を支給しています」との答

弁がありました。 

  委員より「医業収益については前年度比で

104％と増加しているが、全体として新型コロ

ナウイルス感染症の影響はあったのか」との問

いがあり、当局より「４月、５月の入院、外来

患者数がともに前年同月比で大きく減少し、最

終的に入院患者数は増となったものの、外来患

者数については減となるなど、全体として新型

コロナウイルス感染症の影響はありましたが、

収益については必要に応じて療養病床からより

ニーズの高い地域包括医療ケア病床へ変更する

など、入院収益の確保に努めた結果、前年度比

増となったところです」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号令和２年度寒河江市一般会計

歳入歳出決算の認定について中歳出第４款を議

題とし、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「妊婦健康診査事業について、子宮

頸がんワクチン定期接種については、対象とな

る市民へ個別送付による情報提供を実施するよ

う令和２年に厚生労働省より通知があったと思

うが、その後、接種を受ける方は増えているの

か。また、接種は市立病院で受けられるのか」

との問いがあり、当局より「接種を受ける方の

件数については、平成30年度はゼロ件、令和元

年度は24件、令和２年度は94件と徐々に増えて

います。市立病院で接種を受けることはできま

せん。接種が可能な医療機関は決まっており、

希望者はそちらの医療機関で受けていただくこ

ととなります」との答弁がありました。 

  委員より「母子歯科保健事業について、妊婦

歯科健康診査受診者数が78名ということで、対

象となる妊婦268名に対し、受診者数が少ない

と思うが、どのように御案内をしているのか」

との問いがあり、当局より「母子健康手帳交付

時に御案内をしています。受診券は市内の医療

機関でのみ使用可能であり、市外の医療機関を

受診される方については受診券を御使用いただ

けないため、対象者に対し実績が少なくなって

おります」との答弁がありました。 

  委員より「市民浴場管理運営事業について、

入浴者数が新型コロナウイルス感染症の影響で

減少したとのことだが実績は」との問いがあり、
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当局より「令和元年度は21万6,617人で、令和

２年度は15万9,981人となり、５万6,636人の減

となっています」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号中歳出第２款の一部を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「交通安全対策事業について、令和

２年度に設置したカーブミラー17基のうち、６

基は寒河江西村山農協様からの御寄附であり、

残りの11基が市単独で設置したものだと思うが、

市が設置している部分について令和元年度は何

基設置したのか。また、地域からの要望どおり

の数を設置できているのか」との問いがあり、

当局より「令和元年度は合計９基設置し、その

うち３基が市単独で設置しました。おおよそ地

域からの要望どおりの数を設置できている状況

です」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号中歳出第３款の一部を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「ふれあい配食サービス事業の前年

度と今年度の実績は」との問いがあり、当局よ

り「実績については令和元年度が登録者数164

名、配食回数が138回、延べ配食数が１万1,154

食で、令和２年度が登録者数188名、配食回数

147回、延べ配食数が１万1,890食となっており、

利用者数は増加しております」との答弁があり

ました。 

  委員より「災害救助事業について、東日本大

震災により避難してきたこの事業の対象となる

方の昨年度と今年度の人数は」との問いがあり、

当局より「令和元年度は小学生が７名、中学生

が６名の計13名となっており、令和２年度は小

学生が１名、中学生が３名の計４名です」との

答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第１号中歳出第10款を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「さがえっこライフデザインセミナ

ー事業について、前年度比で報償費が減少して

いることから実施回数も減少しているのだと思

うが、前年度に比較して何回程度減少したのか。

また、これは新型コロナウイルス感染症の影響

なのか」との問いがあり、当局より「実施回数

については、令和元年度が30回、令和２年度が

38回で８回増加しております。令和元年度は関

東から講師を招聘したこと等により、より多く

の費用が発生しました。子供たちの郷土愛を育

む大事なセミナーですので、今後も学校に定着

させ、将来、郷土を担っていく子供たちの力の

育成に尽力していきたいと考えております」と

の答弁がありました。 

  委員より「社会教育活動事業について、コミ

ュニティ活動育成補助金は神輿の修繕にも使用

可能とのことだが、上限額はあるのか」との問

いがあり、当局より「購入後、10年を経過した

祭り神輿修繕で経費総額が50万円を超えるもの

に対し、経費の２分の１以内で限度額を100万

円として助成しております」との答弁がありま

した。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第２号令和２年度寒河江市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議

題とし、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「一般被保険者高額療養費の決算額

は約３億2,500万円であるが、これは何件給付

したのか」との問いがあり、当局より「令和２

年度は5,500件給付しております」との答弁が
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ありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第３号令和２年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを

議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りまし

たが、質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、

賛成多数をもって原案を了とすることに決しま

した。 

  次に、認第４号令和２年度寒河江市介護保険

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、認第５号令和２年度寒河江市介護認定

審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題とし、当局の説明を求め、質疑に

入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「審査会は年間で何回程度開催され

ているのか、また定期審査はあるのか」との問

いがあり、当局より「令和２年度は新型コロナ

ウイルス感染症などの影響で、当初の予定より

56回少ない121回開催されました。審査会は毎

週水曜日と木曜日に開催され、年間のスケジュ

ールが定まっております」との答弁がありまし

た。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  以上で、厚生文教分科会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○古沢清志委員長 日程第11、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  初めに、総務産業分科会委員長報告に対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、厚生文教分科会委員長報告に対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、認第１号令和２年度寒河江市一般会

計歳入歳出決算の認定について、認第２号令和

２年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について、認第３号令和２年度寒河

江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について、認第４号令和２年度寒河江市介護

保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認

第５号令和２年度寒河江市介護認定審査会共同

設置特別会計歳入歳出決算の認定について、認

第６号令和２年度寒河江市財産区特別会計（高

松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認定について

及び認第７号令和２年度寒河江市立病院事業会

計決算の認定についての７案件を一括して採決

いたします。 

  ただいまの７案件に対する各分科会委員長報

告は、いずれも原案を了とするものであります。 

  ７案件は、各分科会委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  よって、認第１号、認第２号、認第３号、認

第４号、認第５号、認第６号及び認第７号の７

案件は、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

  次に、議第43号令和２年度寒河江市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について及び議

第44号令和２年度寒河江市下水道事業会計利益

の処分及び決算の認定についての２案件を一括

して採決いたします。 
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  ただいまの２案件に対する分科会委員長報告

はいずれも原案を了とするものであります。 

  ２案件は分科会委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第43号及び議第44号は原案のとお

り可決及び認定すべきものと決しました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

 休 憩 午前１０時０５分  

 再 開 午前１０時１５分  

○月光裕晶副委員長 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

日 程 の 追 加 

 

○月光裕晶副委員長 先ほど古沢清志委員長から

委員長の辞任願が提出されましたので、私が委

員長の職務を代行いたします。 

  お諮りいたします。 

  この際、寒河江市議会決算特別委員会委員長

辞任の件を日程に追加し、議題とすることに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、寒河江市議会決算特別委員会委員長

辞任の件を日程に追加し、議題といたします。 

 

寒河江市議会決算特別委員会 

委員長辞任の件 

 

○月光裕晶副委員長 この際、地方自治法第117

条の規定により、古沢清志委員の退席を求めま

す。 

   〔古沢清志委員 退席〕 

○月光裕晶副委員長 それでは、提出されました

辞任願を事務局長から朗読をお願いいたします。 

○高林雅彦議会事務局長 朗読いたします。 

  辞任願。今般、都合により決算特別委員会委

員長を辞任したいので、許可されるよう願い出

ます。令和３年９月22日。寒河江市議会決算特

別委員会副委員長月光裕晶殿。寒河江市議会決

算特別委員会委員長古沢清志。 

  以上でございます。 

○月光裕晶副委員長 お諮りいたします。 

  古沢清志委員の委員長辞任を許可することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、古沢清志委員の委員長辞任を許可す

ることに決しました。 

  古沢清志委員の着席を求めます。 

   〔古沢清志委員 着席〕 

 

   閉    会    午前１０時１８分 

 

○月光裕晶副委員長 以上をもって決算特別委員

会を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

 以上会議の結果を記載し、相違ないことを証す

るために署名する。 

 

決算特別委員会臨時委員長  木 村 寿太郎 

 

決算特別委員会委員長  古 沢 清 志 

 

決算特別委員会副委員長  月 光 裕 晶 
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令和３年９月９日（木曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１４名） 

   ２番  太  田  陽  子  委員     ３番  鈴  木  み ゆ き  委員 

   ４番  安 孫 子  義  徳  委員     ５番  月  光  裕  晶  委員 

   ６番  後  藤  健 一 郎  委員     ７番  渡  邉  賢  一  委員 

   ８番  古  沢  清  志  委員     ９番  佐  藤  耕  治  委員 

  １０番  太  田  芳  彦  委員    １２番  沖  津  一  博  委員 

  １３番  荒  木  春  吉  委員    １４番  柏  倉  信  一  委員 

  １５番  木  村  寿 太 郎  委員    １６番  伊  藤  正  彦  委員 

○欠席委員（１名） 

  １１番  阿  部     清  委員 

○遅刻委員（なし） 

○早退委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 原 隆 平  副 市 長 

軽 部   賢  教 育 長  武 田 伸 一  企画創成課長 

大 沼 利 子  財 政 課 長  高 林 清 美  市民生活課長 

東海林   恒  防災危機管理 
課 長  武 田 新 二  建設管理課長 

猪 倉 秀 行  
農林課長（併） 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

 小 林 博 之  商工推進課長 

山 田 良 一  
さくらんぼ観光 
課 長  鈴 木   隆  健康福祉課長 

眞 木 立 子  子育て推進課長  後 藤 芳 和  生涯学習課長 

○事務局職員出席者 

高 林 雅 彦  事 務 局 長  東海林 茂 美  総 務 主 幹 

兼 子 拓 也  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 
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   予算特別委員会議事日程第１号  第３回定例会 

   令和３年９月９日（木）     本会議終了後開議 

 

   開  会 

日程第 １ 議第４５号 令和３年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃  ２ 議案説明 

 〃  ３ 質疑 

 〃  ４ 分科会分担付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会    午前１１時０８分 

 

○佐藤耕治委員長 ただいまから予算特別委員会

を開会いたします。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○佐藤耕治委員長 日程第１、議第45号令和３年

度寒河江市一般会計補正予算（第５号）を議題

といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○佐藤耕治委員長 日程第２、議案説明でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  議案説明は本会議において受けておりますの

で、この際省略することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明は省略することに決しまし

た。 

 

質     疑 

 

○佐藤耕治委員長 日程第３、これより質疑に入

りますが、各委員の所属する分科会の審査案件

に関する質疑は極力控えるとともに、直接予算

に関わる部分に絞って発言され、また、執行部

におきましては、質問者の意をよく捉えられ、

簡潔にして適切に答弁されますよう御協力願い

ます。 

  初めに、議第45号第１表中歳入全部について

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第２款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第３款及び歳出第４款について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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  次に、歳出第６款及び歳出第７款について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第８款及び歳出第９款について質

疑はありませんか。柏倉委員。 

○柏倉信一委員 歳出第８款についてお尋ねをい

たします。 

  住宅関係のリフォームということでの1,000

万円の補正予算だというふうに思っております

けれども、これは毎年かなり需要があるという

ようなことで補正を組んでいるわけですが、新

年度以降このような形でこのまま継続をするお

考えなのか、県あたりの動向も見て方向性を若

干変える可能性もあるものか、お尋ねをしたい

と思います。 

○佐藤耕治委員長 武田建設管理課長。 

○武田新二建設管理課長 お答えいたします。 

  現在、リフォームの補助金としまして３タイ

プがございます。リフォーム工事などで補助対

象額ということで10％の12万円限度、また、リ

フォーム工事で６要件ということで要件工事を

満たした場合、20％で24万円を限度、あと、そ

の６要件の工事で新婚世帯または子育て世帯、

高校生以下というふうになりますけれども、こ

ういった場合については３分の１、限度額30万

円というふうになっております。 

  また、この６要件工事、あと新婚世帯、子育

て世帯につきましては、県のやまがたの家需要

創出事業、暮らそう山形！移住・定住促進事業

というふうな事業で補助をいただいているとこ

ろです。 

  今後、山形県のほうで追加ということはない

ということから、今回の補正につきましては、

先ほども申しました１番目の補助対象額、市単

独事業となりますけれども、10％の12万円とい

うふうなことで対応していきたいというふうな

補正の内容となっております。以上です。 

○佐藤耕治委員長 柏倉委員。 

○柏倉信一委員 何かちょっと私お聞きしたとこ

ろによると、その1,000万円の補正部分という

のはもう既に需要が満たされているんだと。あ

る程度、当然のことながら、補正を組む時点で

はどのぐらいの需要があるか考えてから補正を

組んでいらっしゃるんだと思いますけれども、

年度内ではその1,000万円を使い切った場合は

補正の対応というのは考えていないということ

ですか。 

○佐藤耕治委員長 武田課長。 

○武田新二建設管理課長 今回の補正としまして、

９月以降の実績ということで109件ということ

で算出をしております。また、１件当たり、近

年５か年の平均から９万1,000円というふうな

ことで見込んで補正のほうには計上させていた

だいているところです。 

○佐藤耕治委員長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 一応今回の補正については、大

体今年のこれまでのニーズなどを踏まえて

1,000万円ということにさせていただきました。

例年5,500万円程度でありますから、今年は少

しそれよりもまた需要が多かったということで

補正をさせていただいています。大体このぐら

いで３年度は間に合うのではないかという今の

ところの見込みでさせていただいております。 

  それから、先ほど課長のほうから答弁しまし

たが、県のほうの補助が今回追加ではならない

ということになりますが、来年度以降どうなっ

てくるのか。この制度自体も大体10年ぐらいに

なるので、そういった意味で、今のニーズに対

応した制度になっていくのか、これから新たな

ニーズにどういうふうに対応していくのかとい

うこともありますので、来年度の予算編成、県

の動向なども見ながらニーズに合ったような制

度に見直していく姿勢は我々も持っております

ので、商工会あたりの御意見なども十分聞いた

上で時代に合った制度として対応していきたい

というふうに考えております。 
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○佐藤耕治委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第10款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第11款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第45号第２表及び第３表について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

分科会分担付託 

 

○佐藤耕治委員長 日程第４、分科会分担付託で

あります。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す分科会分担付託案件表のとおり、それぞれの

分科会に分担付託いたします。 

 

分科会分担付託案件表 

分 科 会 分担付託案件 

総務産業分科会 

議第４５号第１表中歳入全

部、歳出第２款、歳出第６

款、歳出第７款、歳出第８

款、歳出第９款、歳出第１

１款、第２表、第３表 

厚生文教分科会 

議第４５号第１表中歳出第

３款、歳出第４款、歳出第

１０款 

 

 

   散    会    午前１１時１６分 

 

○佐藤耕治委員長 本日はこれにて散会いたしま

す。 

  御苦労さまでした。 
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令和３年９月２２日（水曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  太  田  陽  子  委員     ３番  鈴  木  み ゆ き  委員 

   ４番  安 孫 子  義  徳  委員     ５番  月  光  裕  晶  委員 

   ６番  後  藤  健 一 郎  委員     ７番  渡  邉  賢  一  委員 

   ８番  古  沢  清  志  委員     ９番  佐  藤  耕  治  委員 

  １０番  太  田  芳  彦  委員    １１番  阿  部     清  委員 

  １２番  沖  津  一  博  委員    １３番  荒  木  春  吉  委員 

  １４番  柏  倉  信  一  委員    １５番  木  村  寿 太 郎  委員 

  １６番  伊  藤  正  彦  委員 

○欠席委員（なし） 

○遅刻委員（なし） 

○早退委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 原 隆 平  副 市 長 

軽 部   賢  教 育 長  久保田 洋 子  病院事業管理者 

設 楽 伸 子  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 武 田 伸 一  企画創成課長 

大 沼 利 子  財 政 課 長  伊 藤   孝  上下水道課長 

柏 倉 信 一  
会 計 管 理 者 
（兼）会計課長  小 林 弘 之  病 院 事 務 長 

佐 藤   肇  学校教育課長  船 田 孝 夫  監 査 委 員 

木 村 幸 一  
監 査 委 員 
事 務 局 長     

○事務局職員出席者 

高 林 雅 彦  事 務 局 長  東海林 茂 美  総 務 主 幹 

兼 子 拓 也  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 

 



 - 140 - 

   予算特別委員会議事日程第２号  第３回定例会 

   令和３年９月２２日（水）    決算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第４５号 令和３年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃  ２ 分科会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務産業分科会委員長報告 

      （２）厚生文教分科会委員長報告 

 〃  ３ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前１０時２０分 

 

○佐藤耕治委員長 おはようございます。 

  ただいまから予算特別委員会を再開いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○佐藤耕治委員長 日程第１、議第45号令和３年

度寒河江市一般会計補正予算（第５号）を議題

といたします。 

 

分科会審査の経過並びに結果報告 

 

○佐藤耕治委員長 日程第２、分科会審査の経過

並びに結果報告であります。 

 

総務産業分科会委員長報告 

 

○佐藤耕治委員長 初めに、総務産業分科会委員

長報告を求めます。後藤総務産業分科会委員長。 

  〔後藤健一郎総務産業分科会委員長 登壇〕 

○後藤健一郎総務産業分科会委員長 総務産業分

科会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本分科会は、９月13日、委員６名出席し開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第45号第１表

中歳入全部、歳出第２款、歳出第６款から歳出

第９款まで及び歳出第11款並びに第２表及び第

３表であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第45号令和３年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）第１表中歳入全部を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第45号第１表中歳出第２款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質
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疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第45号第１表中歳出第６款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「凍霜害の補助事業については、山

形県でも９月定例会での補正予算を検討してい

ると聞いているが、そちらが決まれば、本市で

も再度補正予算を組むのか」との問いがあり、

当局より「県の状況について詳細はまだ伺って

いませんが、補助制度の内容次第で検討したい

と思います」との答弁がありました。 

  委員より「今回の補助事業は県のパッケージ

以外に市の独自の事業は入っていないのか」と

の問いがあり、当局より「基本的には県の緊急

対策パッケージの事業に沿った内容です。しか

し、各種共済制度収入保険などへの加入促進に

ついては、本市から県市長会へ提案させていた

だいており、今後は県を巻き込んで一緒に検討

していければと考えております」との答弁があ

りました。 

  委員より「元気な地域農業担い手育成支援事

業費補助金の具体的な内容は」との問いがあり、

当局より「農業を始めて５年以内の新規就農者

の方への補助で、トラクター購入金額約400万

円に対して市と県合わせて100万円を支援する

という内容です」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第45号第１表中歳出第７款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第45号第１表中歳出第８款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「1,000万円の予算が計上されてい

るが、木材の流通が止まる、いわゆるウッドシ

ョックにより、想定よりも住宅建築が進まない

可能性などは考慮しているのか」との問いがあ

り、当局より「今御相談いただいているものも

あり、近年の９月以降の実績から109件分を想

定し予算を計上しております」との答弁があり

ました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第45号第１表中歳出第９款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第45号第１表中歳出第11款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「土木施設災害復旧費補助に多額の

予算が計上されている。当初の査定時より土砂

の量が増加したとのことだが、その要因は」と

の問いがあり、当局より「グリバーさがえの水

面広場については、災害査定時には水がたまっ

ている状態であったため、水面にソナー付無人

ボートを浮かべて測量を行いました。水が引い

た後、再度、スタッフを用いて測量した結果、

誤差が出たものです。この水面広場は約７万

2,000平方メートルあり、若干の厚さが変わっ

ただけでも大きな差となって出てしまうことが

要因となります」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第45号第２表を議題とし、当局の説

明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、討

論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって原

案を了とすることに決しました。 

  次に、議第45号第３表を議題とし、当局の説

明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、討

論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって原

案を了とすることに決しました。 

  以上で総務産業分科会における審査の経過と
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結果について御報告を終わります。 

 

厚生文教分科会委員長報告 

 

○佐藤耕治委員長 次に、厚生文教分科会委員長

報告を求めます。鈴木厚生文教分科会委員長。 

  〔鈴木みゆき厚生文教分科会委員長 登壇〕 

○鈴木みゆき厚生文教分科会委員長 厚生文教分

科会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本分科会は、９月14日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第45号第１表

中歳出第３款、歳出第４款及び歳出第10款であ

ります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第45号令和３年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）第１表中歳出第３款を議

題とし、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「届出保育施設等すこやか保育事業

について、これは届出保育施設等を利用してい

る保護者に対する補助金とのことだが、県と市

の負担割合はどのようになっているのか」との

問いがあり、当局より「県が２分の１、市が２

分の１となります」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、歳出第４款を議題とし、当局の説明を

求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「環境衛生事業について、再生可能

エネルギー設備導入事業費補助金で助成を行っ

た設備の種類とその設置場所について令和３年

度の実績は」との問いがあり、当局より「８月

までの実績としては、太陽光発電設備が２件、

蓄電池単体が13件、太陽光発電設備と蓄電池の

併設が７件、木質バイオマス燃焼機器の電源あ

りが２件、電源なしが２件で合計26件です。設

置場所は全て一般住宅です」との答弁がありま

した。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、歳出第10款を議題とし、当局の説明を

求め質疑に入りましたが、御報告すべき質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数を

もって原案を了とすることに決しました。 

  以上で厚生文教分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○佐藤耕治委員長 日程第３、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  初めに、総務産業分科会委員長報告に対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、厚生文教分科会委員長報告に対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第45号令和３年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）を採決いたします。 

  本案に対する各分科会委員長報告は、いずれ

も原案を了とするものであります。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第45号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 
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   閉    会    午前１０時３３分 

 

○佐藤耕治委員長 以上をもって予算特別委員会

を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

 以上会議の結果を記載し、相違ないことを証す

るために署名する。 

 

予算特別委員会委員長  佐 藤 耕 治 

 


